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　法人の概要

（１）名称 （９）組織図（令和３年４月１日現在）
公立大学法人宮城大学

（２）所在地
宮城県黒川郡大和町学苑１番地１

（３）設立年月日
平成２１年４月１日

（４）設立団体
宮城県

（５）中期目標の期間（第２期）
平成２７年４月１日から令和３年３月３１日まで

（６）目的及び業務
　「目的」
　　当法人は，地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）に基づき宮城大学を設置し，
　及び管理することにより，卓越した教育研究の拠点として，学術文化を振興し，その成
　果を広く社会に還元するとともに，創造的な知性と豊かな人間性を備えた人材を育成し
　もって地域の産業及び社会の発展に寄与することを目的とする。
　「業務」
１ 大学を設置し，これを運営すること。
２ 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
３ 法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外

の者との連携による教育研究活動を行うこと。
４ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
５ 大学における教育研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。
６ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

（７）資本金の額
１５５億１，５８９万５，６５１円（令和３年３月３１日現在）

（８）役員の状況（令和３年３月３１日現在）
理事長・学長　 川　上　伸　昭
副理事長（企画・広報担当） 正　木　　　毅
理事（教育担当） 西　川　正　純
理事（研究，学術情報，産学地域連携，国際交流担当）風　見　正　三
理事（学生支援担当） 武　田　淳　子
理事（総務・人事労務担当） 西　條　　　力
理事（財務・施設担当） 工　藤　和　浩
監事 鈴　木　隆　一
監事 柴　田　純　一

（９）組織図
右記参照

（10）学生数（令和３年５月１日現在） （11）教職員数（令和３年５月１日現在）
 【学群】 学長 1 人
  看護学群（学部） 403 人 副学長 4 人
  事業構想学群（学部） 866 人 教授 63 人（副学長兼務者4人含まず）

  食産業学群（学部） 538 人 小計 1,807 人 准教授 30 人
 【大学院】 講師 16 人
  看護学研究科 27 人 助教 21 人
  事業構想学研究科 33 人 助手 3 人
  食産業学研究科 32 人 小計 92 人 専任職員 62 人

業務限定職員 2 人
合計 1,899 人 有期雇用職員 38 人 合計 240 人

公立大学法人宮城大学

知事 宮城県
公立大学法人宮城大学

評価委員会
設 立 評 価

任 命
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２　財務諸表の要約
（１）貸借対照表 （３）キャッシュ・フロー計算書

（単位：円） （単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
固定資産 固定負債 原材料，商品又はサービスの購入による支出

有形固定資産  　資産見返負債 人件費支出
 土地  　引当金 その他の業務支出
 建物  　長期未払金 運営費交付金収入
  減価償却累計額 授業料収入
 構築物 流動負債 入学金収入
  減価償却累計額  　その他の流動負債 検定料収入
 機械装置 講習料収入
  減価償却累計額 受託研究収入
 工具器具備品 共同研究収入
  減価償却累計額 受託事業等収入
 図書 補助金等収入
 その他の有形固定資産 資本金 寄附金収入
  減価償却累計額 資本剰余金 その他雑収入
 その他の固定資産 利益剰余金 預り金収支差額

流動資産 有価証券評価差額金 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び預金 有形固定資産の取得による支出
その他の流動資産 利息及び配当金の受取額

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
利息の支払額

Ⅳ 資金増加額
（２）損益計算書 Ⅴ 資金期首残高

（単位：円） Ⅵ 資金期末残高

経常費用
業務費

教育経費 （４）行政サービス実施コスト計算書 （単位：円）
研究経費
教育研究支援経費 Ⅰ 業務費用
受託研究費 (1) 損益計算書上の費用
共同研究費 (2) （控除）自己収入等
受託事業費 （その他の行政サービス実施コスト）
役員人件費 Ⅱ 損益外減価償却相当額 
教員人件費 Ⅲ 引当外賞与増加見積額
職員人件費 Ⅳ 引当外退職給付増加見積額

一般管理費 Ⅴ 機会費用
財務費用 Ⅵ 行政サービス実施コスト
雑損

経常収益
運営費交付金収益
授業料収益
入学金収益
検定料収益
講習料収益
受託研究収益
共同研究収益
受託事業等収益
補助金等収益
寄附金収益
資産見返負債戻入
財務収益
雑益

臨時損益
臨時損失
臨時利益

前中期目標期間繰越積立金取崩額
当期総利益

120,218,100
460,179,364
48,401,363                
440,659,620

215,218,550
43,858,994
96,919,910

70
48,895,063

339,961,264               

187,022,400
31,471,000

233,000
56,499,530
9,381,658

10,313,032

2,605,387 2,726,346,285
521,157

3,732,013,816
2,068,474,936

963,725,673

1,550,645,950 △ 558,978
604,524,359 31,905,941
445,812,023 13,499,591

8,367,467 △ 1,364,690,613
10,294,938
50,872,114 246,255,421

505,177,217
170,505,572 金　額
276,889,231 2,435,244,310
53,501,408 3,799,934,923

△ 2,605,387
△ 270,995,509
1,365,305,170
1,094,309,661

金　額
3,679,716,823

229,348,034
純資産合計 10,548,577,434

70
△ 82,098,156

資産合計 13,018,470,704 負債純資産合計 13,018,470,704
△ 79,492,769

8,755,320 709,176,141 2,146,297
5,086,600 △ 563,785,374

1,094,309,661 △ 563,785,444

161,213,175 15,515,895,651 16,096,972
△ 23,642,275 △ 5,681,580,958 53,424,549

△ 828,687,715
純資産の部

14,902,708
797,676,934 111,402,176

114,631,995 233,000
△ 100,835,460

負債合計 2,469,893,270
59,131,727

1,063,917,404 9,381,658

△ 6,502,780,728 823,009,280
762,546,921 187,022,400

△ 651,778,261 682,873,335 31,471,000

4,630,665,651 6,989,009 △ 202,847,760
12,263,130,048 55,225,777 2,445,383,100

△ 876,688,724
1,724,805,149 △ 2,299,180,362

資産の部 金額 負債の部 金額
金　額

374,888,021
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３　財務情報
（１）財務諸表に記載された事項の概要

（表）経常損益の経年表

（表）総資産の経年表

(表）主要財源データの経年表
H28 H29 H30 R01 R02
14,083 13,411 13,164 12,991 13,018

2,489 2,303 2,536 2,590 2,470
11,594 11,108 10,629 10,401 10,549
3,494 3,600 3,744 3,740 3,680
3,541 3,629 3,758 3,747 3,732

65 50 11 6 441
352 △ 20 286 330 375

△ 111 △ 48 9 △ 323 △ 564

△ 127 △ 69 △ 70 △ 92 △ 82
2,749 2,884 2,905 2,662 2,726

2,174 2,314 2,427 2,427 2,435
3,557 3,679 3,821 3,811 3,800

△ 1,383 △ 1,365 △ 1,394 △ 1,384 △ 1,365
515 515 492 231 246

2 7 6 △ 1 △ 1
48 40 △ 22 3 32
10 9 2 2 13　機会費用

　業務費用
　　うち損益計算書上の費用
　　うち自己収入
　損益外減価償却相当額
　引当外賞与増加見積額
　引当外退職給付増加見積額

当期総損益
業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
行政サービス実施コスト
　(内訳）

区分
資産合計
負債合計
純資産合計
経常費用
経常収益

14,083 13,411 13,164 12,991 13,018

単位：百万円

（単位：百万円）
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

48 29 14 6 52

イ． 総資産
令和２年度の総資産は27百万円（0.2%）増の13,018百万円となっている。増加要因としては，大和キャンパスデザイン研究棟の竣

工，および竣工に伴い新たにネットワーク環境を構築したほか，太白キャンパス体育館・動物実験棟の大規模修繕を行ったこと，ま
た感染症対策として，講義室の間仕切り撤去や，臨地実習の代替備品を導入したことなどが挙げられる。

（単位：百万円）
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）

ア． 貸借対照表関係

（資産合計）

令和２年度末現在の資産合計は前年度比27百万円（同0.2%）（以下，特に断らない限り前年度比・合計）増の13,018百

万円となっている。

主な増加要因としては，大和キャンパスデザイン研究棟の竣工により，建物等の有形固定資産が126百万円（1.1%)増の

11,686百万円となったことが挙げられる。

（負債合計）

令和２年度末現在の負債合計は120百万円（4.6％）減の2,470百万円となっている。主な減少要因としては，第２期中期

計画 終年度のため，地方独立行政法人会計基準注解第79第3項の規定に基づき，運営費交付金債務残額を全額収益計上し

たことが挙げられる。

（純資産合計）

令和２年度末現在の純資産合計は147百万円（1.4％）増の10,549百万円となっている。

主な増加要因としては，大和キャンパスデザイン研究棟（※）をはじめとする特定償却資産の取得に伴い，資本剰余金

が322百万円（104.4%）増加したことにより，資本剰余金合計が76百万円（1.3％）増の△5,682百万円となったことが挙げ

られる。

イ． 損益計算書関係

（経常費用）

令和２年度末の経常費用は60百万円（1.6％）減の3,680百万円となっている。

主な減少要因としては，感染症の影響により遠隔授業を導入したことなどから，光熱水費等の一般管理費が前年比で抑

えられたことが挙げられる。

（経常収益）

令和２年度末の経常収益は15百万円（0.4％）減の3,732百万円となっている。

主な減少要因としては，大和キャンパスデザイン研究棟（※）をはじめ，運営費交付金を財源に取得した固定資産が212

百万円ほどあったことから，運営費交付金収益が148百万円（6.7％）減の2,068百万円になったことが挙げられる。

（当期総利益）

経常損益と臨時損益を併せた令和２年度の当期総利益は434百万円（6743.3％）増の441百万円となった。

ウ． キャッシュ・フロー計算書関係

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

令和２年度の業務活動によるキャッシュ・フローは45百万円（13.6%）増の375百万円となっている。

主な増加要因としては，補助金等収入が38百万円（52.7%）増の111百万円になったことが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

令和２年度の投資活動によるキャッシュ・フローは241百万円（74.7%）支出が増加し，△564百万円となっている。

主な支出の増加要因としては，有形固定資産の取得による支出が241百万円（74.7％）増の564百万円になったことが挙げ

られる。

※大和キャンパスデザイン研究棟は，目的積立金および運営費交付金を充当

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

令和２年度の財務活動によるキャッシュ・フローは10百万円（10.7%）支出が減少し，△82百万円となっている。

主な支出の減少要因としては，学生証発行機システムについて，今年度リース期間満了となることから，リース債務の返済によ

る支出が9百万円（10.6％）減の△79百万円となったことが挙げられる。

エ． 行政サービス実施コスト計算書関係

（行政サービス実施コスト）

令和２年度の行政サービス実施コストは64百万円（2.4％）増の2,726百万円となっている。

② 経年比較・分析（内容・増減理由）

ア． 経常損益

令和２年度の経常損益は46百万円（712.2％）増の52百万円となっている。

主な増加要因としては，感染症の影響により，全般的に業務費の支出が前年比で抑えられ，特に一般管理費が98百万円

（18.0％）減の446百万円となったことが挙げられる。
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４　事業に関する説明
（１）財源の内訳

（２）重要な施設等の整備の状況
（２）財務情報及び業務の実績に基づく説明

（３）予算及び決算の概要
（単位：百万円）

平成28年度 平成29年度
予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

収入 3,997 3,691 3,929 3,689 4,013 3,888 4,614 4,063
　運営費交付金収入 2,321 2,170 2,273 2,216 2,419 2,376 2,697 2,595
　授業料等収入 1,112 1,106 1,130 1,093 1,151 1,143 1,143 1,156
　受託研究等収入 180 165 164 136 126 166 155 176
　その他収入 384 249 362 244 317 203 619 136
支出 3,997 3,453 3,929 3,517 4,013 3,758 4,614 3,920
　教育研究経費 728 690 824 671 731 587 693 610
　人件費 2,248 2,060 2,285 2,172 2,290 2,181 2,279 2,154
　一般管理費 675 505 575 529 649 613 603 569
　その他支出 346 198 245 146 343 377 1,039 588

-      238 -       172 -      130 -      143

（単位：百万円）

予算 決算
収入 4,408 4,437
　運営費交付金収入 2,499 2,445 大規模修繕費（実額精算）の請差による減

　授業料等収入 1,031 1,042 入学金収入の増

　受託研究等収入 263 389 補助金等収入の増

　その他収入 615 561 目的積立金充当額の減

支出 4,408 4,059
　教育研究経費 622 529 感染症の影響による事業中止・延期による減

　人件費 2,350 2,151 教員人数等による支出減

　一般管理費 632 605 感染症の影響による光熱水費等の減

　その他支出 804 774 請差，および感染症の影響による事業中止・延期による減

-      378
※端数処理により内訳と合計が一致しない箇所があります。

令和２年度
差額理由

収入－支出

③　目的積立金（前中期目標期間繰越積立金を含む）の使用内訳等
　令和２年度においては，施設整備の改善に充てるため，370百万円を使用した。

　当法人の経常収益は3,732百万円で，その内訳は，運営費交付金収益2,068百万円（55.4％（対経常収益比，以
下同じ。）），授業料収益964百万円（25.8%），入学金収益187百万円（5.0％），その他513百万円（13.8％）と
なっている。

①　当事業年度中に完成した主要施設等
　大和キャンパスデザイン研究棟
②　当事業年度中において継続中の主要施設等の新設・拡充
　該当なし
③　当事業年度中に処分した主要施設等
　該当なし
④　当事業年度中において担保に供した施設等
　該当なし

①教育に関する事業
　令和２年度においては４月に新型コロナ感染症感染拡大による緊急事態宣言が発令される事態となり，学生の
大学施設への立ち入りが制限されたため，前期授業については原則オンラインによる対応となった。また，看護
教育に必要不可欠な病院施設等における実習についても，受入れ先の減少により，実施が困難な状況となった。
このような状況を打開するため，設置者である宮城県より「公立大学法人宮城大学感染症対策事業補助金」（75
百万円）の交付を受け，感染予防を目的とした施設の改修や，学内で病院施設等で行う実習と同程度の学習成果
を得ることができる 新のシュミレーター等の導入を図り，後期からの対面授業再開が可能となった。また，新
型コロナ感染症拡大の影響により家計が急変し，学業の継続が困難となった学生を救済するため，宮城県より
「公立大学法人宮城大学授業料等減免事業費補助金」（160万円）の交付を受け，これにより，対象となる学生の
授業料の免除を行った。

②研究に関する事業
　公益財団法人全国競馬・畜産振興会（JRA）畜産事業で採択された「牛の妊孕性向上システムの創出事業」（13
百万円）では，現在畜産業における重要な問題となっている牛の受胎率の低下について，摂取カロリーやエネル
ギーバランスに着目して，繁殖性との関係について研究を行った。本事業は3年間の継続事業であり，令和2年度
が 終年度となっている。これまで，不妊の原因が，栄養によるものか，それ以外の要因によるものか判断する
ため，検査時の栄養状態を示すマーカーを策定し，マーカーを基に妊孕性を数値化するためのキットの開発を
行っている。

③地域貢献，国際協力に関する事業
　ＫＣみやぎ産学共同研究会の受託事業「放射光施設活用による食品・料理のブランド化に向けた「科学的根拠
（エビデンス）」の構築に関する調査・研究」（2百万円）では，食産業をテーマとし，放射光施設を利用した食
品分野での商品開発または食材や商品のブランド化の可能性を調査することで，宮城県に設置される次世代放射
光施設の県内食産業への利用推進を目的として実施した。

区分
平成30年度 令和元年度

収入－支出

区分
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第１　教育研究の質の向上に関する措置
１　教育に関する措置

(1) 入学者受入方針・入学者選抜

(4) 学生への支援

(2) 教育の内容等
【51】

２ 研究に関する措置
(1) 研究水準及び研究成果 

(3) 教育の実施体制等 及び研究費審査会の審査を経て，申請のあった７件すべてを採択。研究費13,900千円を配分した。【62】

った。【40】 計画実践講座」（全２回）と，自治体・企業向けセミナーとして「クローバーウニの実用化に向けた公
開セミナー」（１回）を開催し，産学官連携を推進した。一般向け公開講座では,コロナ禍におけるテ

　教育及び教員の質の向上については，教員レベル・学群レベルで授業評価システム「nigala」の結果 　研究成果の地域への還元については，みやぎ産業振興機構主催「マッチング・デイズ2021」への応募
をフィードバックし，それを踏まえそれぞれにおいて授業改善計画・教育改善計画の点検を実施し，そ をコーディネートし，本学の有する知的財産のうち，実用化可能性に優れている１件に対して企業への
の改善を行った。研究科でも同様に授業（教育）評価を本実施し，より適切な教育に向けての改善を図 技術移転を図った。さらに自治体等が抱える課題をテーマとした自治体向けセミナー「地域公共交通

全て公募によって採用し，選考結果をウェブサイトで公表したほか，教育，研究及び産学連携活動を推 ったほか，宮城大学学術機関リポジトリによる論文の公表を行った。さらに研究交流フォーラムを開催
進することを目的とし，他機関の身分を有する研究者等を当該他機関の身分を保有したまま本法人の教 し，口頭発表を実施したほか，前年度に採択された全ての特別研究費，寄附金研究費，国際研究費によ
員として雇用するクロスアポイントメント制度を活用し，教員１名を採用した。【36】 る研究について誌面発表を行い，学内での共有化を促進した。【64】

行った。さらに，修了時の学修成果評価に関する分析作業を行い，現在の評価方法の妥当性を確認する
とともに，今後の教学マネジメントに用いるべき評価指標の検討を行った。【25】 　研究の方向性については，「研究の実施方針」に基づき，本学ならではの優位性・独自性を有する研

究成果の創出に向けて特認研究（学長裁量経費）の公募を行った。その結果，７件の応募があり，学長

　適正な教員配置については，人事計画書の中で将来構想との整合性や求める教員像を明確にした上で， 　研究水準の向上については，研究成果の学外公表促進に向けて，学術誌への論文掲載や学会発表を行

課程における科目構成を確定し，学則改正を行った。【13】 教育プログラム及び支援体制を整備することができた。また，遠隔授業実施期間中は，「留学生オンラ
　また，食産業学群食資源開発学類では，令和４年度からの生物生産学類の開始を目指して，食資源開 イン・ラウンジ」を実施し，留学生の生活面，精神面における支援を行った。【59】
発学類の募集停止及び新学類設置のための手続を進めるとともに，新学類設置のPRを開始した。【13】
　大学院課程については，次期カリキュラム改編に向けて，各研究科カリキュラム・ポリシーの改正を

キュラム改編本部会議」を設置し，全学及び各学群のディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー 　社会人の支援については，夜間開講，土・日曜日開講により授業や研究指導を実施した。【58】
の見直しを行うとともに，基盤教育科目と専門教育科目との連続性を高めたより効果的な教育課程とす 　留学生の支援については，宮城県国際企画課と連携し，外国人留学生定着支援事業の『企業の魅力を
るため，基盤教育科目・各学群専門教育科目の検討を進め，３月までに令和４年度からの各学群の教育 動画で発信プロジェクト』に参画し，地域の産業界とも連携しながら，留学生の多様な進路に対応した

の感染症対策費（新型コロナウイルス感染症に係る対策経費）の補助を受け，計画的に導入し，学生の 的にキャリア形成に取り組めるプログラムとした。また，これらを補完するキャリア開発室主催のキャ
実習機会を確保した。【20】 リア支援ガイダンスとの整合性を強化した。さらに新型コロナウイルス感染拡大に対応し，合同業界研
　学士課程については，令和４年度からの教育課程の改正を図ることを目的に，全学組織として「カリ 究セミナーを遠隔で効果的に実施し，学生の理解度向上，参加者数の増加などの成果があった。【53】

については遠隔・対面授業のハイブリッドによる教育課程の運営を行った。【23】 を活用した緊急授業料減免制度を策定し，新型コロナウイルス感染症による経済的な影響を受けた学生
　看護学群では，コロナ禍に伴う病院等での看護学実習の受入困難により，代替となる学内実習強化の の支援を行った。【52】
ため，ハイブリッドシミュレータや各種シミュレータ，ベッドサイドモニタ等看護実習用機器類を，県 　就職支援については，キャリア科目とインターンシップ科目との連携を強化し，大学初年次から体系

備，教員（外部講師を含む）・学生に対する遠隔授業のための講習及びマニュアル整備等を行い，コロ クを行い，ストレス度が高い学生に対してはメール等で呼びかけ，面談を行った。【50】
ナ禍においても安全な教育環境の下での教育の質保証を図った。【13】また，ICTを活用した遠隔授業 　また，新型コロナウイルス感染症の影響を受けた授業料未納による除籍が生じないよう，文科省の
システム及びマニュアル等の整備，実施計画の策定等を行い，前期においては遠隔授業を中心に，後期 通知に従い特例に関する事務処理要領を定めたほか，宮城県との連携により，国の地方創生臨時交付金

毒装置の整備等を行い，安全に対面講義を受講できる環境を整えた。さらに，授業実施管理調整室を立 　さらに，新型コロナウイルス感染症により遠隔授業が続き，学生の不安やストレスが高まっているこ
ち上げ，授業実施方針の決定，授業目的・形態・教育効果に応じた授業実施レベルの設定と対面授業・ とが想定されたため，全学生を対象に現状調査（５月）を行った。その結果を基に，感染対策に関する
遠隔授業の振り分け，対面授業を安全に受講できる教室・座席配当，学生への講義情報等連絡方法の整 Q&Aを作成し，学生の不安軽減に向けた取組を行った。また，７月には全学生を対象にストレスチェッ

考えられる。【11】 員との相談」バナーを設け周知を図るとともに，各学群とも必要に応じて学生相談室カウンセラーや保
健指導員を交えたミーティング等を実施し，より適切な支援が提供できるよう努めたほか，【46】修学
上の配慮が必要な大学院進学希望者について，学内外の関係機関との調整，受入態勢の整備等を行った。

　新型コロナウイルス感染症対策のため，講義室の改修・座席配置の見直し，遠隔授業に対応した情報
システムの整備，看護実習代替用機器類の整備，入構対応用カードリーダー・サーマルカメラ・手指消 　生活支援については，目標としていた大学敷地内全面禁煙を令和２年４月から実施した。【50】

た。看護学研究科においては博士前期課程で入学者が前年の13人から３人へと大幅に減少したが，本研 　学修支援については，前期遠隔授業の実施において履修上の問題を抱えた学生に対して，スタートア
究科については例年，看護師や保健師として従事する社会人入学者の割合が高いため，新型コロナウイ ップセミナーのクラス担任とスチューデントサービスセンターとが連携して情報を共有し，各科目担当
ルス感染症に起因する医療・保健現場の負担が増えている影響により，社会人の進学が減少したものと 教員が必要に応じて学修支援を行った。また，教員との相談体制については，学内ウェブサイトに「教

取組を推進した。【2】 　ALCS学修行動調査は継続実施し，回答率を上げるため，実施時期の見直しを行い， 終回答率は過去
　大学院課程については，研究科紹介動画の作成などウェブサイトの研究科ページ充実，サテライトキ ２年間を上回る60.1％（H30年度50.3％ ，R1年度53.7％）であった。【43】
ャンパスでの入試説明会の開催，県内市町村への地方自治体派遣枠の案内等の広報活動を行った。【8】
　定員の充足については，事業構想学研究科が69.6％，食産業学研究科が93.8％となり，改善が見られ

強化や運営マニュアルの見直し等を通じて，入試ミスの防止に努めた。【4】新型コロナウイルス感染 報提供，学内リソースの遠隔利用の案内，電子書籍リモートアクセスの利用支援等を行い，自宅におい
症の影響下であっても，オープンキャンパスのオンライン開催，高校訪問及び入試説明会に代わる， ても学修できる環境の整備に努めた。【44】研究ジャーナルは，11月にエントリーを開始，19件の投稿
入試説明用の動画公開，オンラインでのウェブ相談等を実施し，質の高い出願者の獲得に向けた各種 があり，年度内（３月）に創刊号を発刊した。【44】

組作業に連動し，アドミッション・ポリシーの文言修正を行った。【1】また，令和３年度入学者選抜に の新設，照明・空調設備の更新，可動机・椅子等の整備によるメモリアルホールの講義室化を行った。
ついては，これまで行ってきた制度変更の予告や他大学の動向等も踏まえ，制度設計を完了するととも さらに講義室内の換気対策として不具合のある窓等の修繕も行った。【43】看護学群においては，臨地
に新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら，各入試の運営を行った。さらに作題・査読体制の 実習の代替手段となる機器の整備を行った。【43】（再掲）また，電子媒体資料の無償利用に関する情

全体的な状況

　第２期中期計画の 終年度となる令和２年度は，年度計画に掲げた取組等の実施に加え，年度の始めから１年
間を通じて新型コロナウイルス感染症への対応を強いられる年となった。
　このようなコロナ禍での自己評価となったことから，計画を上回って実施した評定「Ⅳ」に分類する項目に
は，遠隔授業に対応した情報システム等の整備，看護実習代替用機器の整備，面接授業に備え「密」対策を施す
ための講義室の改修，学生相談や経済的困窮学生への支援の充実等の新型コロナウイルス感染症対策関連の

取組が挙げられたほか，通常の項目では，デザイン研究棟の運用開始，学士課程における令和４年度からの新た
な教育課程の編制や令和４年度開設に向けた食産業学群「生物生産学類」の準備等を評定「Ⅳ」に分類した。
　一方で，外国人留学生数の割合など，計画を十分に実施していない評定「Ⅱ」に分類する項目があるものの，
評定「Ⅲ」以上の項目が９割以上に上ることから，令和２年度の年度計画は概ね達成することができたと考え
る。

　教育環境の整備については，コロナ禍の対応として面接授業における安全性（ソーシャルディスタン
ス）を確保するため，既存講義室の固定机・椅子の撤去と可動机・椅子の配置を行ったほか，大和キャ

　学士課程については，令和４年度からの新カリキュラム改編作業及び食産業学群食資源開発学類の改 ンパスでは備品，間仕切りの撤去等による研究室・演習室の講義室化，太白キャンパスでは視聴覚設備
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3 東日本大震災からの復旧・復興支援

(2) 研究の実施体制等

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する措置
1 運営体制の改善

第２ 地域貢献等に関する措置
1 地域貢献 2 教育研究組織の見直し

3 人事の適正化

4 事務等の効率化・合理化

第４ 財務内容の改善に関する措置
1 外部研究資金その他の自己収入の増加

なった。【115】

2 経費の抑制

2 国際交流等 盛り込んだ。【120】

3 資産の運用管理の改善

具合に対する修繕を行った。【124】

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する措置
1 自己点検・評価の充実

（オンライン）を実施し，本学のPRに努めた。【94，95】 には令和元年度の実績評価を，年度後半には令和２年度の実績評価と中期目標期間評価をそれぞれ実施
し，学内での課題共有と改善に向けた意識付けを行ったほか，各評価結果を踏まえた令和３年度計画を

の可能性を検討した。ロンドンメトロポリタン大学（UK）とは今後とも国際交流を継続していくことを
確認し，MOUの締結期間を延長した。また，デラウェア大学（US）とは短期研修等も含めたポストコロナ
の具体的内容検討に入った。【90】コロナ禍のため，学生の長期海外派遣はすべて中止にしたが，留学
希望者への情報提供と必要な選考手続を進めた。【92】
　外国人留学生のリクルートのため，日本語学校で日本語を学ぶ外国人留学生を対象とした大学説明会 　評価委員会及び内部質保証実施委員会を中心に，第２期中期計画進捗管理シートを用いて，年度前半

ることができた。【89】 料金削減につながった。【120】
　第３期中期計画における施設・設備の修繕計画の中に，大学全体でのLED照明への計画的切り替えを

　グローバル化を推進するための環境整備，海外大学との連携として，これまでベトナムを中心に行っ
てきたリアル・アジアプログラムをアジア他地域等でも展開するために，オーストラリアのサザンクロ
ス大学を加えたほか，マレーシアのサンウェイ大学とMOUを締結し，短期派遣や海外インターンシップ 　保有施設について定期的に点検し，維持管理に努めるとともに，計画的な修繕及び突発的な施設の不

整会議」については，新型コロナウイルス感染症の影響により対面での実施が困難だったことから， いた令和２年度目標の250,000千円及び 暫定評価後の年度計画目標額（190,000千円）について未達と
６月及び２月に学外ホームページを通じて高等学校等に必要な情報提供を行う形とした。【89】
　大学での学びに触れ，深い学びを通じて自己の進路意識を高めることを目的とした「アカデミック・
インターンシップ」についても，新型コロナウイルス感染症の影響により初のオンライン実施となった
が，前年度並みの23校143名の参加があり，対面実施と同様，高校生の進路実現のための機会を提供す 　電気料金について，大和・太白・坪沼を一括した契約業者を一般競争入札で選定した結果，大幅な

して実施した「レジリエント社会の構築を牽引する起業家精神育成プログラム」を本学学生が履修し 整基礎データ作成業務の委託を実施した。【114】
た。【87】兵庫県立大学とのCPプログラムの遠隔合同発表会については，新型コロナウイルス感染症対
策のため学生は自宅からオンラインで参加した。また新たにZoomを活用した分科会形式を取り入れ，
両校の学生の交流を促進した。【88】
　本学の高大連携事業について高校教員と意見交換を図ることを目的に実施している「高大連携事業調 　外部研究資金の獲得額は対前年48,628千円減の158,440千円となった。第２期中期計画で設定されて

プログラムA-STEP NexTEPに採択され，事業化レベルにまで進展した。【84】 　統合システムの構築については，引き続き検討を行うこととし，当面，現行システムを適正に管理し，
　大学間連携については，平成29年度より実施している東北大学が主幹として展開している文部科学省 継続使用とした。【114】
「次世代アントレプレナー育成事業」のコンソーシアムに参画し，コンソーシアムのうち５大学が連携 　庶務業務の合理化を図るため，給与計算事務処理等業務を引き続き外部委託したほか，新たに年末調

る実践力強化に努めたほか，学群コーディネーターとともに，自治体等からのニーズに対して企画立 た。事務職員については４名採用することとし，そのうち２名については令和２年度中に配置した。
案から参画し，受託事業８件を獲得し，大学の教育研究資源を地域へ還元した。【82】大和町との連携 プロパー化率は約83％（令和３年３月末現在）となった。【112】
協定に基づき，大和町をより良いまちにするために，大和町議会議員，本学の教員及び学生による議会
懇談会を開催した。また，マダコの完全養殖については，科学技術振興機構の研究成果 適展開支援

　また，新型コロナウイルス感染拡大防止に努め，一般向け公開講座，学群企画公開講座，看護職者向 ・地域連携のマネジメント機能強化のための準備を進めた。【109】
け専門講座，自治体・企業向けセミナー等を開催した。（一部オンライン実施）【82】
　産学官の連携については，地域連携センターの専任コーディネーターが，東北経産局主催の東北リエ
ゾンネットワーク会議に出席し，他大学の先進的な地域連携・産学連携事例を学び産学官金連携に対す 　教員については，新しい教員評価制度に係る評価を実施し，評価結果を勤勉手当の成績率に反映させ

軽症者宿泊施設療養対応，教員計20名が厚労省のIHEATとして保健師等派遣に参加した。IHEATの活動で 持し，定着を図るとともに，令和２年度には，戦略的な外部資金の獲得とそれらを積極的に活用した地
は，仙台市内にて積極的疫学調査，在宅療養者の健康状況確認，派遣者・支援者・職員の連携を担う 域未来研究及び地域との共創を推進する新組織「研究推進・地域未来共創センター」の設置のほか，導
リーダー業務等を実施した。【84】 入予定のリサーチアドミニストレーター（URA）と地域連携コーディネーター（CDN）を含めた研究推進

択経験者による助言・指導の取組に加え，令和元年度から導入した学外URAの申請書作成支援サービス ことから，原因究明及び対策立案を行い，理事会において監事に報告を行った。【104】
の利用枠を拡大し，若手研究者等の科研費採択を支援した。【77】 　困難な財政状況に配慮しつつ，かつ，次期中期計画期間における重点的な取組を実施可能とするため

の基本方針を策定し，重要性・緊急性に応じた戦略的な予算編成を行った。【106】

　地域社会への貢献については，新型コロナウイルス感染症対策支援として，看護学群の教員計15名が 　大学改革を推進するために平成30年度に組織再編を行ってから３年目になることから，現行体制を維

し，全教員に一律25万円配分する案についても検討を行い，研究費要綱を改正した。【72】 受けたことから，研究費の内部監査に代え，調査で指摘を受けた外部研究補助者の業務管理の不備是正
　研究者の配置については，「研究の実施方針」に基づき，若手研究者に配慮することを基本方針に のため，その勤務状況について実態調査を行い，課題整理及び改善策の検討を行った。県の監査委員に
定めて審査会委員による審査を行い，特別研究費を配分した。また，科研費応募にあたっては学内の採 よる財政的援助団体等の監査が実施され，令和元年度決算における財務諸表について誤りを指摘された

　研究費の配分については，「研究の実施方針」及び「教員研究費要綱」に基づき，基礎的研究費を配 第５条の規定による危機対策本部として「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催。WGを適宜
分した。一律の基礎的配分に加え，前年度の外部競争的研究資金獲得額等を基に上乗せ配分を行うとと 設置することにより，新型コロナウイルス感染症への適時的確な対応に努めた。【102】
もに，新任教員に配慮し公平に配分した。また，次年度に向け，基礎的研究費の上乗せ配分制度を廃止 　文科省の「研究機関における公的研究費の監理・監査のガイドライン（実施基準）」履行状況調査を

部門と地域連携部門を統合した新組織「研究推進・地域未来共創センター」の設置のほか，研究推進強 大学・小樽商科大学との災害復興ワークショップを実施し，３名の学生が参加した。
化を目的としたリサーチアドミニストレーター（URA）導入のための準備を進めた。【69】さらに，
「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，デザイン研究棟の完成など，環境整備を進めたほ
か，太白キャンパスに3Dスキャナー，大和キャンパスにリアルタイムPCRシステムなど，外部資金を活
用し，研究設備・機器の整備を進めた。【71】 　令和２年度においては，新型コロナウイルス感染症対策のため，公立大学法人宮城大学危機管理規程

学内公募を行ったところ４件の申請があり，研究費審査会の審査を経て４件すべてを採択し，研究費
2,761千円を配分した。【98】

　研究の実施体制については，研究成果の戦略的な知財化と地域への還元，自治体・企業との更なる連 　復興庁が主催する「復興ビジネスコンテスト」に18人の学生が参加し，２組が優秀賞及び企業賞を受
携の推進，研究と地域連携の一元化，連携にとどまらない地域の未来の共創を実践していくため，研究 賞したほか，文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業」において，東北大学，神戸大学，北海道

ーマを基本とした動画を（５本，視聴回数延べ1,587回）公開した。また，学群等が企画した公開講座・
専門講座（17回）をオンライン開催し，産業界，地域に対して知の提供を行った。【67】 　東日本大震災からの創造的復興に貢献する研究活動として「震災復興（発展）特別研究」を設定して
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2 情報公開の推進等

った。【130】

第６　その他業務運営に関する措置
1 施設設備の整備・活用等

2 安全管理等

3 人権の尊重　

　

　情報セキュリティポリシーの整備として，「情報システム及び情報資産の利用等並びに情報セキュリ
ティ対策に関する規程」を新たに定め，情報セキュリティポリシーに関する講習会を動画配信により実
施した。【139】

　人権侵害防止及び対策本部会議を６月に開催。イエローカードの配布等により，ハラスメントに関す
る意識啓発と予防に取り組んだ。【141】

めた。太白キャンパスにおいては，コロナ禍での講義室等のソーシャルディスタンス確保に向けた整備
を行い，これまで講義で使用していなかったメモリアルホールの講義室化や，教室内の既設固定机・
椅子を可動式へ更新する等，教育環境の整備・改善を行った。【133】

　コロナ禍の下，感染防止の観点から避難訓練は実施しなかったものの，職員による防災設備（非常放
送，消火栓など）の使用訓練や，安否確認システムのメール応答訓練を実施し，学生への周知を高めた。
【138】

　震災10年事業として，復興支援事業とその学びを振り返る卒業生インタビュー，地域の大学のこれか
らを考える学群長と外部ゲストによる対談を実施・配信するとともに，これらの内容と復興支援活動の
概要等をまとめた冊子を作成し，震災後の振り返りと今後の方向性について情報発信及び学内共有を行

　大和キャンパスにおいては，６月末にデザイン研究棟が完成し，８月に研究室移転を行い供用を開始。
デザイン研究棟への研究室移転に合わせ，ゾーニングに基づく研究室再配置を行うとともに，移転跡地
となった実習室・研究室について，アクティブラーニングでの使用を視野に入れながら，講義室化を進

とりまとめた。【126】大学評価においてコメントが付された改善課題について，令和２年度計画及び
次期中期計画に反映するとともに，令和５年度を予定している認証評価機関への改善報告に向け，対応
の検討を行い，改善を進めた。【127】
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
 [(2)教育の内容等]
・

・

 [(3)教育の実施体制等]
・ 　

・

 [(4)学生への支援]
・

・

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取り組み
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・

 [(2)教育の内容等]
・

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
 [(4)学生への支援]就職率等実績（各年度４月１日現在）【56】

R2 R1 H30 H29 H28 H27
100.0% 98.9% 98.9% 98.9% 96.9% 95.8%
100.0% 100.0% 97.5% 92.9% 98.4% 97.3%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
95.9% 99.4% 100.0% 100.0% 98.9% 97.4%

100.0% 100.0% 99.2% 100.0% 99.2% 100.0%

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・

【11】
５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [(2)教育の内容等]
・ 全学及び各学群のディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーの見直しを行うとともに，基盤教育科目

と専門教育科目との連続性を高めたより効果的な教育課程とするため，基盤教育科目・各学群専門教育科目
の検討を進め，３月までに令和４年度からの各学群の教育課程における科目構成を確定し，学則改正を行っ
た。さらに，令和４年度からの生物生産学類の開始を目指し，食資源開発学類の募集停止及び新学類設置の
ための手続を進め，新学類設置のPRを開始した。【13】

事業構想学群
食産業学群

大学院定員については，事業構想学研究科が69.6％，食産業学研究科が93.8％と改善が見られたが，看護師・
保健師といった社会人入学者の割合の高い看護学研究科では，新型コロナウイルス感染症に起因する医療・
保健現場の負担の増加により，社会人の進学が減少したと考えられ，昨年までを大きく下回る結果となった。

隔・対面授業のハイブリッドによる教育課程の運営を行った。さらに，遠隔授業実施後に教員及び学生の
意識調査を実施し，システムの適切性及び問題点の把握を行った。【23】

各種実績／年度
看護師国家試験新卒合格率
保健師国家試験新卒合格率
就職率 看護学群

料減免制度を策定し，新型コロナウイルス感染症による経済的な影響を受けた学生の支援を行った。【52】

新型コロナウイルス感染症の影響下であっても，オープンキャンパスのオンライン開催，高校訪問及び入試
説明会に代わる入試説明用の動画公開，オンラインでのウェブ相談等を実施し，質の高い出願者の獲得に
向けた各種取組を推進するとともに【２】，感染症への対策を講じながら，各入試の運営を行った。【４】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，全学組織として授業実施調整管理室を設置し，ICTを活用した
遠隔授業システム及びマニュアル等の整備，実施計画の策定等を行い，前期は遠隔授業を中心に，後期は遠

新型コロナウイルス感染症により遠隔授業が続く中，感染対策に関するQ&Aを作成し，学生の不安軽減に向け
た取組を行った。また，全学生を対象にストレスチェックを行い，ストレス度が高い学生に対しては面談を
行った。さらに，新型コロナウイルス感染症の相談専用メールアドレスの設定，対面相談ができなかった
時期には，遠隔・メール・電話等の多様な手段で学生相談を行った。【50】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた授業料未納による除籍が生じないよう，文科省の通知に従い特例
に関する事務処理要領を定めたほか，宮城県との連携により，国の地方創生臨時交付金を活用した緊急授業

ミュレータや各種シミュレータ，ベッドサイドモニタ等看護実習用機器類を，県の感染症対策費（新型コロ
ナウイルス感染症に係る対策経費）の補助を受け，計画的に導入し，学生の実習機会を確保した。【20】

研究科の授業（教育）評価を本実施した。また，その結果を検討し，より適切な教育に向けての改善を図っ
た。【40】
面接授業における安全性（ソーシャルディスタンス）を確保するため，既存講義室の固定机・椅子の撤去と
可動机・椅子の配置，研究室・演習室等の講義室化，換気対策としての窓の修繕等を行った。【43】

備等を行い，安全に対面講義を受講できる環境を整えた。さらに，授業実施管理調整室を立ち上げ，授業実
施方針の決定，授業目的・形態・教育効果に応じた授業実施レベルの設定と対面授業・遠隔授業の振り分け，
対面授業を安全に受講できる教室・座席配当，学生への講義情報等連絡方法の整備，教員（外部講師を含む）
・学生に対する遠隔授業のための講習及びマニュアル整備等を行い，コロナ禍においても安全な教育環境の
下での教育の質保証を図った。【13】
コロナ禍に伴う病院等での看護学実習の受入困難により，代替となる学内実習強化のため，ハイブリッドシ

　第１　教育研究の質の向上 【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることにより，豊かな
知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。　１　教育に関する目標

 教育研究の質の向上（教育に関する目標）に関する特記事項

新型コロナウイルス感染症対策のため，講義室の改修・座席配置の見直し，遠隔授業に対応した情報システ
ムの整備，看護実習代替用機器類の整備，入構対応用カードリーダー・サーマルカメラ・手指消毒装置の整
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

（1） 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

1

（ｲ） 意欲を持って主体的に学修に
取り組む学生を確保するため，大学
の理念や学群（学部）ごとの目的，
人材養成目標等に基づき，入学まで
に習得しておくべき内容・水準の明
示を含めた入学者受入方針（アド
ミッション・ポリシー）を明確化す
る。

1

・ 公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱第8条第1号
のアドミッションサイクルに基づき，必要に応じてアドミッショ
ン・ポリシーを改定する。

Ⅲ

・令和４年度からの新カリキュラム改編作業及び食産業学群食資源
開発学類の改組作業に連動して，アドミッション・ポリシーの文言
も修正した。

2

（ﾛ） オープンキャンパスや県内を
中心とした高等学校訪問など積極的
かつ効果的な広報活動により，アド
ミッション・ポリシーや大学の教育
研究成果について幅広く周知する。

2

・ 7 月に大和，太白両キャンパスで開催されるオープンキャンパ
スにおいて，入試制度等の広報を積極的に行う。
・ 高校訪問，高校教員向け入試説明会，民間企業や高校が開催す
る入試関連イベントへの参加を昨年度並みに実施し，志願者数の確
保につなげる。
・ 引き続き，アンケート等を通じて，入試広報に係るPDCA サイク
ルの確立に努める。

Ⅲ

・オープンキャンパスについては，新型コロナウイルス感染症の影
響によりオンライン開催となったが，特設サイトの開催と入試情報
や学群紹介，模擬講義などコンテンツの充実を図った。
・高校訪問及び入試説明会は実施できなかったが，入試説明用の動
画を新規に複数制作し，公開した。入試関連イベントは主催者側で
の中止が相次いだが，Zoomを利用したウェブ相談を実施した。
・上記の広報活動等の結果，学群における令和３年度入学者選抜試
験では，結果として合計1,776人の出願があり，昨年度からは85人
の増となり，概ね前年並みの水準となった。
・新型コロナウイルス感染症の影響により，これまでのアンケート
結果との経年比較・分析はできなかったものの，ウェブアクセス解
析等によりPDCAサイクルの定着を図った。

3

（ﾊ） 入学者に関する基本的なデー
タベースの整備や入学後の追跡調
査，高等学校との意見交換等により
データを収集し，それをきめ細かく
分析することによって，入学者選抜
の改善に役立てる。

3

・ 引き続き，外部専門事業者への委託等を通じて，入学者のデー
タを整理・分析し，入試制度の改善に向けたエビデンスの整備を進
める。
（※高大連携推進室の取組については№89へ集約） Ⅲ

・外部業者，基盤教育群と連携し，本学を取り巻く出願動向の分析
を行うとともに，基盤教育群ミドルレベルFDとして報告会も例年ど
おり実施した。

4

（ﾆ） 社会のニーズや国における高
大接続に関する議論を踏まえ，受験
生の能力・意欲・適性を多面的・総
合的に評価する入学者選抜の在り方
について検討し，必要な改善を行
う。 4

・ 令和３年度入学者選抜に向けた制度設計を完了し，各入試を適
切に運営する。
・ 入試ミス防止のため，引き続き作題査読体制の強化やマニュア
ルの見直し等を進める。

Ⅲ

・令和３年度入学者選抜について，これまで行ってきた制度変更の
予告や他大学の動向等も踏まえ，制度設計を完了するとともに，新
型コロナウイルス感染症への対策を講じながら，各入試の運営を
行った。
・令和３年度入学者選抜に係る本学の個別学力検査及び大学入学共
通テストをミスなく適切に運営した。
・作題・査読体制の強化や運営マニュアルの見直し等を通じて，入
試ミスの防止に努めた。

5

（ﾎ） 優秀な外国人留学生を受け入
れるため，アドミッション・ポリ
シーや大学の教育研究成果，受入体
制等を外国語で情報発信するほか，
入学者選抜の在り方について検討
し，必要な改善を行う。

5

・中期目標の「第２の２ 国際交流等に関する目標」（中期計画№
94）において対応

-

・中期目標の「第２の２ 国際交流等に関する目標」（中期計画№
94）において対応

6

（ﾍ） 外国人留学生を対象とした特
別入学枠については，長期的な目標
（30％）を視野に入れ，検討する。 6

・中期目標の「第２の２ 国際交流等に関する目標」（中期計画№
94）において対応

-

・中期目標の「第２の２ 国際交流等に関する目標」（中期計画№
94）において対応

評価委員会による評定実績

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

積極的かつ効果的
な広報活動により，
大学の理念や学部ご
との教育目標等に基
づいた入学者受入方
針（アドミッショ
ン・ポリシー）や大
学の教育研究成果を
広く受験生などに周
知し，学力及び意欲
が高く，適性に優れ
た学生を幅広く確保
する。また，入学者
選抜に関するデータ
を分析・活用するほ
か，高等学校など社
会のニーズを踏まえ
た適切な入学選抜方
法を整備する。

イ　学士課程

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

9



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

7

（ｲ） 高度な実践能力及び研究能力
の修得を目指す意欲あふれる人材を
受け入れるため，大学の理念や研究
科ごとの目的，人材養成目標等に基
づき，アドミッション・ポリシーを
明確化する。

7

・ 公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱第８条第１
号のアドミッションサイクルに基づき，必要に応じてアドミッショ
ン・ポリシーを改定する。

Ⅲ

・平成30年度達成済み

8

（ﾛ） 積極的かつ効果的な広報活動
により，アドミッション・ポリシー
や大学の研究成果，指導体制，学位
取得状況，修了後の活躍状況等につ
いて，学部卒業生（見込者を含
む。）や社会人等に幅広く周知す
る。

8

・ ウェブサイトや説明会等を通じて，学群卒業生（見込含む）や
社会人等に本学の教育研究内容や入試制度を周知し，志願者数の増
加を目指す。

Ⅲ

・研究科紹介動画の作成などウェブサイトの研究科ページ充実，サ
テライトキャンパスでの入試説明会の開催，県内市町村への地方自
治体派遣枠の案内等の広報活動を行った。
・志願者数は昨年度より２人少ない35人となった。

9

（ﾊ） 社会の動向を踏まえるととも

に，職種転換，スキルアップ，学び

直しなど，社会人の多様なニーズに

も対応するため，入学者選抜の在り

方について検討し，必要な改善を行

う。

9

・ 将来構想等を踏まえた大学院改革の中で，入学者選抜のあり方
も検討し，必要な改善を行う。

Ⅲ

・大学院改革が検討途上であることから，連動する入学者選抜のあ
り方についても引き続き今後の整理課題となっている。

10

（ﾆ） 優秀な外国人留学生を受け入
れるため，アドミッション・ポリ
シーや大学の研究成果，指導体制，
受入体制等を外国語で情報発信する
ほか，海外の連携大学との関係強化
や入学者選抜の在り方について検討
し，必要な改善を行う。

10

・中期目標の「第２の２ 国際交流等に関する目標」（中期計画№
94）において対応

-

・中期目標の「第２の２ 国際交流等に関する目標」（中期計画№
94）において対応

11

（ﾎ） 適正な定員充足率を維持し，
教育の質保証を実現するため，入学
定員の在り方を含め，大学院教育全
般について不断に見直す。

11

・ 将来構想等を踏まえた大学院改革の中で，他部門と連携しなが
ら，定員充足に向けた検討も進め，必要な取り組みを実施する。

Ⅱ

・大学院定員の充足率については，事業構想学研究科が69.6％，食
産業学研究科が93.8％となり，改善が見られた。看護学研究科にお
いては博士前期課程で定員10人のところ入学者が3人となり，前年
度より大幅に減少した。本研究科は例年，看護師や保健師として従
事する社会人入学者の割合が高いため，新型コロナウイルス感染症
に起因する医療・保健現場の負担増加の影響により，社会人の進学
が減少したものと考えられる。

【令和３年度入学者選抜結果（研究科）】
看護学研究科
　博士前期課程（定員10）入学者数3  　超過率0.30
　博士後期課程（定員3） 入学者数1　  超過率0.33
事業構想学研究科
　博士前期課程（定員20） 入学者数14　超過率0.70
　博士後期課程（定員 3） 入学者数2　 超過率0.67
食産業学研究科
　博士前期課程（定員13） 入学者数12　超過率0.92
　博士後期課程（定員 3） 入学者数3   超過率1.00

評価委員会による評定実績

アドミッション・
ポリシーに適合し，
高度な実践能力及び
研究能力の習得を目
指す意欲あふれる人
材について，積極的
かつ効果的な広報活
動により，学部卒業
生や社会人など多様
な分野からの受入れ
を推進する。

また，病院・企業
など社会のニーズを
踏まえた適切な入学
選抜方法を整備す
る。

ロ　大学院課程

10



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（ｲ） 教育課程編成の基本方針

12

① 大学の理念や学群（学部）ごと
の目的，人材養成目標等に基づき，
教育の実施や卒業認定・学位授与に
関する基本的な方針（カリキュラ
ム・ポリシー及びディプロマ・ポリ
シー）を明確化する。ディプロマ・
ポリシーにおいては，課程修了に当
たって修得しておくべき学修成果を
明確に定める。

12

・ 次期カリキュラム改編を目指し，全学ディプロマ・ポリシー，
カリキュラム・ポリシー及び各学群ポリシーの見直しを進める。
・ ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果について，その試行結
果について分析し，適切に測定できているか検証を行い，改善を図
る。

Ⅲ

・令和４年度からの新カリキュラム改編の検討状況を反映し，全学
ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及び各学群ポリ
シーの改正を行った。
・ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果については，平成30年度
から試行している卒業時の学修成果測定結果の分析及び適切な測定
ができているかの検証を行い，本年度も測定項目は変更せず，学生
がウェブ上から回答できるよう改善を加え，実施した。また，学修
成果の可視化については，文科省が示す教学マネジメント指針に基
づき，教育成果の可視化を含め検討を行った。

評価委員会による評定実績

・教育課程の点検作業とそれに基づく令和４年度からの教育課程の
改正を図ることを目的に，全学組織として「カリキュラム改編本部
会議」を設置した。
・全学及び各学群のディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリ
シーの見直しを行うとともに，基盤教育科目と専門教育科目との連
続性を高めたより効果的な教育課程とするため，基盤教育科目・各
学群専門教育科目の検討を進め，３月までに令和４年度からの各学
群の教育課程における科目構成を確定し，学則改正を行った。
・食産業学群食資源開発学類では，令和４年度からの生物生産学類
の開始を目指して，食資源開発学類の募集停止及び新学類設置のた
めの手続を進めるとともに，新学類設置のPRを開始した。
・新型コロナウイルス感染症対策のため，講義室の改修・座席配置
の見直し，遠隔授業に対応した情報システムの整備，看護実習代替
用機器類の整備，入構対応用カードリーダー・サーマルカメラ・手
指消毒装置の整備等を行い，安全に対面講義を受講できる環境を整
えた。
・新型コロナウイルス感染症対策のため，授業実施管理調整室を立
ち上げ，授業実施方針の決定，授業目的・形態・教育効果に応じた
授業実施レベルの設定と対面授業・遠隔授業の振り分け，対面授業
を安全に受講できる教室・座席配当，学生への講義情報等連絡方法
の整備，教員（外部講師を含む）・学生に対する遠隔授業のための
講習及びマニュアル整備等を行い，コロナ禍においても安全な教育
環境の下での教育の質保証を図った。

Ⅳ

・ 新カリキュラムが 終年度を迎えることから，次期カリキュラ
ム改編に向けて，基盤教育と専門教育との連続性を高めた効果的な
教育課程となるよう見直しを図る。

13

②　生涯にわたり学び続け，主体的
に考える力を持ち，人間性豊かでグ
ローバルな視点を備え，地域社会に
貢献できる人材を養成するため，カ
リキュラム・ポリシー及びディプロ
マ・ポリシーに基づき，共通教育
（基盤教育）と専門教育から構成さ
れる体系的な教育課程を編成する。

13

（2） 教育の内容等に関する目標

　「高度な実学を身に
つけた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
 共通教育においては，
英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。
　教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。

イ　学士課程

11



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

「高度な実学を身につ
けた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
 共通教育においては，
英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。
　教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。

・シラバスにおける到達目標の記載に関するチェックを継続的に実
施し，各教員が行う授業改善サイクルの中で到達度設定の適切性に
ついて，カリキュラムセンター員が「シラバス作成ガイド」に沿っ
て点検を行い各教員に修正を求めた。
・新型コロナウイルス感染症対策のため，授業実施管理調整室を立
ち上げ，授業実施方針の決定，授業目的・形態・教育効果に応じた
授業実施レベルの設定と対面授業・遠隔授業の振り分け，対面授業
を安全に受講できる教室・座席配当，学生への講義情報等連絡方法
の整備，教員（外部講師を含む）・学生に対する遠隔授業のための
講習及びマニュアル整備等を行い，コロナ禍においても安全な教育
環境の下での教育の質保証を図った。（再掲）
・アクティブラーニング導入支援については，新型コロナウイルス
感染症の感染拡大に伴い，年度当初より遠隔授業への切り替えが必
要となったことから，急遽ICTを活用した遠隔授業システム及びマ
ニュアル等の整備を行い，前期においては遠隔授業を中心に，後期
は遠隔・対面授業のハイブリッドで実施している。また，その実施
状況や効果をアンケート等により検証し，アクティブラーニング導
入支援に繋げていく予定である。

・ 前年に引き続きシラバスにおける到達目標の記載に関する
チェックを継続的に実施するともに，各教員が行う授業改善サイク
ルの中で到達度設定の適切性についての点検を進める。
・ アクティブラーニング導入支援のために，学修管理システムの
利用を進める。また，アクティブラーニングの導入状況調査を実施
し，中期計画に対する評価を行う。

③ 全ての授業科目において学生が
到達すべき学修成果に関する目標
（到達目標）を明確化するととも
に，アクティブ・ラーニングを取り
入れた授業を展開する。

14 14 Ⅲ
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

15

④ 地域の課題解決型の学修や
フィールドワークなどを積極的に導
入し，地域社会に貢献できる人材養
成に資する。また，入学時から自ら
の将来像を展望できるよう，適切な
キャリア形成科目を設定する。

・ 地域連携センター等の有するネットワーク等を活用し，令和元
年度の課題を改善して県内6 つの自治体をフィールドに「地域
フィールドワーク」を開講する。
・ 全学共通科目の「コミュニティ・プランナー概論及び演習」，
「コミュニティ・プランナー実践論」，「コミュニティ・プラン
ナー・フィールドワーク演習」を開講し，「地域フィールドワー
ク」とこれらの科目をコミュニティ・プランナープログラムの基盤
科目として位置づけ，地域社会に貢献できる人材養成に向けた課題
解決型の学修（PBL：Project BasedLearning）に取り組む。また，
コミュニティ・プランナープログラムの基盤科目のほか，所定のプ
ログラム関連科目の単位を修得した学生に対して，卒業時に「コ
ミュニティ・プランナーアソシエイト」を授与する。
・ 県内企業との連携強化，体制整備を行い，インターンシップ等
のキャリア教育科目で実践的な教育を引き続き展開することによ
り，学生自らの経験をもとに将来像を考える学修機会を充実してい
く。

・県内３つの自治体（３自治体とも２年目）を対象地域として「地
域フィールドワーク」を開講し全学の１年生444人が履修した。今
年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，例年実施してい
た現地でのフィールドワークは開講期間内の実施を見送ることとし
た。その代替として地域の事業者等のインタビューを素材とした映
像教材を作成し，学生に視聴させた。また，Zoomを活用して自治体
等と中継を行い，学生との質疑応答を実施した。自治体等との調整
に伴う感染拡大のリスク回避や負担軽減のため，当初計画した６自
治体から３自治体へと対象地域数を絞った。
・学生の自己評価アンケートでは，地域課題とその解決に関心を持
つ学生が８割を超え，地域社会の課題と自己の位置づけを明確にす
るための機会となった。授業はすべて平日開講とし，自治体及び教
職員の負担軽減を図った。
・希望者のみ，課外にて，10月31日に現地でのフィールドワークを
実施し，講義のフォローアップを行った。全学群から44人が参加し
た。
・全学共通科目「コミュニティ・プランナー概論及び演習」，「コ
ミュニティ・プランナー実践論」，「コミュニティ・プランナー
フィールドワーク演習」を開講し，地域社会に貢献できる人材養成
に向けた課題解決型の学修（PBL）に取り組んだ。フィールド選定
にあたっては，地域フィールドワークのフォローアップを考慮し，
「コミュニティ・プランナー実践論」では白石市・亘理町をフィー
ルドとして63人が履修した。「コミュニティ・プランナーフィール
ドワーク演習」については履修生の自主的な計画に基づくフィール
ドを対象として45人が履修した。前期「コミュニティ・プランナー
概論及び演習」は110人が履修し，新型コロナウイルス感染拡大防
止のため，現地フィールドワークを見送った。コミュニティ・プラ
ンナー・プログラムの所定の単位を修得した学生30人に対して，卒
業時に「コミュニティ・プランナーアソシエイト」を授与した。
・現行カリキュラムに従いキャリア・インターンシップ関連講義を
開講するとともに，産学連携講座や実学教育プログラム，次世代ア
ントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）等によるキャリア関連プロ
グラムの開講を通じて学生が将来像を考えるための教育機会を設け
た。
・令和４年度からの新カリキュラム改正に向けて，一貫性のある
キャリア教育プログラムを展開できるように科目配置及び内容の検
討を行った。

15 Ⅲ

「高度な実学を身に
つけた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
共通教育においては，

英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。

教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

（ﾛ） 共通教育（基盤教育）「高度な実学を身に
つけた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
共通教育においては，

英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。

教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。

・新型コロナウイルス感染症拡大傾向の中，令和２年度前期は４月
27日から全学でオンライン講義（ライブもしくはオンデマンド）を
開始した。また，両キャンパスの感染防止環境整備を進め，対面授
業を一部再開した。（コマ数ベースで約６割）
・令和４年度以降の教育課程改正にむけて，基盤教育科目の再編方
針，科目構成や各科目概要を決定した。
・教学IR（Institutional Research）の一つとして，プレースメン
トテストを継続実施し，例年のデータとの比較分析やFDによる情報
共有を行った。
・総合型選抜合学者向け入学前教育を，コロナ禍前提で再構成し，
入学予定者65名に実施。入学予定者の学修状況等の把握分析を行っ
た。
・基盤教育科目に係るオンラインの教材，動画について整理，アー
カイブ化を行う。
・新型コロナウイルス感染対策で閉鎖したグローバルコモンズで
は，オンラインを活用しEnglish Conversation Station（英会話講
座），フランス語レッスン，TOEICセミナー等，語学力向上の機会
を提供した。

・令和３年度以降の教育課程改正に向けて，現行基盤教育科目の履
修状況や授業評価等に関する点検を進めて課題を明らかにするとと
もに，基盤教育の課程再編における方針策定を行う。
・ 教学IR（Institutional Research）の一つとして，入試区分毎
の入学後の学力分析等を進め，効果的な学習機会の提供方法及び実
施計画を立案する。
・令和元年度に引き続き，補講や質問対応などディスカバリーコモ
ンズ，グローバルコモンズ，スチューデントコモンズ，データ＆メ
ディアコモンズの各コモンズの特性に即した形で，基礎学力定着に
かかる学習機会を継続的に提供するとともに，学生に学習ニーズを
踏まえながら教員発信による正課外学修コンテンツの充実を図る。

① 豊かな人間性の形成と基礎的な
科学力の向上を図り，自立した人間
として必要な総合力形成の基礎を確
立するため，体系的な教育課程を編
成する。その際，入学者の状況を的
確に把握し，高等学校段階までの学
習内容の確認や復習を含む学修機会
の提供を適切に行う。

16 16 Ⅲ
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

「高度な実学を身に
つけた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
共通教育においては，

英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。

教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。

17

② 大学での主体的な学びや生涯に
わたる学びにつながる学修意欲の醸
成と学修方法の修得を目的とした導
入教育の充実を図る。

・各コモンズの特性を踏まえ，「学びの楽しさ」に気づく契機とな
り得る学習イベントを開催し，主体的学修意欲の促進支援を継続す
る。
・令和３年度以降の教育課程改正に向けて，フレッシュマンコア科
目の導入効果等について点検評価を進めるとともに，より効果的な
フレッシュマンコアの展開を目指した教育課程再編方針の策定を行
う。

17 Ⅲ

・コロナ禍により，コモンズの通常開室が難しい中，オンラインを
活用した補講，質問対応を行い学生の主体的な学修機会を確保し
た。
・後期に対面授業が一部再開されるにあたり，各コモンズにおい
て，感染症予防に配慮しながら部分的な運用を行い，オンライン受
講及び対面指導での学習の場を提供した。
・グローバルコモンズでは12月に「プレゼンテーションウィーク」
のイベントをオンラインで実施し，プレゼンテーションの動画を
ウェブ公開した。
・基盤教育科目に係るオンラインの教材，動画について整理，アー
カイブ化を行う。
・公開講座「学ぼう英語のいろいろ」で生涯を通じた学びの機会の
提供を行った。

15



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

・令和元年度に引き続き，正課・非正課の連携を深めながらグロー
バルコモンズにおける正課外学修コンテンツや蔵書・教材等の充実
を図り，より高いレベルの語学学習の場を提供する。
・ 令和３年度の教育課程の改正を見据えて，引き続き，英語のカ
リキュラムの見直しを進め
る。
・引き続き，奈良県立大学との単位互換プログラムを実施する。
・「産学連携講座Ⅰ・Ⅱ」の２科目を開講する。
・全学対象として，「ヨーロッパ研修：オランダ―平和と人権」を
開講し，オランダの戦争と人権の歴史，国際機関，そして日本とオ
ランダの関係について学ぶと同時に，英語の実践力を強化する。

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症パンデミックのため，学外研修（リア
ル・アジア，ヨーロッパ学外研修）の中止，留学機会の減少が危ぶ
まれる中，デラウエア大学（米国）との協定を復活させ，サンウェ
イ大学（マレーシア）との連携協定を取り交わすなど，海外提携校
との良好な関係を維持した。
・語学科目において，オンラインでの教育方法，教材開発を行い，
グローバルコミュニケーション部門の教員が定期的にミーティング
を行いながら，随時，英語科目のカリキュラムについての改善を進
めた。
・奈良県立大学との単位互換プログラムは，今年度は開講せず，次
年度開講に向けて全学的なニーズを反映しながら計画を進めた。
・産学連携講座は，食産業に関する「君の未来創造論」及び日立ソ
リューションズの「ICTがもたらす社会イノベーション」を開講，
オンラインを駆使した授業を展開した。

19

④ 適切な情報処理能力及び的確な
状況理解に基づくライティングやプ
レゼンテーションなど，人間として
の自己表現力の向上を図る教育を充
実する。

・ 引き続き，令和３年度からの教育課程の改正へ向けて，教育プ
ログラムの検討を進める。
・ 令和３年度からの教育課程の改正へ向けて，スタートアップセ
ミナー及びアカデミックセミナーの教科書の改訂を含め，教科書変
更の検討に着手する。

19 Ⅲ

・LMS（TeamsやMoodle）やZoomなど，オンラインでの教育ツールを
前提とした情報リテラシーや，ライティング，プレゼンテーション
など，オンラインリテラシーを各講義科目で取り組んだ。
・スタートアップ・セミナーのような対面ディスカッションを念頭
とした授業では，ライブ・オンラインを導入することで，学生の
ICT教育を同時に実施した。
・令和３年度以降の「数理・データサイエンス・AI」教育プログラ
ムについて検討を行い，科目構成や概要について決定した。
・令和３年度以降の「スタートアップ・セミナー」などの導入科目
について検討を行い，科目構成や概要について決定するとともに，
シラバスや教科書の選書，作成について検討を進めた。

18

③ 学生がグローバル社会に対応
し，広い視野を持てるよう，英語能
力の向上を図るとともに，日本及び
世界の国々の歴史や文化を深く理解
するための教育課程を編成する。ま
た，健康の増進や芸術性の涵養など
社会人としての基盤となる幅広い知
識や能力を養う。

18

「高度な実学を身に
つけた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
共通教育においては，

英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。

教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。

16



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

（ﾊ） 専門教育

20

〔看護学群（学部）〕
共通教育（基盤教育）科目，専門

基礎科目，及び専門科目の相互関連
性に配慮し，特に専門基礎科目と専
門科目の各科目の教育内容を精選す
るとともに，実習等を含め，保健医
療福祉の変化や地域社会のニーズに
対応し，かつ，グローバルな視野を
養う科目の新設を図るなどのカリ
キュラム改革を実施する。 20

〔看護学群〕
・ これまで，地域社会のニーズ及びグローバルな能力を育成する
ため配置していた「災害看護プログラム」「国際看護プログラム」
の充実を図るとともに，新カリキュラム作成における位置づけを検
討する。

Ⅳ

〔看護学群〕
・「災害看護プログラム」におけるポートフォリオの活用を継続し
た。
・「国際看護プログラム」では，新型コロナウイルス感染症の影響
により海外研修ができなかったが，代替のプログラムとして，オン
ラインを活用したプログラムを実施した。
・新カリキュラムにおいても，「災害看護プログラム」「国際看護
プログラム」を継続できるカリキュラムの調整を行った。
・コロナ禍に伴う病院等での看護学実習の受入困難により，代替と
なる学内実習強化のため，ハイブリッドシミュレータや各種シミュ
レータ，ベッドサイドモニタ等看護実習用機器類を，県の感染症対
策費（新型コロナウイルス感染症に係る対策経費）の補助を受け，
計画的に導入し，学生の実習機会を確保した。

22

〔食産業学群（学部）〕
食材の生産，食品の製造・流通・

消費及びリサイクル等幅広い「食産
業」の実態に的確に対応できる能力
を養うため，体系的なカリキュラム
改革を実施する。

22

〔食産業学群〕
・大学改革４年目となり，卒業研究もスタートする。前年度に引き
続き，食産業学群の新カリキュラムの運用状況を確認し，問題点等
を抽出するとともに，迅速な解決を図る。
・ 大学改革の完成年度を迎えることから，次期教育研究体制ス
キームを策定し，新将来構想案を作成する。
・更新時期を迎えている実験・実習用の機器・機材，老朽化施設等
について，次期中期計画で予算化する。
・ 先端技術に対応した食産業学群次世代型新規教育研究施設整備
を次期中期計画で予算化する。
・学生及び教職員等の安全衛生に配慮した実験施設の整備を進め
る。

Ⅲ

〔食産業学群〕
・食産業学群の新カリキュラムの運用は順調に推移したが，教育効
果をさらに高めるため，新将来構想委員会の意見を基に，食資源開
発学類の改廃・名称変更も含め，カリキュラムのブラッシュアップ
案を作成し令和４年度からスタートすることにした。
・陳腐化・老朽化した実験・実習用の機器・機材及び老朽化施設等
について，次期中期計画策定の過程で予算化等の検討を行った。
・ 先端技術に対応した食産業学群次世代型新規教育研究施設整備
については，次世代放射光施設の利活用を見据え継続課題としてい
くこととした。
・スモールスケールの「食産業実践ラボ」施設の整備案の作成には
至らなかった。

Ⅲ

〔事業構想学群（学部）〕
地域社会の活性化，震災からの創

造的復興，事業のイノベーションな
ど，新たな価値の創造を担う人材の
育成に向け，体系的なカリキュラム
改革を実施する。

〔事業構想学群〕
・学群学類制が完成し，４年間のカリキュラムのPDCAサイクルを実
施するための新たな授業評価システム（nigala）を導入し，効率
的・効果的に進める体制が形成され，評価が実施された。
・学群次期カリキュラム改定及び大学院改革をあわせて，カリキュ
ラムの具体案を学類ごとに検討を行い，学群で整理・統合し，修正
作業を進めた。
・Edge-Next事業のコンソーシアムの大学（東北大学・北海道大
学・小樽商科大学・京都大学・神戸大学）と連携し，アントレプレ
ナー教育を構築した。また，民間企業のアントレプレナーの協力を
得たプログラムを試行し，令和４年度からの新規カリキュラムへの
導入準備を進めた。
・台湾の中原大学デザイン学部との学群間のMOUを締結した。ま
た，フィリピンのパラワン州立大学とのMOU締結の準備を進めてい
る。
・デザイン研究棟の運用を開始し，本部棟も含めたキャンパスの整
備計画の見直しを行い，教育研究環境の整備，維持運営方法を定
め，運営を進めた。

〔事業構想学群〕
・ 学群学類制完成年度を迎え，４年間のカリキュラムのPDCA サイ
クルを実施する。
・ 学群次期カリキュラム改定及び大学院改革をあわせて，カリ
キュラムの具体的な修正作業を進める。
・ 国内外の大学・研究機関との連携を継続強化し，教育プログラ
ムの開発を行い，次期カリキュラム改定への反映を検討する。
・ （仮称）デザイン研究棟の運用を開始し，本部棟も含めたキャ
ンパスの整備計画の見直しと，教育研究環境の整備，維持運営を進
める。

「高度な実学を身に
つけた実践的人材の養
成」という教育理念の
もと，教育内容や教育
環境のグローバル化を
進めながら，豊かな人
間性の形成及び基礎的
な科学力の向上を図る
ための基盤的な教育を
行う「共通教育」と，
各学群（学部）の学生
に専門知識・技術を授
け実践的な能力を培う
「専門教育」によっ
て，人間性豊かでグ
ローバルな視点も備え
た，地域社会に貢献で
きる人材を養成する。
共通教育においては，

英語力，情報処理能力
及びコミュニケーショ
ン能力の向上を図るた
めの教育課程を編成す
るとともに，グローバ
ル社会において必要な
素養を幅広く涵養し，
自立した人間として必
要な総合力形成の基礎
となる教養教育を充実
する。また，専門教育
においては，共通教育
との連携を重視した上
で，地域社会のニーズ
に対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目標
や特色を生かした教育
課程を編成する。

教育の実施において
は，グローバルな視野
を持ちつつ地域貢献の
視点も踏まえた，より
実践的な教育や少人数
教育によるきめ細かな
教育を行うなど，学生
の勉学意欲や理解度の
向上につながる， も
効果的な教育方法を工
夫するとともに，公平
で透明性のある評価基
準により，それぞれの
学生の学修到達度を測
定し，厳正な成績評価
を行う。

21 21
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，年度当初より遠隔
授業への切り替えが必要となったことから，全学組織として授業実
施管理調整室を設置し，ICTを活用した遠隔授業システム及びマ
ニュアル等の整備，実施計画の策定等を行い，前期においては遠隔
授業を中心に，また後期については遠隔・対面授業のハイブリッド
による教育課程の運営を行った。
・ティーチングアシスタントについては遠隔授業での活用を可とし
て，活用支援を図った。
・遠隔授業実施後に教員及び学生の意識調査を実施し，システムの
適切性及び問題点の把握を行った。
・上記の取組みや自己点検評価結果に基づき，次期中期計画におい
て遠隔授業，アクティブラーニングを明確に示した。
・大和キャンパスでは，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い，学生との対面による通常の学習支援を行うことは困難であった
が，前期においては各コモンズSAを集約運用したライブ形式の遠隔
活動を行い，特に初年次学生へパソコンの初歩アドバイスや大学生
活のイメージ提供などを行った。さらに，年次に囚われない学習要
素を深めた遠隔コンテンツにも取り組み，英会話会や英語プレゼン
コンテスト（すべて遠隔），遠隔・対面ハイブリッドのデザイン系
企画を実施した。
・上記を通じ，新型コロナウイルス感染症への対応状況下における
SA運用や学生参加上の問題点の把握・整理を行った。
・太白キャンパスでは，前期には遠隔授業が自宅では困難な学生に
対し，新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた上で，
ディスカバリーコモンズを開放した。後期は，前期同様の対策を講
じた上で，全学生に開放した。
・太白キャンパスのグローバルコモンズでは前・後期とも感染防止
のため閉鎖せざるを得なかったが，遠隔による英会話は大和キャン
パスと連動して行った。
・太白キャンパスのスチューデントコモンズは，新型コロナウイル
ス感染症の感染防止対策を講じて前期当初から開室し，対面授業が
開始された後期から本格的に稼働した。
・太白キャンパスのデータ＆メディアコモンズの整備については，
全学における新型コロナウイルス感染症対策が優先されたことか
ら，設置工事等が翌年度以降に延期されたが，遠隔授業をサポート
するための学生によるPCサポート体制を前倒しで本年後期からス
チューデントコモンズを利用して立ち上げた。

Ⅲ

・成績評価ガイドライン及びルーブリック作成マニュアルに関する
点検を行うとともに，遠隔授業導入に伴い影響がある部分に関して
は別途，教員への授業実施及び試験・成績評価に関する留意事項を
まとめて教員への周知を行った。f-GPAに関しては年次進行に伴い
適用年次を拡大するとともに，学修状況可視化システム（alagin）
と連携した運用を行った。
・授業評価システム（nigala）及び学修状況可視化システム
（alagin）を用いた教学マネジメントに関するミドルＦＤをカリ
キュラムセンターで実施し，今後のシステム活用の方針についての
意見交換を行った。
・卒業時の学修成果評価に関する所属・年次比較評価や教員・学生
自己評価の対比等の分析作業を行い，現在の評価方法の妥当性を確
認するとともに，今後の教学マネジメントに用いるべき評価指標の
検討を行った。

24

23

① 学ぶ意義を理解し学修意欲が向
上するよう，アクティブ・ラーニン
グを積極的に取り入れるとともに，
少人数指導の実施やティーチング・
アシスタント（TA），ICTの活用など
によるきめ細かな教育によって学生
の理解度向上を図る。

② 到達目標と成績評価基準を明確
にし，GPA（Grade Point Average）
による成績管理を適切に運用するこ
とにより，厳正で公正な成績評価を
行うとともに，学生が自ら到達度を
点検・自己評価できる仕組み（学修
ポートフォリオ）を整える。

23

24

・アクティブラーニングの導入状況調査やティーチングアシスタン
トの活用状況調査等を実施し，中期計画に対する評価を行うととも
に，次期中期計画に向けてアクティブラーニングやティーチングア
シスタントの有効活用のための方策の検討を実施する。
・ ディスカバリーコモンズ，グローバルコモンズ，スチューデン
トコモンズ，データ＆メディアコモンズの各コモンズの特性を活か
して，学生による学習支援体制の充実を図る。

・ 成績評価基準の運用指針である「成績評価に関するガイドライ
ン」や「ルーブリック作成マニュアル」等の内容の点検及び周知徹
底を図るとともに，令和元年度入学生から適用を開始したファンク
ショナル・グレード・ポイント（f-GPA：functional-Grade Point
Average）の年次進行に伴う運用拡大及び学修状況可視化システム
（alagin）と連携した運用を図る。
・ 平成30年度から試行を開始したディプロマ・ポリシーに対する
卒業時の学修成果評価をもとに，学生の自己達成感に関する分析を
行うとともに，令和2年1月に文科省より示された教学マネジメント
指針に基づき，次期中期計画に向けた改善方策の検討を行う。

「高度な実学を身
につけた実践的人材
の養成」という教育
理念のもと，教育内
容 や 教 育 環 境 の グ
ローバル化を進めな
がら，豊かな人間性
の形成及び基礎的な
科学力の向上を図る
ための基盤的な教育
を行う「共通教育」
と，各学群（学部）
の学生に専門知識・
技術を授け実践的な
能力を培う「専門教
育」によって，人間
性豊かでグローバル
な視点も備えた，地
域社会に貢献できる
人材を養成する。
共通教育において

は，英語力，情報処
理能力及びコミュニ
ケーション能力の向
上を図るための教育
課程を編成するとと
もに，グローバル社
会において必要な素
養を幅広く涵養し，
自立した人間として
必要な総合力形成の
基礎となる教養教育
を充実する。また，
専 門 教 育 に お い て
は，共通教育との連
携を重視した上で，
地域社会のニーズに
対応し，かつ，各学
群（学部）の教育目
標や特色を生かした
教 育 課 程 を 編 成 す
る。

教育の実施におい
ては，グローバルな
視野を持ちつつ地域
貢献の視点も踏まえ
た，より実践的な教
育や少人数教育によ
るきめ細かな教育を
行うなど，学生の勉
学意欲や理解度の向
上につながる， も
効果的な教育方法を
工夫するとともに，
公平で透明性のある
評価基準により，そ
れぞれの学生の学修
到達度を測定し，厳
正 な 成 績 評 価 を 行
う。

（ﾆ） 教育方法と成績評価

18



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（ｲ） 教育課程編成の基本方針
①　大学の理念や研究科ごとの目
的，人材養成目標等に基づき，カリ
キュラム・ポリシー及びディプロ
マ・ポリシーを明確化する。ディプ
ロマ・ポリシーにおいては，課程修
了に当たって修得しておくべき学修
成果を明確に定める。

25

〔カリキュラムセンター〕
・ 学士課程の新カリキュラム履修者が進学する令和３年度に向
け，全学ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及び各研
究科ポリシーの見直しを進める。
・ ディプロマ・ポリシーに示した学修成果の把握が不十分である
ことから，学修成果の把握・評価の充実を図る。
〔看護学研究科〕
・ 看護学研究科においては，大学の理念や看護学研究科の目的・
人材養成目標等とディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ
シーの関連を学生等がより明確に理解できるよう履修ガイドを更新
し，ウェブサイト等で公表する。

〔看護学研究科〕
・ 専門看護師養成コースに「在宅看護専門看護師教育課程」の申
請を行い，令和３年度の開講準備を行う。
〔事業構想学研究科〕
・ 「将来構想（次期教育研究体制スキーム）」に基づいて，次期
ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを検討し，教育
課程の再編成を進める。
〔食産業学研究科〕
・ 「将来構想（次期教育研究体制スキーム）」に基づいて，学士
課程改革や産業界及び地域社会のニーズに対応した高度専門職業人
養成，及び研究者養成など，次期カリキュラム・ポリシー及びディ
プロマ・ポリシーに沿った教育体系の構築に向けた検討を引き続き
行う。

Ⅲ

〔カリキュラムセンター〕
・令和４年度からのカリキュラム改編に向けて，各研究科カリキュ
ラム・ポリシーの改正を行った。
・修了時の学修成果評価に関する分析作業を行い，現在の評価方法
の妥当性を確認するとともに，今後の教学マネジメントに用いるべ
き評価指標の検討を行った。
〔看護学研究科〕
大学の理念や看護学研究科の目的・人材養成目標等と看護学研究科
のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを関連付けて
理解しやすいよう履修ガイドの目次構成を工夫して修正するととも
に，履修ガイドを更新し，ウェブサイト等で公表した。
〔食産業学研究科〕
令和３年度からのカリキュラム改編に向けて，食産業学研究科カリ
キュラム・ポリシーの改正を行うとともに，履修ガイドの関連する
項目も修正した。

Ⅲ

〔看護学研究科〕
・専門看護師養成コース「在宅看護専門看護師教育課程」の開設準
備を行っているが，新型コロナウイルス感染症の動向により訪問看
護師ステーションなどの実習施設の確保ができないことから，令和
４年度の申請に変更した。
〔事業構想学研究科〕
・次期カリキュラムディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ
シーを確定し，令和３年度からの博士前期課程新カリキュラムの具
体化を進め，開講の準備を行った。
〔食産業学研究科〕
・学士課程改革や産業界及び地域社会のニーズの変化に対応した次
期カリキュラム・ポリシーを確定し，次世代を担う高度専門職業人
養成，及び研究者養成のための新カリキュラム（令和３年度から）
の具体化を進め，開講の準備を行った。

評価委員会による評定実績ロ　大学院課程

地域の高度人材養成
機関として，先端的な
専門知識・技術を備
え，研究的視点を持っ
た高度専門職業人及び
自立的・独創的な研究
能力を持つ研究者を養
成する。

学士課程における教
育を基礎とし，当該教
育との関係に配慮しな
がら，地域社会のニー
ズに対応した高度専門
職業人の養成はもとよ
り，職種転換やスキル
アップ，学び直しな
ど，社会人の多様な
ニーズにも対応した教
育の機会の充実が図れ
るよう，各研究科の教
育目標等に適合した教
育課程を編成する。

教育の実施において
は，高度専門職業人を
目指すコースや研究者
を目指すコース，社会
人のキャリアアップ
コースなど，それぞれ
に応じた教育・研究指
導の体制を整備の上，
地域貢献の視点を踏ま
えて，効果的な教育方
法を工夫するととも
に，公平で透明性のあ
る評価基準による厳正
な成績評価及び透明
性・客観性のある学位
論文等審査を行う。

②　カリキュラム・ポリシー及び
ディプロマ・ポリシーに基づき，学
士課程における教育を基礎とし，そ
れとの関係にも配慮しつつ，地域社
会のニーズに対応した高度専門職業
人養成及び研究者養成のための教育
課程を編成する。

26 26

25
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

〔看護学研究科〕
・ 引き続き，研究指導方法を検討するとともに，後期課程の修了
生が社会でどのように活動しているのかについて，修了生へ調査
し，今後の人材育成について検討する。
〔事業構想学研究科〕
・ 将来構想に基づいて，現行の4領域から新4領域への見直しを検
討する。その際，他研究領域の視点を取り入れる目的で，複数指導
教員を領域横断型にするかどうか検討する。
〔食産業学研究科〕
・ 産業界及び地域社会のニーズに対し新規性のある研究が行える
よう，科目と教員の適切な配置を図るとともに， 先端の教育・研
究が実施できるよう 新鋭の機器の整備や機器の更新，施設の改修
について次期中期計画に盛り込む。 Ⅲ

〔看護学研究科〕
・看護学研究科前期課程及び後期課程の修了生全員を対象に，研究
科修了後の実態把握を初めて実施した。今後の人材育成について，
データを分析し引き続き検討していく。
〔事業構想学研究科〕
・将来構想に基づいて，現行の４領域から新４領域への変更を確定
した。他研究領域の視点を取り入れた新設科目は設置したが，複数
指導教員を領域横断型にするかどうかは引き続き検討する。
〔食産業学研究科〕
・産業界及び地域社会のニーズに対し新規性のある研究が行えるよ
う，令和３年度からの新カリキュラムのもとで科目と教員の適切な
配置を図った。また， 先端の教育・研究が実施できるように，第
３期中期計画に 新鋭の機器の整備や機器の更新を盛り込んだ。

27

③　問題設定能力，調査分析能力及
び問題解決能力を向上させるための
教育を重視し，専門的課題に関する
自立的研究能力を高める。

〔看護学研究科〕
・ 「看護学研究科前期課程主な年間スケジュールと修士論文作成
までの道のり」の修正版について，学生及び教員に周知し活用する
とともに，その運用について評価する。
・ 研究科セミナーを企画運営する。
〔事業構想学研究科〕
・ 問題設定能力，調査分析能力及び問題解決能力を向上させるた
めの実学教育を引き続き実施する。
・ 複数教員による指導を，博士論文執筆資格審査，仮原稿審査会
でも充実させる。また，産業界及び地域社会のニ－ズを踏まえつ
つ，人工知能やグローバリゼーションに対応した科目の新設を検討
する。
〔食産業学研究科〕
・ 引き続き，産業界及び地域社会のニ－ズを踏まえつつ，複数教
員による指導により，問題設定能力，調査分析能力及び問題解決能
力を向上させるための教育方法を検討する。

27

28

④　博士後期課程では，専門分野に
おいて新規性のある知見を体系化す
る能力を養い，地域社会や産業界と
も連携して，社会を牽引する人材を
養成する。

28

Ⅲ

〔看護学研究科〕
・「前期課程の主な年間スケジュールと修士論文作成までの道の
り」の修正版を，履修ガイド及び学内ウェブに掲載するとともに，
オリエンテーションで活用し，周知と活用を図った。さらに運用に
ついて，研究科教務WGで検討し，次年度に反映させることとした。
〔事業構想学研究科〕
・問題設定能力，調査分析能力及び問題解決能力を向上させるため
の実学教育を各科目・演習で実施した。
・複数教員による指導を，博士論文執筆資格審査，仮原稿審査会で
も充実させた。また，人工知能やグローバリゼーションに対応した
科目を次期のビジネスデザイン領域科目に新設した。
〔食産業学研究科〕
・産業界及び地域社会のニ－ズを踏まえ，令和３年度からの新カリ
キュラムでは専門共通科目の再編とともに「データサイエンス特
論」を新設することとした。
・分野の異なる複数教員による合同ゼミ等を引き続き実施し，問題
設定能力，調査分析能力及び問題解決能力の向上に努めた。

地域の高度人材養成
機関として，先端的な
専門知識・技術を備
え，研究的視点を持っ
た高度専門職業人及び
自立的・独創的な研究
能力を持つ研究者を養
成する。

学士課程における教
育を基礎とし，当該教
育との関係に配慮しな
がら，地域社会のニー
ズに対応した高度専門
職業人の養成はもとよ
り，職種転換やスキル
アップ，学び直しな
ど，社会人の多様な
ニーズにも対応した教
育の機会の充実が図れ
るよう，各研究科の教
育目標等に適合した教
育課程を編成する。

教育の実施において
は，高度専門職業人を
目指すコースや研究者
を目指すコース，社会
人のキャリアアップ
コースなど，それぞれ
に応じた教育・研究指
導の体制を整備の上，
地域貢献の視点を踏ま
えて，効果的な教育方
法を工夫するととも
に，公平で透明性のあ
る評価基準による厳正
な成績評価及び透明
性・客観性のある学位
論文等審査を行う。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

（ﾛ） 各研究科

29

〔看護学研究科〕
学生が計画的な研究活動により課

程の修了ができるように研究指導を
強化する。指導方針を共有し，個別
指導・小集団指導・大集団指導によ
る教育・指導体制を一層強化する。
① 博士前期課程

地域社会のニーズや保健医療福祉
現場のニーズに対応した教育内容の
充実を図る。
②　博士後期課程

看護学分野において自立的な研究
能力を養成するため，個々の学生の
研究活動・論文作成の能力に応じた
教育・研究指導体制の充実を図る。

29

〔看護学研究科〕
・ ディプロマ・ポリシーの見直しを検討する。学位審査基準に基
づいた研究指導及び審査を行う。
・ 引き続き，専門看護師（CNS：Certified Nurse Specialist）教
育課程38単位の開設に伴う3つの共通新規科目を円滑に実施できる
よう，レンタル等による教育備品の整備を図る。

Ⅲ

〔看護学研究科〕
・ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーの見直しを
行った。また，履修ガイド等に学位審査基準を示し，学生へのオリ
エンテーションを行うとともに，教員に周知した。学位審査委員会
や教授会において学位審査基準を再確認し，基準に基づいた審査を
行った。
・CNS38単位の共有科目は，学群教育備品等によって円滑に運営で
きている。新型コロナウイルス感染症により実習の実施に困難を極
め，実習の実施時期や実習施設を変更するなどして対応した。

30

〔事業構想学研究科〕
事業構想学は学際的な研究である

ことから，早期の複数指導体制を確
立する。
①　博士前期課程

事業構想に関する専門的な知識や
技術を修得した高度専門職業人や研
究能力を持つ者を養成する。
②　博士後期課程

事業構想に関する高度な研究能力
を持って専門的な業務に従事する者
や自立的研究能力を持つ研究者を養
成する。

30

〔事業構想学研究科〕
・ 大学院改革の次期カリキュラム改定に向けて，各領域の科目及
び共通科目のシラバスについて検討する。
・ 学群からの進学生及び社会人入学生を確保し，教育目標や社会
ニーズを見据えた人材育成像に合致した教育を実施する。

Ⅲ

〔事業構想学研究科〕
・次期カリキュラム改定に向けて，各領域の科目及び共通科目のシ
ラバスについて検討を行い，次年度における新カリキュラムを実施
しうる状態を整えた。
・学群からの進学生及び社会人入学生をほぼ確保し，教育目標や社
会ニーズを見据えた人材育成像に合致した教育の実践を行った。

Ⅲ

〔食産業学研究科〕
・ 「将来構想（次期教育研究体制スキーム）」を策定し，それに
基づく「教員組織の編成方針」や「教員配置（採用）計画」を確定
した。
・大学院改革の一環として，学群のカリキュラムとの接続性に配慮
して研究科のカリキュラムの見直しを実施し，次年度から新カリ
キュラムとして運用することとした。
・大学院研究科の教育・研究力を高めるべく，陳腐化・老朽化した
実験・実習用の機器・機材及び施設の整備を次期中期計画で予算化
した。
①博士前期課程
・他大学からの進学者１名を受け入れるとともに，地域貢献につな
がる課題解決型の実践的な科目として「食産業学特別研究」を設定
した。
・社会人学生に対応すべく，土日授業等でサテライトキャンパスを
活用した。
②博士後期課程
・他大学から１名を受け入れた。
・学外の研究機関や関連企業と連携し指導を行った。
・県職員等の大学院への受入れについての制度化，入学金・授業料
での優遇措置については実現できなかった。

〔食産業学研究科〕
・ 「将来構想（次期教育研究体制スキーム）」の策定，並びにそ
れに基づく「教員組織の編成方針」や「教員配置（採用）計画」を
確定する。
・ 先端的な専門知識・技術を備え，高度で独創的な研究能力を持
つ研究者を養成するため 新の機器・設備導入計画を作成し，次期
中期計画で予算化する。
・ 博士前期課程においては，社会人や他大学からの進学者の受入
れを推進し，地域貢献につながる課題解決型の実践的な研究テーマ
に取り組むように推奨するほか，地域貢献につながる社会人学生の
受け入れを容易にするため，授業でのサテライトキャンパスの活用
などを検討する。
・ 博士後期課程においては，公設研究機関や企業などからの社会
人学生の受入れを推進するとともに，県職員の大学院受入れの制度
化ついて引き続き検討を進める。

地域の高度人材養
成機関として，先端
的な専門知識・技術
を備え，研究的視点
を持った高度専門職
業人及び自立的・独
創的な研究能力を持
つ研究者を養成す
る。

学士課程における
教育を基礎とし，当
該教育との関係に配
慮しながら，地域社
会のニーズに対応し
た高度専門職業人の
養成はもとより，職
種転換やスキルアッ
プ，学び直しなど，
社会人の多様なニー
ズにも対応した教育
の機会の充実が図れ
るよう，各研究科の
教育目標等に適合し
た教育課程を編成す
る。

教育の実施におい
ては，高度専門職業
人を目指すコースや
研究者を目指すコー
ス，社会人のキャリ
アアップコースな
ど，それぞれに応じ
た教育・研究指導の
体制を整備の上，地
域貢献の視点を踏ま
えて，効果的な教育
方法を工夫するとと
もに，公平で透明性
のある評価基準によ
る厳正な成績評価及
び透明性・客観性の
ある学位論文等審査
を行う。

31

〔食産業学研究科〕
　教育内容を定期的に見直し，教育課程
上の課題を明確化することにより，必要
な科目整備などを迅速に行うとともに，
地域の公設試験研究機関との連携によ
り，食産業学研究の活性化を図る。
①　博士前期課程
　高度で専門的な経営力，技術力，安全
管理力，環境管理力，情報力等を備えた
課題解決型の「イノベーション力」の修
得を図る。
　また，留学生募集を強化し，一部科目
の英語による講義を開始する。
②　博士後期課程
　高度な研究能力を持って専門的な業務
に従事する者や自立的研究能力を持つ研
究者・大学教員を養成する。

31
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

（ﾊ） 教育方法と成績評価

32

① 各研究科の人材養成目標を踏ま
え，学士課程からの進学や社会人入
学など学生の学修履歴も勘案して，
適切に研究指導等を行う。

32

〔看護学研究科〕
・ 学群と協力して，大学院へ進路指導を強化する。
〔事業構想学研究科〕
・ 大学院生の背景を勘案し，学士課程からの進学，社会人入学と
もに適切な研究指導を受けられるようにする。
〔食産業学研究科〕
・ 引き続き，入学者個々の学修状況に応じた教育指導体制をとる
とともに，入学者がより学びやすい環境を目指す研究科の教育プロ
グラムについての検討を行う。

Ⅲ

〔看護学研究科〕
・学群のキャリアガイダンスで，大学院への進学指導を行ったが，
令和３年度に学群卒業直後の進学者はいなかった。
〔事業構想学研究科〕
・大学院生の背景を勘案し，一部は遠隔講義の手法を取り入れるな
ど，学士課程からの進学，社会人入学ともに適切な研究指導を受け
られるように工夫した。
・既修得単位を修了要件に換算する規定を整備し，社会人が入学前
に修得した内容を有効活用できるようにした。
〔食産業学研究科〕
・入学者個々の学修状況に応じた教育指導体制及び入学者の学びや
すい環境の構築のために，遠隔講義等を取り入れた教育プログラム
を実施した。
・既修得単位を修了要件に換算する規定を整備し，社会人が入学前
に修得した内容を有効活用できるようにした。

33 Ⅲ

〔看護学研究科〕
・前期課程１年前期の「看護研究特論」で，文献検討の成果発表会
を公開で開催し，プレゼンの強化と院生同士のピアレビューの機会
を新たに設けた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，後
期課程１年次２年次の研究発表会をリモートで実施したところ，院
生及び若手教員の参加者が多く，共有する機会となった。
〔事業構想学研究科〕
・「事業構想基礎講座」において遠隔方式でのプレゼンテーション
を実践し，質疑応答も行った。
・令和３年度からの新カリキュラムで，英語による講義科目をビジ
ネスデザイン領域に配置することとした。
〔食産業学研究科〕
・講義を通じた外国語コミュニケーション能力や表現力の向上の取
り組みを行った。また，研究室の枠を超えた研究科内での研究発表
会を開催し，論文発表を積極的に行わせた。
・学会発表やフィールド調査，インターンシップ参加を促進するた
め，学生の旅費等を一部教育費から支出した。
・現行のカリキュラムを見直し，新科目の設置・現行科目の統合を
行うとともに，新カリキュラムの具体化を進め，開講の準備を行っ
た。

〔看護学研究科〕
・ 研究発表会や研究計画発表会でのプレゼン指導の強化を図ると
ともに，院生同士のピアレビューを促進する。指導及びピアレ
ビューの機会として分野別の研究会を検討する。
〔事業構想学研究科〕
・ 「事業構想基礎講座」においてプレゼンテーションを実践し，
質疑応答にも適切に対応できるようなプログラムを充実させる。
・ 令和３年度に向けて，英語による講義科目の設置を検討する。
〔食産業学研究科〕
・ 引き続き，講義を通しての外国語コミュニケーション能力や表
現力の向上に向けた取り組みを行う。また，研究室の枠を超えた研
究科内での研究発表会を開催し，論文発表を積極的に行わせる。
・ 学会発表やフィールド調査，インターンシップ参加を促進する
ため，学生の旅費等を一部教育費から支出する。
・ 研究科内の教育プログラムの改善について，新科目の設置・統
合など具体的な案を作成する。

② 日本語及び英語をはじめとする
外国語でのコミュニケーション能力
や表現力を向上させ，論文執筆能力
に加え，学会発表やディベートを行
う能力を培う。

地域の高度人材養
成機関として，先端
的な専門知識・技術
を備え，研究的視点
を持った高度専門職
業人及び自立的・独
創的な研究能力を持
つ研究者を養成す
る。

学士課程における
教育を基礎とし，当
該教育との関係に配
慮しながら，地域社
会のニーズに対応し
た高度専門職業人の
養成はもとより，職
種転換やスキルアッ
プ，学び直しなど，
社会人の多様なニー
ズにも対応した教育
の機会の充実が図れ
るよう，各研究科の
教育目標等に適合し
た教育課程を編成す
る。

教育の実施におい
ては，高度専門職業
人を目指すコースや
研究者を目指すコー
ス，社会人のキャリ
アアップコースな
ど，それぞれに応じ
た教育・研究指導の
体制を整備の上，地
域貢献の視点を踏ま
えて，効果的な教育
方法を工夫するとと
もに，公平で透明性
のある評価基準によ
る厳正な成績評価及
び透明性・客観性の
ある学位論文等審査
を行う。

33
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

〔看護学研究科〕
・ ディプロマ・ポリシーに基づく学修評価シートを用いた学生の
自己評価及び教員による 終評価と学位審査基準に基づく 終審査
の実施について，運営方法の評価を行う。
・ 履修ガイドの見直し，修正，ウェブサイト公表を行い，学生へ
の周知を確認する。
〔事業構想学研究科〕
・ 副指導教員を含めた中間発表会からの役割について検討する。
〔食産業学研究科〕
・ 博士論文の審査について，博士論文の審査に関する審査要綱，
申合せ，内規に基づき厳正な審査を行う。

34 Ⅲ

〔看護学研究科〕
・学生の自己評価と教員による評価に大きなずれはなかった。運営
方法については引き続き実施していく。
・履修ガイドに，研究科修了時の学修成果の評価として「研究科終
了時の学修成果測定シート（自己評価）」を掲載した。また，後期
課程の学位論文審査基準を見直し修正し，履修ガイドに掲載して周
知を図った。
〔事業構想学研究科〕
・中間発表会から副指導教員が対象大学院生に，コメントを行っ
た。
〔食産業学研究科〕
・博士論文の審査に関する審査要綱，申合せ，内規に基づき厳正な
審査を進めた。

地域の高度人材養
成機関として，先端
的な専門知識・技術
を備え，研究的視点
を持った高度専門職
業人及び自立的・独
創的な研究能力を持
つ研究者を養成す
る。

学士課程における
教育を基礎とし，当
該教育との関係に配
慮しながら，地域社
会のニーズに対応し
た高度専門職業人の
養成はもとより，職
種転換やスキルアッ
プ，学び直しなど，
社会人の多様なニー
ズにも対応した教育
の機会の充実が図れ
るよう，各研究科の
教育目標等に適合し
た教育課程を編成す
る。

教育の実施におい
ては，高度専門職業
人を目指すコースや
研究者を目指すコー
ス，社会人のキャリ
アアップコースな
ど，それぞれに応じ
た教育・研究指導の
体制を整備の上，地
域貢献の視点を踏ま
えて，効果的な教育
方法を工夫するとと
もに，公平で透明性
のある評価基準によ
る厳正な成績評価及
び透明性・客観性の
ある学位論文等審査
を行う。

34

③ 成績評価基準を明確にし，公平
で透明性のある評価を行うととも
に，論文審査基準の明確化や外部委
員の導入などにより，透明性・客観
性のある厳正な学位審査を行う。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

35

（ｲ） カリキュラム・ポリシーや
ディプロマ・ポリシーに基づき，学
生にとって魅力のある教育課程を編
成し，社会や時代が求める教育や産
学連携ニーズに柔軟かつ機動的に対
応できるよう，より効率的な教員組
織への再編と弾力的な教員配置の在
り方を検討し，必要な改善を行う。

35

・ 各学群・研究科の将来構想を踏まえ，科目担当教員配置方針を
定め，これに基づき教員配置を適正に行う。

Ⅲ

・各学群・研究科の将来構想を踏まえ，第一に専任教員を配置し，
その上で，科目担当の充足が困難で教育の質保証の観点から必要と
認められる場合には非常勤講師を任用するなど，教員の適正な配置
を行った。

36

（ﾛ） 様々な業績や経歴を有する優
秀な人材を年齢や性別，国籍などの
バランスに留意して幅広く確保する
ため，教員の選考は引き続き公募制
を原則とし，選考基準や選考結果を
公表する。

36

・ 教員人事について改善を図りながら，引き続き，学群・研究科
の将来構想との整合性や求める教員像を明らかにした上で，公募制
により教員の選考を行い，選考結果を公表する。
・ 産学連携強化の一環として，企業・自治体と教員とのマッチン
グを行うため，引き続き，地域連携センターに専任教員を配置す
る。 Ⅲ

・人事計画書の中で将来構想との整合性や求める教員像を明確にし
た上で，すべて公募によって採用し，選考結果をウェブサイトで公
表した。（選考12件（採用10件，未着任２件））
・上記のほか，教育，研究及び産学連携活動を推進することを目的
とし，他機関の身分を有する研究者等を当該他機関の身分を保有し
たまま本法人の教員として雇用するクロスアポイントメント制度を
活用し，教員１名を採用した。（No.111再掲）
・産学連携強化の一環として，企業・自治体と教員とのマッチング
を行うため，引き続き，地域連携センターに専任教員を配置した。

37

（ﾊ） 教員の採用及び昇任の選考に
おいて，対象者の教育力，研究力，
地域貢献，学内運営への取組姿勢等
を審査するため，模擬授業，研究成
果のプレゼンテーション，面接など
の審査の在り方を検討し，必要な改
善を行う。

37

・ 教員の採用に当たっては，書類審査による1次選考に加え，模擬
授業，研究成果プレゼンテーション，面接を行うことにより，4分
野（教育力，研究力，地域・社会貢献，大学運営への取り組み姿
勢）について審査を行う。
・ 昇任審査においては，職務能力向上計画書により，今後の教育
研究，学位取得等の目標などを確認した上で審査を行う。

Ⅲ

・ 教員の採用にあたっては，書類審査による１次選考に加え，模
擬授業，研究成果プレゼンテーション，面接を行うことにより，４
分野（教育力，研究力，地域・社会貢献，大学運営への取り組み姿
勢）について審査を行った。
・ 再任審査においては，職務能力向上計画書により，今後の教育
研究，学位取得等の目標などを確認した上で審査を行った。

38

（ﾆ） 新たに大学院を担当する教員
については，授業科目の内容に応じ
た教育研究業績や実務経験等を有す
る優れた教員を配置するための資格
審査手続きを検討し，必要な改善を
行う。

38

・ 現在の大学院担当教員の資格審査手続きを維持し，適正に教員
を配置する。

Ⅲ

・ 現在の大学院担当教員の資格審査手続を維持し，適正に教員を
配置した。

評価委員会による評定実績
（3） 教育の実施体制等に関する目標
イ　適正な教員配置

全学共通教育，各
学群（学部）及び各
研究科の教育課程や
学生数に対応した教
員組織を編成する。

また，模擬授業の
導入など教員選考方
法や教員資格審査手
続を見直し，授業科
目の内容に応じた教
育研究業績，実務経
験等を有する優れた
教員を，年齢構成の
バランスや男女比に
も配慮しながら幅広
く募り，採用・配置
する。さらに，教育
の支援や産学連携活
動の強化のため，国
際交流・留学生セン
ター及び地域連携セ
ンターに専任教員等
を引き続き配置す
る。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（ｲ）　教員評価

39

公平性・信頼性の高い教員評価を
実現するため，評価実績を検証して
教員評価に係る評価項目や評価方法
等の見直しを行う。また，評価結果
を処遇等に反映するとともに，被評
価者への適切なフィードバックによ
り改善の取組につなげるための仕組
みを構築する。

39

・ 新しい教員評価制度の安定的運用と定着を図る。

Ⅲ

・新しい教員評価制度に係る評価を実施し，評価結果を勤勉手当の
成績率に反映させた。
・教員評価制度は，教員評価制度検討委員会において，引き続き制
度の見直しを図っていくこととしている。

（ﾛ）　授業評価

40

学生による授業評価を全学で実施
し，その結果を学生にフィードバッ
クするとともに，それを踏まえて，
授業内容等を改善する。また，効果
的な改善が図られるよう，授業評価
の方法を不断に見直す。

40

・ 新授業評価システム「nigala」の導入効果及び運用に関して，
教員が授業改善に活用する観点から検証作業を行い，必要な改善を
実施する。
・ 引き続き，教員・学群のフィードバックとしての授業改善計
画・教育改善計画についての点検を実施するとともに，必要な改善
を実施する。
・ 引き続き，研究科の教育内容等の評価について点検を行い，必
要な改善を行うことにより充実を図る。 Ⅳ

・新授業評価システム（nigala）の導入効果及び運用に関して，教
員が授業改善に活用する観点から検証作業を行い，必要なシステム
等の改善を行った。
・引き続き，教員レベル・学群レベルで「nigala」の結果をフィー
ドバックし，それを踏まえそれぞれにおいて授業改善計画・教育改
善計画の点検を実施し，その改善を行った。
・研究科の授業（教育）評価を本実施した。また，その結果を検討
し，より適切な教育に向けての改善を図った。

（ﾊ）　教員研修

41

① 教員自ら教育の内容や方法の改
善に向けて自己研鑚に努めるととも
に，アクティブ・ラーニングを進め
るための技法などについて全学的・
継続的にファカルティ・ディベロプ
メント（FD）（教員の集団教育研
修）を実施する。

41

・ 令和元年度に引き続き，マクロ（大学全体レベル），ミドル
（学位プログラムレベル），ミクロ（授業科目レベル）の3つのレ
ベルでのファカルティ・ディベロップメント（FD：Faculty
Development），スタッフ・ディベロップメント（SD：Staff
Development）の計画・実施・報告を，全学で共有することで，
FD・SD活動を促進する。
・ 令和元年度に引き続き，全学FD・SDの開催日・企画内容の周知
を早い時期に行い，多くの教職員の参加を促す。　 Ⅲ

・マクロ（大学全体レベル）１件を２月に実施し，教職員162人が
参加した。ミドル（学群プログラムレベル）10件，ミクロ（授業科
目レベル）９件のFD・SDが８月～令和３年３月の間で計画され，す
べてのプログラムが実施された。新型コロナウイルス感染症拡大の
影響に伴い，集合研修を控えてオンラインによる研修が実施され
た。

評価委員会による評定実績ロ　教育及び教員の質の向上

教育活動の質の向
上を図るため，これ
までの実績を踏ま
え，教員評価に係る
評価項目や評価方法
等の見直しを行い，
教員評価の精度及び
公平性を向上させ
る。また，学生によ
る授業評価を全学で
実施し，その結果を
授業内容の改善等に
反映させる。さら
に，教員の教育能力
向上のため，FD（教
員の集団教育研修）
の見直し等により，
研修制度を充実させ
る。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

42

② 各学群（学部）・研究科は，教
員研修等の機会を設けるなど，それ
ぞれの専門教育を教授する教員の能
力・資質の維持向上を図るための措
置を講ずる。

〔看護学群・看護学研究科〕
・ 引き続き，計画的に外部の研修にも参加を推進する。
〔事業構想学群・事業構想学研究科〕
・ 引き続き，FD等を利用して学位論文の効果的な指導方法等につ
いて，研修を実施する。
・ 学群学類完成年度にあたり，現行カリキュラム体系やそれに対
応した教育方法の点検を行い，改善に資するFDを学群・研究科で実
施する。
〔食産業学群・食産業学研究科〕
・ 引き続き，教学マネジメントの重要事項である「質の保証」に
関して「新カリキュラムの検証」等のテーマに関するFDや研修を実
施する。食産業学研究科においては，研究科を取り巻く現状を把握
し，入学者のニーズ，学習及び研究環境等について議論を行い，大
学院改革について課題と周辺環境の変化に関する情報及び意識を共
有する。
〔基盤教育群〕
・ 引き続き，FD等の機会を通じて，教員の能力の維持・向上を図
る。

〔看護学群・看護学研究科〕
・ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う制限の中，オンラインを
活用したFD，外部講師招聘による研修会を企画し，実施した。
・教員研修として，学術集会，看護系大学協議会等の外部研修にお
いても，オンラインを活用して参加し，コロナ禍における教育の工
夫について，情報収集を行った。
・実習指導能力のスキルアップのためオンライン外部研修に参加し
た（助手・実習補助教員４名）。
・オンライン開催にて「看護学研究におけるWeb調査の活用と可能
性」をテーマに，外部講師によるFDを兼ねた研究セミナーを行っ
た。
〔事業構想学群・事業構想学研究科〕
・事業構想学群では，次期カリキュラム改定の学群共通科目の方針
について，オンラインで議論を行い学群としての方針の確認と学類
間の意見調整を行った．
・事業構想学研究科では，新型コロナ感染症の拡大を受け，オンラ
イン授業のあり方について研究科FD を実施した。学位論文の効果
的な指導方法については，研究科教務委員会WG等で検討した。
〔食産業学群・食産業学研究科〕
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う制限の中，実験実習科目の
質の保証についてオンラインを活用し外部講師招聘によるFDを企
画・実施した。
・食産業学群のカリキュラムの検証等を行い，コース制の変更も含
め抜本的な改革案を作成した。同時に，学類名の変更も検討した。
・食産業学研究科では学群と大学院の接続性について検討し，科目
の統廃合を含め新カリキュラムを作成し，令和３年度から実施する
こととした。
〔基盤教育群〕
・基盤教育群FDにおいて新入生のアセスメントの結果を基に議論
し，学生たちの状況についての 新情報と問題意識の共有を行っ
た。

42 Ⅲ

教育活動の質の向
上を図るため，これ
までの実績を踏ま
え，教員評価に係る
評価項目や評価方法
等の見直しを行い，
教員評価の精度及び
公平性を向上させ
る。また，学生によ
る授業評価を全学で
実施し，その結果を
授業内容の改善等に
反映させる。さら
に，教員の教育能力
向上のため，FD（教
員の集団教育研修）
の見直し等により，
研修制度を充実させ
る。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ａ

ハ　教育環境の整備

43

・ ディスカバリーコモンズ，グローバルコモンズ，スチューデン
トコモンズ，データ＆メディアコモンズの各コモンズにおいて，引
き続き学習補助，イベントなどを企画・開催し，学生の主体的な学
びの促進を図っていく。また，関係部局との連携を図りながら，教
育効果の強化・拡大を図る。
・ 学生スタッフによるコモンズ運営の適切な量的，質的強化を図
る。
・ ALCS（Academic Learning and Cultivation Survey）学修行動
調査の過去2年間の結果をカリキュラムセンターと連携して分析・
検討する。
・ ALCS学修行動調査を継続して実施する。

学生の能力向上や
教員の教育研究活動
を促進するため，専
門図書の充実，図書
の電子化，学内情報
ネットワークの高速
化等の整備を図ると
ともに，学生の語学
修得等のための環境
を整備する。

Ⅳ

・面接授業における安全性（ソーシャルディスタンス）を確保する
ため，既存講義室の固定机・椅子の撤去と可動机・椅子の配置を
行ったほか，大和キャンパスでは備品，間仕切りの撤去等による研
究室・演習室の講義室化，太白キャンパスでは視聴覚設備の新設，
照明・空調設備の更新，可動机・椅子等の整備によるメモリアル
ホールの講義室化を行った。
・講義室内の換気対策として不具合のある窓等の修繕を行った。
　大和キャンパス：不具合窓修繕（10教室・30箇所）
　太白キャンパス：網戸設置（管理棟：15箇所，実験棟：76箇所，
　　　　　　　　　講義棟：76箇所）
・コロナ禍に伴う病院等での看護学実習の受入困難により，代替と
なる学内実習強化のため，ハイブリッドシミュレータや各種シミュ
レータ，ベッドサイドモニタ等看護実習用機器類を，県の感染症対
策費（新型コロナウイルス感染症に係る対策経費）の補助を受け，
計画的に導入し，学生の実習機会を確保した。（No.20再掲）
・新型コロナウイルス感染症により通常の対面形式のコモンズ活動
は困難であったが，ライブ形式の遠隔活動，遠隔・対面ハイブリッ
ドのデザイン系企画を実施した。大和キャンパスでは，各コモンズ
SAを集約運用したライブ形式の遠隔活動により，初年時学生へのPC
の初歩アドバイスや大学生活へのイメージ提供などを行った。太白
キャンパスでは遠隔授業が困難な学生の受講場所としてディスカバ
リーコモンズの一部を開放した他，スチューデントコモンズでは新
入生のためのよろず相談やサークル紹介等を遠隔で実施した。両
キャンパスともグローバルコモンズでは，遠隔による英語，仏語の
講座，TOEICのための講座，スピーチコンテストを行った。
・両キャンパスとも，コモンズ活動はSAの協力を得て行っている。
大和キャンパスでは後期，学生有志を募り小規模ゼミをスチューデ
ントコモンズで実施した。
・ALCS学修行動調査の過去２年間の結果の分析・検討し，設問内
容・数を見直すとともに，学修行動調査回答データ集計・可視化
ツールを構築に着手し，令和２年度末までにグラフ等による経年比
較等が可能となる。
・ALCS学修行動調査を継続実施した。回答率をあげるため，実施時
期の見直しを行い， 終回答率は過去２年間を上回る60.1％（H30
年度50.3％ ，R1年度53.7％）であった。

（ｲ） 施設設備の更新・改修を計画
的に実施し，学生のアメニティ向上
に配慮した教育環境の向上を図る。

評価委員会による評定実績

43
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

Ⅲ

・ 「資料整備方針」「資料選定基準」に沿って，資料の電子化を
進め，適切に蔵書の管理・整備を行う。
・ 図書館内掲示について，学内のサイン計画と連動・連携し，検
討を進める。
・ 情報発信力の強化として，学術機関リポジトリを利用して研究
ジャーナルの公開を進めつつ，業務体制を整える。
・ 各コモンズとの調整を図りつつ，図書館とディスカバリーコモ
ンズの運用を整備する。
・ 図書館利用促進事業について，各コモンズとも連携しながら
「六限の図書館」を中心に発展的な継続に努める。
・ （仮称）デザイン研究棟建設に伴うネットワーク整備を行うと
ともに，引き続き，学内において安定した情報ネットワーク通信環
境を提供する。

44

学生の能力向上や
教員の教育研究活動
を促進するため，専
門図書の充実，図書
の電子化，学内情報
ネットワークの高速
化等の整備を図ると
ともに，学生の語学
修得等のための環境
を整備する

・資料整備においては，コロナ禍ではあったが，契約型電子書籍を
昨年に続き導入し，学群選定２回，加えて図書館選定を実施した。
また，２年間にわたりリースを延長し旧システムを使用していた
が，９月に図書館情報システムの更新を行った。
・図書館内掲示については，学内のサイン計画の進捗状況にあわ
せ，引き続き次年度検討する。
・研究ジャーナルは，11月にエントリーを開始，19件の投稿があ
り，年度内（３月）に創刊号を発刊した。
・図書館とディスカバリーコモンズとの運用整備は，コロナ禍での
入館制限もあったため，次年度引き続き検討する。
・新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の事業実施が難し
い状況の中，学修支援を主軸としたオンライン講座を実施した。
「六限の図書館」の新しい方向性として次年度にも活かす方策を検
討していく。
・情報ネットワークについては，新型コロナウイルス感染症におけ
る対策として，学内でのPC利用が増加したことを受けて，無線アク
セスポイントの設定変更により無線通信の速度上昇を図る等，引き
続き安定した通信環境を提供した。また大和キャンパスデザイン研
究棟建設に伴うネットワークの構築を行った。
《新型コロナウイルス感染症対応》
・新型コロナウイルス感染症の動向に応じて，図書館の運営指針を
策定し，それに従い適切なサービス提供に努めた。
・電子媒体資料の無償利用に関する情報提供，学内リソースの遠隔
利用の案内，電子書籍リモートアクセスの利用支援等を行い，自宅
においても学修できる環境の整備に努めた。
・オンラインによる初めての試みとして，データベース利用講座
（５月，看護学群の授業において100名同時アクセス），オリエン
テーション（５月，事業構想学研究科）の対応を行った。

（ﾛ） 図書館の館内環境の整備，部
局特性を踏まえた多様かつ特徴的な
蔵書・コレクション，電子化等によ
る適切な情報保管・流通の効率性・
機動性の向上，情報ネットワークの
整備・安定稼働等を進めることによ
り，効果的な学術情報・教育環境基
盤を提供する。

44
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

学生の能力向上や
教員の教育研究活動
を促進するため，専
門図書の充実，図書
の電子化，学内情報
ネットワークの高速
化等の整備を図ると
ともに，学生の語学
修得等のための環境
を整備する

Ⅲ4545

・グローバルコモンズは，新型コロナウイルス感染症対策のため閉
鎖となったが，English Conversation Station （英会話講座），
フランス語レッスン，TOEICセミナー等をオンラインで実施し，語
学力の向上やグローバルコミュニケーションを身につける機会を提
供した。
・JAFSA（国際教育交流協議会）のオンライン初任者研修「基礎か
ら学ぶ国際教育交流」に担当職員と国際交流・留学生センターアシ
スタントが参加し，派遣留学プログラムの運営や留学生アドバイジ
ングの方法について学び，他大学の国際担当教職員と情報交換をす
ることができた。
・「大学国際教育交流・派遣留学管理者向け危機管理オンラインセ
ミナー」や「JTBグループリスクマネジメントワークショップ」に
派遣担当教員，担当職員，国際交流・留学生センターアシスタント
が参加し，コロナ禍での危機管理等について学び，他大学との情報
交換を行った。
・国際交流・留学生センターアシスタントについては，JACSAC（日
本認定留学カウンセラー協会）や大使館主催のオンラインセミナー
等に参加し，アメリカやオーストラリア等，学生の渡航希望の多い
地域の情報収集に努めた。
・ポストコロナの海外派遣に向けて，学生が現地で携帯する
「Emergency　Card」の導入を検討した。
・国際交流・留学生センターでは，提携先のフィンランドに留学し
ていた学生の留学体験記をウェブに掲載するとともに，留学体験談
等のオンラインイベントを開催し，留学支援のための情報提供と環
境整備に努めた。

・ グローバルコモンズでは，引き続き，適切な資料の整備を推進
し，主体的にグローバルな視野を広げようとする学生への支援を進
める。
・ 国際交流・留学生センターアシスタントについては，研修会等
に積極的に参加させ，海外での英語学習等の的確なアドバイスを提
供できるようにすることで，学生の相談窓口としての機能を強化す
る。
・ 長期留学生の留学報告会，海外研修報告会，留学先大学の紹介
イベント等をグローバルコモンズ等において実施し，本学グローバ
ル人材育成プロジェクトの取り組みや成果を発信する。

（ﾊ） e－ラーニングによる英語の
自学自習システムの運用を継続する
とともに，国際交流・留学生セン
ターにおいて，視聴覚教材，書籍，
ＴＯＥＦＬ等の試験用教材などを充
実させるほか，海外留学に関する相
談窓口の設置，留学プログラムの紹
介など，英語を中心とする語学力の
向上や学生の留学支援のための環境
を整備する。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

・「スチューデントサービスセンター運営方針」ならびに「学生健
康支援基本方針及び健康支援室運営方針」に沿って学生への支援を
行った。
・各学群スチューデントサービスセンターワーキンググループ（看
護学群では学生WG）では，欠席しがちな学生や成績不振学生につい
ての情報共有を行うとともに，健康支援室のカウンセラーや保健指
導員がミーティングに同席し，心身の健康問題により学修支援が必
要な学生についての情報収集や支援への助言を行っている。ミー
ティングには教務グループ職員も参加し，ワーキンググループ，健
康支援室，教務グループ職員が連携して，支援が必要な学生に対し
て継続的な支援を行っている。
・令和２年度の休学者は，海外での研修・学修を理由とする休学を
除いて学部・学群全体で21名（1.25%），退学者は9名（0.53%）。

Ⅲ

46

（ｲ）　チュートリアルシステムの導
入など，特に1，2年次の学生が身近
に学修相談できる体制を整備する。
また，オフィスアワー制度の運用を
見直し，学生が直接質問できるよう
にする。

・前期遠隔授業の実施において履修上の問題を抱えた学生に対し
て，スタートアップセミナーのクラス担任とスチューデントサービ
スセンターとが連携して情報を共有し，各科目担当教員が必要に応
じて学修支援を行った。スタートアップセミナー/アカデミックセ
ミナー担当教員と各学群教員とが連携を取って支援を行っている
が，両科目の運用方法を理由として学生支援に学群間で差異が見ら
れることから，科目運用上の今後の修正点を基盤教育群で確認し
た。
・教員との相談体制については，学内ウェブサイトに「教員との相
談」バナーを設け周知を図るとともに，各学群とも必要に応じて学
生相談室カウンセラーや保健指導員を交えたミーティング等を実施
し，より適切な支援が提供できるよう努めている。
・学生の正課外の学修機会については，遠隔での実施が中心となっ
たが，昨年度に引続き次期カリキュラムやコモンズ活動活性化の試
行として，正課外の実学教育プログラムを各学群等で開講した。
・各コモンズにおいてSAとして学生が積極的に運営にかかわること
ができる体制となっている。スチューデントコモンズにおいて試験
対策ピアサポート活動を実施するなど，ピアサポート体制の充実を
図った。

47

（ﾛ） スチューデントサービスセン
ター，各学群（学部）・研究科の学
生委員会，健康支援センター（保健
室，学生相談室），キャリア開発セ
ンター等，学生の相談に当たる部署
が連携し，長期欠席者など履修上に
課題のある学生に対する相談体制を
強化する。
【数値目標】
休学率（年人数／収容定員） 2％以
下
退学率（年人数／収容定員） 1％以
下

・ 「スチューデントサービスセンター運営方針」ならびに「学生
健康支援基本方針及び健康支援室運営方針」に沿って学生への支援
を実施する。
・ 各学群のスチューデントサービスセンターワーキンググルー
プ，健康支援室，教務グループ職員が連携して，要支援学生の早期
発見に努め，履修上の問題を抱えた学生への支援を行う。 【数
値目標】休学率（年人数/収容定員）2％以下 退学率（年人数/収
容定員）1％以下

イ　学修支援

46

・ 学群1年次必修科目スタートアップセミナーのクラス担任と基盤
教育群の教員を中心にした1年生への学修支援を継続して実施する
とともに，各学群の教員も交えた連携体制を強化する。
・ 教員との相談体制について，引き続き学生及び教職員への周知
を図る。
・ 学生の正課外の学修機会を積極的に提供する。
・ スチューデントコモンズをはじめとした各コモンズにおいて，
学生が積極的に運営に関わることができるよう支援し，ピアサポー
ト体制をさらに充実させる。

Ⅲ

評価委員会による評定実績

学生の勉学意欲向
上及び主体的な学び
を重視した学修方法
を身につけさせるた
め，学生への学修指
導，履修相談，進路
相談等の支援体制を
強化・拡充する。ま
た，履修モデルや基
礎学力の底上げを図
る科目を充実させる
など，学生の進路や
達成目標に沿った履
修が十分かつ円滑に
行える環境づくりを
行う。

（4） 学生への支援に関する目標

47
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

Ⅲ

・授業評価システム（nigala）及び学修状況可視化システム
（alagin）についてのミドルFDをカリキュラムセンターで実施し，
システムを利用した学生の自己点検状況や今後の運用等についての
示唆を得た。また，学生が自らの学修成果を点検・自己評価するた
めに，ディプロマ・ポリシーに基づく卒業時の学修成果測定を平成
30年度から試行しており，本年度は，昨年度までの測定結果の分析
及び適切な測定ができているか各学群で検証し，測定項目は変更せ
ず，学生がウェブ上から回答できるよう改善を加え，実施していく
こととしている。また，学修成果の可視化については，文科省が示
す教学マネジメント指針に基づき，教育成果の可視化を含め検討を
進めている。 
・看護学群では，昨年度の「学びの振り返り」と科目の関連の点検
を踏まえ，「学びの振り返り」の内容，チェック時期，方法を改善
した新しい「学びの振り返り」を導入した。学修状況調査等の活用
の検討は行えなかった。

49

（ﾆ） 教育課程を編成する上で必
要があれば履修モデルを設定する。
また，その効果を検証し，継続的に
見直しを行う。

49

・ 学群の新カリキュラムが 終年度を迎えることから，履修状況
の検証を踏まえて，履修モデルの見直しを図る。また，研究科も同
様に見直しを図る。 

Ⅲ

・ 学群制への移行時に導入されたカリキュラムが令和２年度で一
通り実施されたことから，履修状況や教育効果の検証を行うととも
に，その結果を踏まえて履修モデルを含めた次期のカリキュラム改
編に向けた検討を行った。
・また，研究科では，令和３年度実施のためのカリキュラム改編に
ついて検討を行い,新たなカリキュラム編成を定めた。

学生の勉学意欲向
上及び主体的な学び
を重視した学修方法
を身につけさせるた
め，学生への学修指
導，履修相談，進路
相談等の支援体制を
強化・拡充する。ま
た，履修モデルや基
礎学力の底上げを図
る科目を充実させる
など，学生の進路や
達成目標に沿った履
修が十分かつ円滑に
行える環境づくりを
行う。

48

（ﾊ） 学生が自らの学修成果を点
検・自己評価することで自律的・主
体的に学修習慣を改善し，また，教
員が情報を把握してきめ細かな教
育・指導を行うため，学修ポート
フォリオを適切に運用すること等に
より，大学教育の質的転換を進め
る。

・ カリキュラムセンターとの連携を強化し，令和元年度に試行し
た授業評価・学修状況チェックシステムを利用した学生の自己点検
状況を検証し，必要な改善を実施する。
・ 看護学群では，「学びの振り返り」と学修状況調査等の有効な
活用について検討する。

48
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

ロ　生活支援
H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

・要支援学生については，各学群スチューデントサービスセンター
ワーキンググループ（看護学群では学生WG）と健康支援室，教務グ
ループ職員が連携して継続的な支援を行った（No.47参照）。
・新型コロナウイルス感染症により遠隔授業が続き，学生の不安や
ストレスが高まっていることが想定されたため，全学生を対象に現
状調査（５月）を行った。その結果を基に，感染対策に関するQ&A
を作成し，学生の不安軽減に向けた取り組みを行った。また，７月
には全学生を対象にストレスチェックを行い，ストレス度が高い学
生に対してはメール等で呼びかけ，面談を行った。新型コロナウイ
ルス感染症の相談専用メールアドレスでの健康相談を行った。ま
た，SSCとともに学生への感染予防に関するメール周知を適宜行っ
た。新型コロナウイルス感染症により対面相談ができなかった時期
には，遠隔・メール・電話等での相談も行い，多様な手段で学生相
談を行った。
・スチューデントサービスセンターと健康支援室が共同でミクロFD
「コロナ禍における対面授業Q&A」を企画し，オンデマンド（動
画）で配信した。
・看護学群の学生による”未来に向けた感染予防対策を学生目線で
発信”をスローガンに掲げた「こびっと隊」の立ち上げを後方支援
するとともに，学生の感染予防の認識調査を実施し，必要な学校感
染予防対策を教職員と共に検討した。
・４月から大学敷地内全面禁煙となったが，トラブル・事故等は発
生していない。
・新型コロナウイルス感染症対策を優先したため，新たな禁煙学生
を作らないための健康教育は十分実施できなかった。50 50 Ⅳ

・ 学群教員，健康支援室，教務グループ職員との連携をさらに強
化し，要支援学生の早期発見と支援に努める。
・ 新型コロナウイルス感染症をはじめとする学校感染症の感染予
防対策を強化し，学生の大学生活や学修に影響がないよう対応を行
う。
・ 学生の健康支援に関するFDを実施する。
・ 大学敷地内全面禁煙に関する大学内外への周知・連携を引き続
き行い，敷地外での喫煙についても近隣の迷惑とならないよう指導
する。
・ 新たな喫煙学生を作らないための健康教育を継続する。

（ｲ） 学生の心身の健康を守るた
め，専門家による相談体制を充実さ
せるとともに，スチューデントサー
ビスセンター，各学群（学部）・研
究科の学生委員会，健康支援セン
ター（保健室，学生相談室），キャ
リア開発センター等が密接な連携を
保ち，かつ，キャンパス間の連携に
も配慮して，適切な学生対応を行
う。

また，キャンパス内禁煙の移行期
間を終了して完全実施するため，喫
煙者への禁煙教育を進めるほか，近
隣に影響を及ぼさないよう体制を整
備する。
【目標年度】
キャンパス内完全禁煙の実施（平成
32年度）

評価委員会による評定実績

健康で快適な学生
生活を実現するた
め，環境を整備する
とともに，健全な心
身と豊かな人間性を
育成するため，学生
の自主的な課外活動
を支援する。

また，高い学修意
欲をもって充実した
学生生活を送ること
ができるよう，学生
に対する相談体制を
強化するとともに，
学生との意思疎通を
密にしながら，学生
一人ひとりの実情に
応じた生活支援や心
身の健康管理を組織
的に行う。

さらに，経済的に
安定した環境で学修
できるよう，各種奨
学金制度の活用につ
いて情報提供を行う
とともに，大学独自
の支援策を実施す
る。
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

Ⅳ52

Ⅲ51

・ 修学支援新制度に係る給付型奨学金及び授業料減免と併せ，経
過措置として行う大学独自の授業料減免制度について，学生向け説
明会を適宜開催し周知を図る。
・ 修学支援新制度において,留年や成績不振により，支援の「廃
止」とならないよう，学内の連携を密にし，学生への指導を行う。
・ 授業料納付が遅れないよう，面談等を通して経済状況・修学状
況等を把握し個別に対応する。

（ﾊ） 経済基準及び学業成績基準に
より，引き続き授業料の減免措置を
講ずるほか，各種奨学資金情報を収
集し，学生への周知をきめ細やかに
行う。

・新型コロナウイルス感染症により春のコンボケーションデーは中
止となったため，ブラインドサッカー体験を実施できず，障がいを
有する人への支援について考えを深める機会の提供はできなかっ
た。
・合理的配慮の申し出があった学生に対して，提供フローに則り，
学群スチューデントサービスセンター・ワーキンググループ，事務
局と連携して支援を行った。
・修学上の配慮が必要な大学院入学希望者について，学内外の関係
機関との調整，受入態勢の整備等を行った。

・ 春のコンボケーションデー（学生同士のコミュニケーションを
テーマとした交流企画）におけるブラインドサッカー体験を踏ま
え，障がいを有する人への支援について考えを深める機会を提供す
る。
・ 多様な学生に対する支援体制を整備し，教職員の連携を強化す
る。

（ﾛ） 外国人留学生，社会人学生，
障害のある学生など，特別な支援を
必要とする学生に対し適切な対応を
行うため，対象となる学生のニーズ
等の把握に努めるとともに，当該学
生に対する支援が適切に行われてい
るか等を分析し，不十分なものにつ
いては改善を行う。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により構内の立ち入りが制
限される等，授業料減免制度や修学支援新制度についての説明会が
開催できなかったため，学内メールやポータルサイトの活用によ
り，学生に対して情報を配信した。
・修学支援新制度における学生指導について，事務局，各学群WGが
連携して，学生に対する指導を行った。
・授業料の納付が遅れる学生に対して，電話や学内メールにより個
別に対応した。また，新型コロナウイルス感染症の影響を受けた授
業料未納による除籍が生じないよう，文科省の通知に従い特例に関
する事務処理要領を定めた。
・宮城県との連携により，国の地方創生臨時交付金を活用した緊急
授業料減免制度を策定し，新型コロナウイルス感染症による経済的
な影響を受けた学生の支援を行った。

健康で快適な学生
生活を実現するた
め，環境を整備する
とともに，健全な心
身と豊かな人間性を
育成するため，学生
の自主的な課外活動
を支援する。

また，高い学修意
欲をもって充実した
学生生活を送ること
ができるよう，学生
に対する相談体制を
強化するとともに，
学生との意思疎通を
密にしながら，学生
一人ひとりの実情に
応じた生活支援や心
身の健康管理を組織
的に行う。

さらに，経済的に
安定した環境で学修
できるよう，各種奨
学金制度の活用につ
いて情報提供を行う
とともに，大学独自
の支援策を実施す
る。

51

52

33



第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

ハ　就職支援
H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ

　学生へのきめ細か
な就職支援を行うた
め，企業・医療機関
と連携した説明会を
行うなど，進路指導
を強化・拡充する。
　また，大学が広く
認知され，企業等か
ら学生が望まれるよ
う，教育研究成果等
について積極的に情
報発信する。

・キャリア科目とインターンシップ科目との連携を強化し，大学初
年次から体系的にキャリア形成に取り組めるプログラムとした。ま
た，これらを補完するキャリア開発室主催のキャリア支援ガイダン
スとの整合性を強化した。
・令和３年度以降のカリキュラム改編を見据えて，キャリア・イン
ターンシップ科目の一層の充実を図った。公務員志望者向けのガイ
ダンス，講座を強化した。
・新型コロナ感染拡大に対応し，合同業界研究セミナーを遠隔で効
果的に実施し，学生の理解度向上，参加者数の増加などの成果が
あった。同セミナーには全学年の参加を可能とし，学生のキャリア
意識向上を図った。医療機関等研究セミナーも遠隔で実施。
・「インターンシップ・アドバンストコース」に関しては，コロナ
禍により学外研修の受入企業側から今年度の実施不可との回答が
あったが，連携体制を継続するために「インターンシップⅠ」でそ
れら受入企業にオンライン講義を担当してもらえるように交渉し実
現。「インターンシップⅠ」の授業評価も前年度と比べて大きく改
善。
・IDD/CDD共催の特別セミナーを，外部専門家や就職支援会社の協
力も得て，正課外としては異例の規模で夏休み前後に２回実施し
た。（１回目は200名強，２回目は約180名が参加）。
・インターンシップ教育のオンライン実施のメリットを活かして，
事業構想学群が実施するオンライン講義や特別セミナーを，食産業
学群にも提供して連携強化を図った。
・在学４年生や３年生の実体験や意見を詳細に把握してインターン
シップ教育の改善に役立てるために，学生を選抜して「インターン
シップ革新チーム」を結成，学生の成長にも寄与。

53

（ｲ）　キャリア開発センターの活動
を強化し，企業等の協力を得て大学
主催の業界・医療機関に関する研究
セミナーやガイダンスを開催するこ
とにより，学年進行に対応した指導
を充実する。

・ 正課及び学外研修等として実施しているキャリア関係科目にお
いて，引き続き大学初年次からキャリア形成に向けた意識の醸成を
図り，学生が自らの適性を踏まえたキャリア形成を主体的に考える
力を養うとともに，インターンシップやこれらを補完するキャリア
支援ガイダンスを計画し，体系的なキャリア教育を学生に対して提
供する。
・ カリキュラム改編の完成年度となることを踏まえ，令和３年度
以降を見据えたシラバスや教育内容の見直しを図る。
・ 業界研究セミナー及び医療機関等研究セミナーなどのさらなる
充実を図り，学生の就業感，職業観の醸成を図る。
・ 本学学生に特化したプログラムである学外研修「インターン
シップ・アドバンストコース」において，引き続き運用体制の強化
に取り組むことで，企業等とのプログラムをさらに充実させる。

Ⅲ

・経団連分科会への参加により，今後の採用やインターンシップの
方向性を把握し，学内で情報共有するとともに，本学のキャリア・
インターンシップ教育にリアルタイムに反映した。授業評価等のア
ンケート結果などを活用し，科目間の重複を整理するとともに，
キャリア関連科目を一層実践的なものとした。
・新型コロナ感染を回避するため，キャリア支援を紹介するパンフ
レットの更新は見送ったが，キャリア関連科目において，遠隔で企
業の方に登場してもらう回数を増やし，企業とのコンタクトを拡充
した。
・コロナ禍によるインターンシップ停滞を克服するため，本学のイ
ンターンシップ教育のコンセプトや特徴を解説する動画や資料を作
成。協力企業の拡充に活用するとともに，継続的かつ価値創出志向
型の関係構築，対外的な本学のインターンシップ教育の周知にも貢
献。
・単なる就業体験型から「価値創出型インターンシップ」が求めら
れていることから，ゼミ単位でオンライン手法を駆使した価値創出
型インターンシップを実験的に実施し，その成果を動画にまとめて
本学教育の学外周知にも努めた。
・インターンシップ教育の内容と講義動画のとりまとめを行って学
内システム（Teams）上で継続的に学生が学習できる体制を整え
た。さらに，学生のインターンシップ及び就活経験を基にした独自
教材・動画を開発して，本学独自の教育体制の整備に努めた。

Ⅲ

・ 経団連分科会やタスクフォースへの参加により，社会のニーズ
を把握するとともに，授業評価等のアンケート結果を考察し，学生
が主体的にキャリア形成を考える力を養うよう，社会ニーズを踏ま
えたキャリア関係科目のブラッシュアップをさらに進める。
・ 令和元年度に企業向けに制作した，本学の取り組むキャリア支
援を紹介するパンフレットについて，さらなる充実を図るため，更
新に向けた検討を進める。
・ 本学学生に特化した学外研修において，引き続き説明用動画及
びパンフレットを作成し，インターンシップ受入れ先企業の開拓に
活用することで科目運用の強化を図る。
・ インターンシップ関連の内容の取りまとめを行い，学生への配
布等を通して，情報発信の強化を図る。54

（ﾛ）　日常的な学修を通じて企業や
社会から求められる人材を育成する
教育プログラムや研究成果の社会還
元の実績などを積極的にアピール
し，「就活のいらない大学」の実現
を目指す。

54

評価委員会による評定実績

53
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

・キャリタスの導入（無償）により，学生が企業の募集状況などの
外部データに直接アプローチできるようにした。また，進路カード
の電子化を順次導入することとし，情報活用や事務効率を図った。
・キャリア支援ガイダンスやキャリア関連科目，実学教育プログラ
ム，業界研究セミナー，医療機関等研究セミナーにおいて，遠隔シ
ステムを活用して卒業生を招聘し，そうしたプログラムを恒常化す
ることにより，卒業生や企業とのネットワークを拡充した。
・オンラインインターンシップに対する理解や対応能力向上のため
に，独自教材や動画等の提供で対応した。さらに，就職先のミス
マッチを避けるために，企業の人事部や就活終了後の複数の４年生
の体験談により，インターンシップの意義と活用方法についての理
解を深めた。
・「インターンシップⅠ」の受入企業の講義では，各社の本学卒業
生に積極的に出演してもらい，在学生がロールモデルの一つとして
捉えられるように講義を実施した。
・２年生向けインターンシップ教育では将来のミスマッチを回避す
るために自己分析を行って広い視野で社会をみて体験することを優
先した。例年はほとんどいなかった２年生の夏のインターンシップ
受講者が数十人規模で増加した。
・インターンシップ教育のオンライン実施のメリットを活かして，
事業構想学群が実施するオンライン講義や特別セミナーを，食産業
学群にも提供して連携強化を図った。

Ⅲ

・ 情報データベースの整備により，外部からの情報を適切に整理
し，必要に応じて関連部門間での共有を図るとともに，学生に対し
て，社会接続の動機づけや広い視野の醸成，キャリア形成の自分ご
と化を促すようなキャリア支援事業を展開するためのツールとす
る。
・ キャリア支援ガイダンスやキャリア関連科目，実学教育プログ
ラム，業界研究セミナー，医療機関等研究セミナーにおいて，卒業
生を招聘，また卒業生の招聘を各企業・機関に依頼し，引き続き社
会で活躍する卒業生との交流機会の提供を進める。
・ インターンシップ等への参加率の向上などを通じて，学生の業
界・企業などに関する理解の進化を図るとともに，ミスマッチによ
る就職先の選択の回避に努める。

55

（ﾊ）　就職関連のデータベースや人
的ネットワークを学内で共有し，後
援会やOB・OGとの連携による就職支
援，社会で活躍する卒業生との交流
機会の提供など，学生の多様な進路
選択を可能にするための支援に取り
組む。

55
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

57

（ﾎ） 大学院研究科においては，

キャリア開発担当及び指導教員が，

新規就職や職場復帰について，能

力・資格に応じた適切な進路指導・

就職支援を行う。

57

・ 大学院研究科においては，学群卒業生とは就職マーケットが大
きく異なっていることから，より専門性を生かした就職先が確保で
きるよう指導教員を中心とした丁寧なキャリア支援を進める。
・ 事業構想学研究科及び食産業学研究科においては定員割れが発
生しており，大学院への入学者数の確保が喫緊の課題となっている
ことから，大学院の魅力を向上させるためにも，指導教員と連携
し，本人の希望や適性に合った就職先を確保するための支援策を検
討，実施する。

Ⅲ

・修了後の新規就職，職場復帰において，入学前の能力・資格に加
えて，本学研究科での学修や研究成果が活かされるよう，指導教員
との連携を深めるとともに，専門性強化の重要性を訴求し，修了生
各人の専門性に応じたキャリア形成支援のニーズに応えるように努
めた。
・大学院での学びを在学生に周知するため，学群のキャリア関連科
目の中で大学院進学の説明を，これまで以上に強化した。

56

・ 経団連分科会やタスクフォース，企業との情報交換会への参加
や，企業訪問を積極的に実施し，社会ニーズの把握に努める。ま
た，卒業生を対象とした就労意識調査の結果を踏まえ，教育指導や
就職支援の改善につなげる。
 【数値目標】
看護師国家試験新卒合格率100%　 保健師国家試験新卒合格率100％
就職率（文部科学省基準，4月1日） 各学群100%
・ インターンシップ科目内容のさらなる充実，参加率の向上を図
り，学生のジェネリックスキルの向上に結び付ける。

Ⅲ

・経団連分科会や企業との情報交換会への参加や，企業との交流
（遠隔）を積極的に実施し，社会ニーズの把握に努めた。また，新
たに卒業生を対象とした「就労状況調査」を実施中であり，来年度
にかけて集計・分析を実施し，今後の就職指導や就職支援の改善に
活用する予定。
・新型コロナウイルス感染症が拡大し，企業採用が縮小する中，各
学群ともに早期対応，遠隔対応などの対応を図り成果を上げたが，
価値創造デザイン学類関連企業の雇用縮小などにより，事業構想学
群において就職率の低下を余儀なくされた。
【数値実績】
看護師国家試験新卒合格率100％，保健師国家試験新卒合格率100％
就職率　看護学群100％，事業構想学群95.9％，食産業学群100％
・インターンシップ科目の内容を，産業界等の働く現場の実態によ
り即した内容に改善し，低学年からの参加率向上，学生のジェネ
リックスキル及び社会への理解や実践力向上を図った。
・インターンシップの受入先企業，就職支援会社等との意見交換を
通じて現状と課題について把握に努めた。

学生へのきめ細か
な就職支援を行うた
め，企業・医療機関
と連携した説明会を
行うなど，進路指導
を強化・拡充する。

また，大学が広く
認知され，企業等か
ら学生が望まれるよ
う，教育研究成果等
について積極的に情
報発信する。

56

（ﾆ）　就職先における卒業生の評価
を人事担当者からのヒアリング等に
より把握し，その結果を踏まえ，教
育指導や就職支援の在り方の改善に
つなげる。
【数値目標･毎年度】
看護師国家試験新卒合格率　100%
保健師国家試験新卒合格率　100%
就職率（文部科学省基準，各4月1
日）
・看護学群（学部）　   100％
・事業構想学群（学部） 100％
・食産業学群（学部）　 100％
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第１　教育研究の質の向上

１　教育に関する目標

【重点目標】
　県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ，高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに，教養教育の充実や教育内容のグローバル化を図ることによ
り，豊かな知性や感性，自立した人間として必要な総合力を身につけ，グローバルな視点も備えた人材を育成し，地域社会に輩出する。

中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価 評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
評
定

意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ

〔看護学研究科〕
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学内立ち入り制限期間にお
いても，遠隔システムを活用し，学生の受講を担保した。
・社会人学生の就業状況を考慮し，夜間開講，土・日曜日開講によ
り授業や研究指導を実施した。県外の外部講師についても，遠隔シ
ステムを用いて行い，教育内容の質の維持に努めた。
〔事業構想学研究科〕
・大学院の通常講義について，夜間開講（医療福祉システム等），
土曜日開講（マーケティング，ストラテジー等）を実施した。
〔食産業学研究科〕
・新型コロナウイルス感染拡大に伴い学内での対面授業が制限され
たことから，遠隔システムを活用して学生の受講に対応した。
・社会人学生と調整を図り，夜間開講，土日開講，夏季・冬季休業
期間での集中講義を実施した。

ニ　社会人・留学生への支援

　職種転換やスキル
アップ，学び直しな
ど，社会人の多様な
ニーズにも対応した
教育機会の充実や，
大学のグローバル化
が図られるよう，地
域や産業界とも連携
しながら，社会人・
留学生等の多様な学
力・進路に対応した
教育プログラムを用
意するなど，学びや
すい環境と支援体制

を整備する。

59

（ﾛ）　外国人留学生の勉学意欲を高
め，留学生受入れの一層の推進を図
るため，教員宿舎の貸与や独自の奨
学制度を検討するとともに，国費留
学生等の積極的な受入れを行う。

59

・ 大学院留学生受入れ推進のため，既に大学を卒業している日本
語学校生を対象に本学の周知等を行い，政府等が実施する招聘，奨
学金プログラム情報の収集，本学研究科等への橋渡しをしていく。
・ 政府等が行う短期訪日研修プログラムに関して，情報収集とそ
の周知を行う。
・ 留学に際し支障となる事項を確認し，寮費奨学金を含めてどの
ような支援が必要か検討を行う。

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症対策のため，日本語学校の学生を対象
に，オンライン上で大学説明会を実施した（５校，計50人）。学群
の教育・研究内容に加え，大学院における教育・研究内容も紹介し
た。
・宮城県国際企画課と連携し，外国人留学生定着支援事業の『企業
の魅力を動画で発信プロジェクト』に参画し，地域の産業界とも連
携しながら，留学生の多様な進路に対応した教育プログラム及び支
援体制を整備することができた。
・遠隔授業実施期間中は，「留学生オンライン・ラウンジ」を実施
し，留学生の生活面，精神面における支援を行った。

58

（ｲ）　社会人学生の多様な生涯学習
ニーズに応えるため，休日・夜間に
おける開講，他の教育機関や産業界
との連携等により教育環境を整備
し，社会人の「学び直し」の機会を
拡充する。

58

〔看護学研究科〕
・ 引き続き，社会人学生と調整を図りながら，夜間開講，土・日
曜日開講を実施する。また，社会人学生に対してサテライトキャン
パスを活用した授業・研究指導などを実施する。
〔事業構想学研究科〕
・ 大学院の通常講義の夜間及び土曜日開講について，令和2年度か
ら実施する。
〔食産業学研究科〕
・ 引き続き，社会人学生と調整を図りながら，夜間開講，土・日
曜日開講を実施する。また，社会人学生に対してサテライトキャン
パスを含めた外部施設を活用した授業・研究指導などを実施する。

Ⅲ

評価委員会による評定実績
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [(1)研究水準及び研究成果]
・

 [(2)研究の実施体制等]
・

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
 [(1)研究水準及び研究成果]

R2年度 R1年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度
看護学群 10 6 7 7 3 5
事業構想学群 5 1 10 5 5 4
食産業学群 39 12 17 21 33 28
基盤教育群 1 0 1 0
看護学群 36 24 22 15 14 9
事業構想学群 11 26 17 18 15 11
食産業学群 33 29 25 30 30 35
基盤教育群 2 1 1 2
看護学群 5 7 17 12 10 6
事業構想学群 8 6 5 9 9 10
食産業学群 3 7 6 20 11 10
基盤教育群 1 3 3 2
看護学群 1 3 0 0 3 4
事業構想学群 8 3 2 6 3 2
食産業学群 1 3 2 5 6 2
基盤教育群 0 0 0 0
事業構想学群 0 0 0 0 0 0
食産業学群 1 0 3 0 1 3

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [(1)研究水準及び研究成果]
・

 [(2)研究の実施体制等]
・

・

研究成果の戦略的な知財化と地域への還元，自治体・企業との更なる連携を推進するため，研究部
門と地域連携部門を統合した新組織「（仮称）研究推進・地域未来共創センター」の設置及び，研
究推進強化を目的としたリサーチアドミニストレーター（URA）導入のための準備を進めた。【69】
次年度に向け，基礎的研究費の上乗せ配分制度を廃止し，全教員に一律25万円配分する案について
検討を行い，研究費要綱を改正した。【72】

受賞作品数

取得特許数

特別研究費・国際研究費の審査にあたり，審査方法・審査の基本方針を定め，審査基準の統一を図
った。また，申請にあたっては，研究の目的や独自性，準備状況や期待される成果を明示すること
により，資金配分の妥当性を検証可能とした。【65】

論文掲載数等実績

国際ジャーナル論文
掲載数

論文誌（全国）論文
掲載数

学術専門図書刊行数

　　▶令和２年度審査件数
　　　・指定研究36件（うち採択35件）　・震災復興（発展）特別研究４件（うち採択４件）
　　　・産学連携・地域貢献促進研究６件（うち採択６件）　・特認研究７件（うち採択７件）
　　　・国際研究費（海外研究B）１件（うち採択１件）　【73】

研究成果の学外公表促進に向けて，学術誌への論文掲載や学会発表を行ったほか，宮城大学学術機
関リポジトリによる論文の公表を行った。【64】

自治体等が抱える課題をテーマとした自治体向けセミナー「地域公共交通計画実践講座」(全２回)
と，自治体・企業向けセミナーとして「クローバーウニの実用化に向けた公開セミナー」（１回）
を開催し，産学官連携を推進した。【68】

「研究の実施方針」に基づき，特別研究費及び国際研究費等の配分に当たっては，研究内容や研
究実績等の評価に加え，外部資金獲得の可能性や若手研究者の育成の観点なども踏まえ研究費審
査会において審査・評価を行い，申請54件のうち53件を採択，研究費43,753千円を配分した。

　第１　教育研究の質の向上 【重点目標】
　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映させるとともに地域
社会に還元する。

　２　研究に関する目標

教育研究の質の向上（研究に関する目標）に関する特記事項

研究成果の効果的な外部発信のため，新任教員を含めた「宮城大学シーズ集2021」を令和３年２月
に発行し，自治体・企業等への情報発信ツールとして活用した。【67】
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

(1) 研究水準及び研究成果に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

60

(ｲ) 地域社会のニーズに対応した研
究テーマを設定し，実践的かつ課題
解決型の研究を推進する。

60

・研究の実施方針に基づき，県や市町村の政策課題に関する実践的
研究テーマや東日本大震災からの創造的復興に貢献する研究，新商
品開発など課題解決型の研究テーマを設定した特別研究費等を競争
的に配分する。

Ⅲ

・「研究の実施方針」に基づき，学内競争的研究費として，左記計
画にある研究をテーマとした特別研究費を公募した。その結果，合
計46件の応募があり，理事・学群長等で構成する研究費審査会の審
査を経て45件を採択し，研究費29,279千円を配分した。
▸指定研究（県や市町村の政策課題に関する実践的研究テーマな
ど） 35件（22,918千円）
▸震災復興（発展）特別研究(東日本大震災からの創造的復興に貢献
する研究) ４件（2,761千円）
▸産学連携・地域貢献促進研究（新商品開発など課題解決型の研究
テーマ） ６件（3,600千円）

61

(ﾛ) 大学の研究力を生かし，東日本
大震災からの創造的復興に貢献する
ため，被災地の実態やニーズ，県及
び市町村の震災復興計画等に即応し
た研究を積極的に推進する。

61

・研究の実施方針に基づき，地域の産業振興，被災者の生活・コ
ミュニティの再生，地域社会の再生・発展など県や市町村が取り組
む施策と連携した研究へ学内研究費を配分するとともに，外部資金
を活用して，その研究成果の還元に努める。

Ⅲ

・「研究の実施方針」に基づき，学内競争的研究費として本学の有
するリソースを有効に活用し，東日本大震災からの創造的復興に貢
献する「震災復興（発展）特別研究」を公募した。申請のあった４
件すべてについて研究費審査会の審査を経て採択し，研究費2,761
千円を配分した。
▸震災復興（発展）特別研究 ４件（2,761千円）
・上記の学内研究費のほか，科研費等の外部資金を活用して，宮城
県震災復興計画に定める発展期に合わせた震災復興に資する研究を
推進した。

62

(ﾊ) 学群（学部）・研究科内の研究
にとどまらず，本学の異なる専門分
野の連携と融合による宮城大学なら
ではの優位性・独自性を有する研究
成果を創出する。

62

・研究の実施方針に基づき，本学ならではの優位性・独自性を有す
る研究成果の創出に向けて，分野横断的な研究を促進するよう特別
研究費を戦略的に配分するとともに，特に注力すべき研究テーマに
対しては引き続き学長裁量の特認研究として研究費を配分し，研究
活動の活性化を図る。なお，異なる専門分野の連携と融合による研
究を推進するため，教員の研究成果共有の場である研究交流フォー
ラムの充実を図る。 Ⅲ

・「研究の実施方針」に基づき，本学ならではの優位性・独自性を
有する研究成果の創出に向けて特認研究（学長裁量経費）の公募を
行った。その結果，７件の応募があり，学長及び研究費審査会の審
査を経て，申請のあった７件すべてを採択し，研究費13,900千円を
配分した。特認研究以外の学内研究費においても，研究費審査会の
審査を経て，学群横断的な研究（複数学群の教員が共同で行う研
究）３件を採択した。
▸特別推進研究 ７件（13,900千円）
・研究交流フォーラムを開催し，遠隔会議システムによる発表を通
して研究成果の共有と異なる研究分野の教員の交流の機会を設け，
連携を推進した。

63

(ﾆ) 企業や自治体と連携して，地域
産業の活性化や住民の生活の向上に
資する研究に取り組み，地域社会の
発展に寄与する。
【数値目標・目標年度】
共同研究・奨学寄附金・受託研究数
52件(平成25年度)→70件(平成32年
度) 63

・研究の実施方針に基づき，連携協定を締結している自治体，商工
団体，地域企業，金融機関等と連携し，地域社会のニーズと学内
シーズのマッチングによる共同研究・受託研究・奨学寄付金を積極
的に受け入れる。また，企業のニーズに応えて学内シーズの実用化
ないし産業化を促進する産学連携・地域貢献促進研究に学内資金を
戦略的に配分する。なお，特認研究の募集において，県や市町村の
各種計画に関する重点課題を設定し，学内研究費においても地域社
会の発展に寄与する研究を推進する。
【数値目標】共同研究・奨学寄附金・受託研究数50件

Ⅲ

・企業や自治体から申し込みのあった共同研究・受託研究・奨学寄
附金を積極的に受け入れ，地域課題の解決に寄与する研究を推進し
た。
【実績】共同研究・受託研究・奨学寄附金数 51件
・産学連携・地域貢献促進研究において，６件の研究計画の申請が
あり，研究費審査会の審査を経て６件すべてを採択して3,600千円
の研究費を配分し，学内シーズの実用化，産業化を促進する研究を
推進した。
・特認研究において，重点課題に対応する7件の研究計画の申請が
あり，研究費審査会の審査を経て７件すべてを採択して，13,900千
円の研究費を配分し，地域社会の発展に寄与する研究を推進した。

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

イ　研究の方向性

社会や時代の要請
を的確に把握しなが
ら，地域に役立つ大
学として，地域社会
のニーズに対応した
実学の研究を推進
し，その発展に寄与
する。

また，被災地の実
情や課題に即した研
究も積極的に行い，
震災からの早期復
旧・創造的復興にも
貢献する。

評価委員会による評価

評価委員会による評定実績

法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

教員の研究者とし
ての能力を高めるこ
とにより，これまで
以上に社会的に評価
される研究水準の達
成を図る。

また，研究水準の
向上のため，研究業
績を適正に評価する
ことができるよう，
評価システムの改善
に努める。

64

(ﾛ) 教育力及び社会貢献力の源泉で
ある研究水準を向上させるため，合
理的で信頼性のある研究評価の在り
方を検討する。

(ｲ) 学術誌（レフリード・ジャーナ
ル）への論文掲載や学会発表などの
実績を積み上げ，本学教員の研究に
対する社会的評価を確立するととも
に，研究発表会及びインターネット
上のリポジトリなどにおいて研究成
果を発表し，研究活動の活性化を図
る。

評価委員会による評定実績

65

ロ　研究水準の向上

64

65

・研究の実施方針に基づき，特別研究費・海外研究費の申請にあ
たっては，研究意図並びに過去の関連研究成果を明示し，資金配分
の妥当性を検証可能なものとする。
・研究の実施方針に基づき，研究費配分のPDCAサイクルを確立する
ため，研究成果の評価及び評価に基づく特別研究費の配分を研究費
審査会が行う研究評価について検討を行う。

・研究成果の学外公表促進に向けて，学術誌への論文掲載や学会発
表を行ったほか，宮城大学学術機関リポジトリによる論文の公表を
行った。
・研究交流フォーラムを開催し，口頭発表を実施したほか，前年度
に採択されたすべての特別研究費，寄附金研究費，国際研究費によ
る研究について誌面発表を行い，学内での共有化を促進した。
【実績】
国際ジャーナル論文掲載数(看)10 (事)5  (食)39 (基)1
論文誌（全国）論文掲載数(看)36 (事)11 (食)33 (基)2
学術専門図書刊行数　　　(看)5  (事)8  (食)3  (基)1
受賞作品数　　　　　　　(看)1  (事)8  (食)1
取得特許数　　　　　　　　　　 (事)0  (食)1

・研究の実施方針に基づき，国際ジャーナルや論文誌への論文掲
載，学術専門図書の刊行や学術機関リポジトリを活用し，以下を目
標として，研究委員会を通じて論文掲載数増加を推奨するほか，査
読等に必要な経費（謝金，旅費等）の予算措置を行い，研究成果の
学内共有，学外公表を促進する。
【数値目標】
国際ジャーナル論文掲載数 (看)5  (事)5  (食)25
論文誌（全国）論文掲載数 (看)15 (事)15 (食)35
学術専門図書刊行数       (看)5  (事)5  (食)10
受賞作品数                      (事)1  (食)1
取得特許数                      (事)1  (食)1

Ⅲ

Ⅲ

・特別研究費・国際研究費の審査にあたっては，審査方法・審査の
基本方針を定め，審査委員間での審査基準の統一を図った。
・特別研究費・国際研究費の申請にあたっては，研究の目的や独自
性，準備状況や期待される成果を明示することにより，資金配分の
妥当性を検証可能とした。
・研究の実施方針に基づく研究費配分のPDCAサイクル確立に向け，
研究期間終了後に提出する報告書に記載する内容の改善に向けた検
討を行った。
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

66

(ｲ) 地域連携センターの企画・調整
機能を高め，各部局における産学官
連携ネットワーク及び知的財産も活
用して大学と産業界との交流・連携
を促進する。

66

・中期目標の「第1の2 研究の実施体制等に関する目標」（中期計
画No.69）において対応する。

－

・中期目標の「第１の２ 研究の実施体制等に関する目標」（中期
計画No.69）において対応する。

68

(ﾊ) 地域連携センターを中心とし
て，自治体や企業との共同研究等を
推進し，技術移転や社会貢献につな
がる研究成果の知的財産化を促進す
る。

68

・外部資金獲得に向けて国や他大学などから外部講師を招いて有益
な情報を提供する勉強会を開催する。
・自治体・企業等からの相談内容の分析及びニーズ収集を促進する
ことにより，ニーズと本学シーズとの的確なマッチングを行い，受
託事業・受託研究・共同研究等の契約につなげる。
・知的財産化の可能性のある研究成果に対して，外部専門機関等と
のマッチングを行い，知的財産化を支援する。
・共同研究等の事業化によって得られた成果品については，地域連
携センターにおいて知財化や製品化についても支援を行い，その知
的財産化を促進させる。
・地域連携センターの専任コーディネーターが知財化セミナー等を
受講し，スキルアップを図る。

Ⅲ

・のべ87件の相談受付，のべ50件の企業・自治体等訪問により，企
業・自治体等からのニーズ収集と本学シーズとのマッチングを行
い，８件の受託事業と６件の受託研究・共同研究の契約につなげ
た。
・みやぎ産業振興機構主催「マッチング・デイズ2021」への応募を
コーディネートし，本学の有する知的財産のうち，実用化可能性に
優れている１件に対して企業への技術移転を図った。
・地域連携センターの専任コーディネーターがオンライン知財化セ
ミナーを受講し，支援に必要なスキルアップを行った。

67

研究成果につい
て，シンポジウムや
公開講座の開催など
により広く情報発信
するとともに，産学
官連携の推進や自治
体への政策提案など
により，地域社会に
積極的に還元する。

また，企業や試験
研究機関等との共同
研究を積極的に進
め，その研究成果の
知的財産化と技術移
転を目指す。

(ﾛ) 地域社会に開かれた大学とし
て，その有する研究成果をウェブサ
イトにより情報発信するほか，自治
体や企業との共同研究，シンポジウ
ム・セミナー等を通じて地域に還元
する。

評価委員会による評定実績ハ　研究成果の地域社会への還元

67 Ⅲ

・研究成果の効果的な外部発信のため，新任教員を含めた「宮城大
学シーズ集2021」を令和３年２月に発行し，自治体・企業等への情
報発信ツールとして活用した。
・本学ウェブサイトの新着情報へ地域連携センターの活動を随時掲
載・更新（21件）し，活動成果を情報発信した。
・みやぎ産業振興機構主催「マッチング・デイズ2021」への応募を
コーディネートし，本学の有する知的財産のうち，実用化可能性に
優れている１件に対して企業への技術移転を図った。
・自治体等が抱える課題をテーマとした自治体向けセミナー「地域
公共交通計画実践講座」(全２回)と，自治体・企業向けセミナーと
して「クローバーウニの実用化に向けた公開セミナー」（１回）を
開催し，産学官連携を推進した。
・一般向け公開講座では,コロナ禍におけるテーマを基本とした動
画を（５本，視聴回数のべ1,587回）公開した。学群等が企画した
公開講座・専門講座（17回）をオンライン開催し，産業界，地域に
対して知の提供を行った。
・自治体・企業からのニーズに対して教員とのマッチングを行うこ
とで受託事業８件を獲得し，本学の教育研究成果を地域へ還元し
た。

・研究成果の効果的な外部発信のため，新任教員を含め内容を拡充
した「宮城大学シーズ集」を更新し，本学ウェブサイトにて公開す
るとともに冊子化し，自治体・企業等への情報発信ツールとして活
用する。
・地域連携センターの活動内容や連携事例を充実させた「地域連携
センター パンフレット」を更新し，自治体・企業等への情報発信
ツールとして活用する。
・連携事例・研究成果等を公開するイベントの開催や出展により，
連携事例等を自治体・企業等の関係者に広く情報発信する。
・自治体・企業・団体・機関等が抱える課題をテーマとした専門講
座の開講により，地域社会への研究成果還元を推進するとともに，
地域との交流を促進する。
・本学の持つ研究教育成果を，公開講座・専門研修や受託事業等に
よって提供することで，地域への還元を進める。
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。

(2) 研究の実施体制等に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　教員の研究活動の
活性化と効率化を図
るため，ソフト及び
ハード両面における
研究環境や研究成果
が地域に還元される
研究支援体制の整備
に努める。

評価委員会による評定実績イ　研究の実施体制

(ｲ) 研究委員会及び地域連携セン
ターを中心として，民間企業や試験
研究機関との連携や外部資金の獲得
等を推進するためのコーディネート
など，研究業務の支援機能を向上さ
せる。

6969

・ 企業や地域の課題解決に向けた自治体・企業向けセミナーを継
続して開催し，産学官連携を推進する。
・ フィージビリティスタディ（FS：Feasibility Study）事業活用
による外部資金獲得への研究開発案件を増やすため，FS事業の学内
周知と地域連携センターの専任コーディネーター及び学群コーディ
ネーターによる学内シーズの掘り起しを推進する。
・ 若手教員による外部資金の獲得増を目指し，新規採用教員への
FS事業若手枠の周知の実施を行うなど，FS事業若手枠の活用を促進
する。
・ 外部資金獲得に向けた勉強会や研究会を企画・開催する。
・ 本学の専門分野に関連する，他大学等の先進的な地域連携・産
学連携事例を調査し，本学の地域連携の活動に生かす。

Ⅲ

・令和元年度に引き続き，自治体向けセミナー「地域公共交通計画
実践講座」（全２回）を開催し，自治体等職員の専門的な知識や技
術的ノウハウの習得を支援するとともに，参加自治体との連携を
行った。また，自治体・企業向けセミナーとして「クローバーウニ
の実⽤化に向けた公開セミナー」（１回）を開催し，産学官連携を
推進した。
・地域連携センターの専任コーディネーターが，地域の課題解決及
び外部資金獲得に向けFS事業の活用（３件）に導いた。また，令和
元年度に実施したFS事業が進展し，１件の受託事業獲得に至った。
・地域連携センターの専任コーディネーターが，コーディネーター
研修会へ参加し，コーディネーターとしての資質を高めた。また，
他大学（２大学）を調査し，研究支援体制強化に役立てた。
・研究担当部門においては，研究に関する外部資金の獲得・管理や
教員研究費の配分，知財化支援などを担っている一方，地域連携セ
ンターは，自治体・企業との連携や受託事業の実施，公開講座の開
催などを担っている。研究成果の戦略的な知財化と地域への還元，
自治体・企業との更なる連携を推進するためには，研究と地域連携
を一元化するとともに，連携にとどまらず，地域の未来を共創して
いく必要がある。このような取組を実践していくため，研究部門と
地域連携部門を統合した新組織「研究推進・地域未来共創セン
ター」の設置のほか，研究推進強化を目的としたリサーチアドミニ
ストレーター（URA）導入のための準備を進めた。
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。

70

(ﾛ) 「研究機関における公的研究費
の管理・監査のガイドライン」や
「研究活動における不正行為への対
応等に関するガイドライン」にのっ
とり，教職員及び学生一人ひとりが
法令を遵守し，高い倫理観を持って
行動するよう，コンプライアンス教
育の強化など不正の事前防止に向け
た取組を促進するとともに，不正行
為に対し迅速・的確に対応するため
に必要な規程や体制の整備を進め，
組織的な内部統制機能を確立する。 70

・ 「研究の実施方針」に基づき，教職員及び学生・院生に対する
コンプライアンス教育を強化するため，eラーニングによる研究倫
理教育プログラムの実施を定着させる。また，「研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイドライン」や「研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン」に則した学内規程によ
り，適切な研究実施体制や，内部監査を含めた組織的なチェック機
能を充実させるとともに，教職員等に対してコンプライアンス教育
を 実 施 し ， 不 正 の 未 然 防 止 を 図 る 。

Ⅲ

・教職員を対象とする集合研修については，新型コロナウイルス感
染症対策のため中止し，研究活動におけるコンプライアンス及び研
究活動における不正行為について，実例を交えて講師が説明するビ
デオ研修を実施し，全教員及び関係職員が受講した。
【実績】教職員等に対するオンデマンドビデオによる研修の実施
実施時期　９月18日～10月30日
実施回数　１回
・内部監査を含めた組織的なチェック機能の充実に関しては，文科
省の「研究機関における公的研究費の監理・監査のガイドライン
（実施基準）」履行状況調査を受けたことから，例年実施していた
内部監査に代え，調査で指摘を受けた外部研究補助者の業務管理の
不備是正のため，その勤務状況について実態調査を行い，課題整理
及び改善策の検討を行った。
・学生・院生に対しては，e-ラーニングによる研究倫理教育プログ
ラムを継続して実施した。

71

(ﾊ) 施設や備品を計画的・効率的に
維持管理するとともに，外部資金に
よる機器等の整備を進める。

71

・ 研究備品の使用実態，現在の状態等を継続的に把握するととも
に，研究環境改善の観点から更新・導入が必要なものについては，
外部資金などを有効に活用して整備する。
・ 「大和キャンパス等再編整備基本計画」の整備方針に則り，教
育研究環境の整備を進める。

Ⅲ

・大学の備品等については，引き続き台帳により適切に管理すると
ともに，太白キャンパスに3Dスキャナー，大和キャンパスにリアル
タイムPCRシステムなど，外部資金を活用し，研究設備・機器の整
備を進めた。
・「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，デザイン研究
棟の完成など，環境整備を進めた。

　教員の研究活動の
活性化と効率化を図
るため，ソフト及び
ハード両面における
研究環境や研究成果
が地域に還元される
研究支援体制の整備
に努める。
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

72

(ｲ) 一般研究費は，研究内容や研究
成果を審査するほか，教育活動や学
内外の各種業務への取組状況なども
総合的に評価し，傾斜配分額に反映
させるなど，より競争的かつ公平に
配分する制度を構築する。

72

・研究の実施方針に基づき，基礎的研究費の配分にあたっては，一
律の基礎的配分に加え，前年度の外部の競争的研究資金獲得額や自
治体等からの受託研究の受入れの実績配分を基に傾斜配分額に反映
することでより競争的に配分するとともに，新任教員に配慮し公平
に配分する。

Ⅲ

・「研究の実施方針」及び「教員研究費要綱」に基づき，基礎的研
究費を配分した。一律の基礎的配分に加え，前年度の外部競争的研
究資金獲得額等を基に上乗せ配分を行うとともに，新任教員に配慮
し公平に配分した。
・また，次年度に向け，基礎的研究費の上乗せ配分制度を廃止し，
全教員に一律25万円配分する案についても検討を行い，研究費要綱
を改正した。

73

(ﾛ) 海外研究費及び指定研究費は，
研究費審査会の審査に基づき，研究
実績や外部資金の獲得状況なども考
慮して配分する。

73

・研究の実施方針に基づき，特別研究費及び国際研究費等の配分に
あたっては，申請のあった研究課題を研究費審査会の審査に付し，
研究内容や研究実績等の評価に加え，外部資金獲得の可能性や若手
研究者の育成の観点なども踏まえた審査を行い，採否及び配分額を
決定する。
・研究の実施方針に基づき，本学として特に注力すべき研究活動を
特認研究として公募し，研究費審査会による審査及び学長へのプレ
ゼンテーションにより研究内容を適正に評価し，研究費の配分を決
定する。

Ⅲ

・「研究の実施方針」に基づき，特別研究費及び国際研究費等の配
分にあたっては，研究内容や研究実績等の評価に加え，外部資金獲
得の可能性や若手研究者の育成の観点なども踏まえ研究費審査会に
おいて審査・評価を行い，申請54件のうち53件を採択，研究費
43,753千円を配分した。
・本学として注力すべき研究活動を特認研究として公募し，申請の
あった７件の研究課題について，学長及び研究費審査会によるヒア
リングを実施の上，７件すべての研究課題に対して研究費を配分し
た。
・令和２年度審査件数
　　指定研究36件（うち採択35件）
　　震災復興（発展）特別研究４件（うち採択4件）
　　産学連携・地域貢献促進研究６件（うち採択6件）
　　特認研究７件（うち採択７件）
　　国際研究費（海外研究B）１件（うち採択1件）

74

(ﾊ) 国際学会等発表旅費は，国際学
会発表のプライオリティを基準に，
より多くの教員が配分の機会を得ら
れるよう配慮して対象者を決定す
る。

74

・研究の実施方針に基づき，国際学会等発表旅費の配分にあたって
は，申請のあった内容について，研究成果の発展や大学の対外的な
評価向上の可能性などを審査するとともに，これまでの海外派遣実
績なども勘案して，特定の教員に偏らないよう研究委員会において
配分を決定する。

Ⅲ

・令和２年度分として申請のあった１件について，研究委員会で審
査し，渡航制限の解除を条件に採択したものの，新型コロナウイル
ス感染症の影響で渡航が不可能であったため，国際学会等発表旅費
の配分は０件となった。

ロ　研究費の配分

　研究活動を促進
し，研究水準の向上
を図るため，公正で
透明性の高い方法に
より研究費を配分す
ることができるよう
研究費配分システム
の充実に努める。

評価委員会による評定実績
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第1　教育研究の質の向上

２　研究に関する目標

評
定

意　　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し，被災地を含めた地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行い，その成果を教育に反映さ
せるとともに地域社会に還元する。

研究活動を促進し，
研究水準の向上を図
るため，公正で透明
性の高い方法により
研究費を配分するこ
とができるよう研究
費配分システムの充
実に努める。

75

(ﾆ) 被災地の創造的復興に向けて，
本学の研究力を発揮する研究活動に
対し特別研究枠を設け，重点的に研
究費を配分する。

75

・研究の実施方針に基づき，東日本大震災からの創造的復興に貢献
するため，震災復興（発展）研究を学内で公募し，復興計画期間終
了後を見据え，地域社会の持続的な発展につながる研究に対して学
内研究費を競争的に配分する。

Ⅲ

・東日本大震災からの創造的復興に貢献する研究活動として「震災
復興（発展）特別研究」を設定して学内公募を行ったところ４件の
申請があり，研究費審査会の審査を経て４件すべてを採択し，研究
費2,761千円を配分した。

76

(ﾎ) 海外研究費及び指定研究費によ
る研究については，成果発表会を開
催する。一般研究費による研究につ
いては，研究委員会で成果を点検す
る。

76

・研究の実施方針に基づき，基礎的研究費の配分にあたっては，一
律の基礎的配分に加え，前年度の外部の競争的研究資金獲得額や自
治体等からの受託研究の受入れの実績配分を基に傾斜配分額に反映
することでより競争的に配分する。なお，特別研究費や海外研究費
等の成果発表を行う研究交流フォーラムを引き続き開催する。
【数値目標】発表件数30件（国際学会発表旅費の成果発表を含
む。）

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，遠隔会議システ
ムを利用しリモートで研究交流フォーラムを開催し，口頭発表４件
を行った。また，令和元年度に指定研究費及び国際学会発表等旅費
の配分を受けた研究課題すべてについて，誌面発表を行った。
【実績】発表件数51件（口頭発表４件，誌面発表47件）

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

研究水準の向上及
び研究成果の活用促
進を図るため，研究
力の高い教員の配置
に努める。

77

研究業績の厳密な審査や研究成果
に係るプレゼンテーションを実施す
るなど，教員の選考方法を改善し，
より研究力の高い教員を配置すると
ともに，若手教員の指導体制の強
化，国内外の研究機関・企業・地域
との協働などを通じ，研究者の鍛錬
と質の向上に取り組む。

77

・ 教員の採用にあたっては公募を行い，研究成果等のプレゼン
テーション及び面接により，引き続き研究力・実践力の高い人材の
確保を行う。
・ 地域連携センターのコーディネーターによるマッチングを推進
し，企業・地域等との協働による研究の機会創出に継続して努め
る。
・ 「研究の実施方針」に基づき，若手教員の指導及び研究力向上
のため，宮城大学学術リポジトリや研究交流フォーラムを活用し研
究成果発表の支援を行うとともに，特別研究費等の審査にあたって
は，若手研究者支援の視点での審査，配分を行う。
・ 研究力向上に向け，学外リサーチ・アドミニストレーター
（URA：University Research Administrator）による科研費申請書
作成支援サービスを拡充する。

Ⅲ

・教員の採用にあたっては，候補者の教育研究業績の審査を行うと
ともに，研究成果等のプレゼンテーション及び面接の実施，今後の
取組姿勢等を確認し，より研究力の高い人材確保に努めた。
・地域連携センターのコーディネーターによるマッチングを推進
し，企業・地域等との協働による研究の機会創出に努めた。（相談
受付：のべ61件，企業・自治体等訪問：のべ36件）。また，外部資
金獲得に向けて企業・自治体との連携をコーディネートし，受託研
究３件の採択に至った。
・「研究の実施方針」に基づき，特別研究費の配分にあたっては，
若手研究者に配慮することを基本方針に定めて審査会委員による審
査を行い，研究費を配分した。
・科研費応募にあたっては，学内の採択経験者による助言・指導の
取組に加え，令和元年度から導入した学外URAの申請書作成支援
サービスの利用枠を拡大し，若手研究者等の科研費採択を支援し
た。

評価委員会による評定実績ハ　研究者の配置
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [1 地域貢献]
・

・
に採択され，事業化レベルにまで進展した。【84】

・

 [2 国際交流等]
・

ログラムを立ち上げるための調査・交渉を行った。【90】

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
 [1 地域貢献]
・

地域への教育研究資源の還元を推進した。【82】
R2 R1 H30 H29 H28 H27

25 58 61 58 59 55
28 28 27 27 26 22

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
 [2 国際交流等] 　
・

る外国人留学生の割合は約２％にとどまる。【94】

５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [1 地域貢献]
・

・

・

 [2 国際交流等]
・

・

 [3 東日本大震災からの復旧・復興支援]
・

て学内公募を行ったところ４件の申請があり，研究費審査会の審査を経て４件すべてを採択し，研
究費2,761千円を配分した。【98】

実施した（５校，計50人）。学群の教育・研究内容に加え，大学院における教育・研究内容も紹介
した。【94】
グローバルレクチャー「うま味ハンター　多文化共生を語る」を開催し，グローバルな視点をもっ
て地域社会に貢献してきた専門家から，グローバル化社会にとって大切な素養について講義して
もらった。【93】

東日本大震災からの創造的復興に貢献する研究活動として「震災復興（発展）特別研究」を設定し

等を実施した。【84】
地域連携センターの専任コーディネーター及び学群コーディネーターが，自治体等からのニーズに
対して企画立案から参画し，受託事業８件を獲得し，大学の教育研究資源を地域へ還元した。【82】
七十七銀行や宮城県食品産業協議会等との連携協定を生かし，協定を結んでいない企業等からの相
談に教員と連携して対応した（相談９件）。【84】

新型コロナウイルス感染症対策のため，日本語学校の学生を対象に，オンライン上で大学説明会を

市町村との連携協定数

外国人留学生を対象とした特別入学枠の長期的な目標（30％）には及ばず，直近での全学生に占め

新型コロナウイルス感染症対策支援として，看護学群の教員計15名が，軽症者宿泊施設療養対応，
および教員計20名が厚労省のIHEATとして保健師等派遣に参加した。IHEATの活動では，仙台市内に
て積極的疫学調査，在宅療養者の健康状況確認，派遣者・支援者・職員の連携を担うリーダー業務

ベトナムを中心に行ってきたリアル・アジアプログラムをアジア他地域等でも展開するために，オ
ーストラリアのサザンクロス大学を加えたほか，マレーシアのサンウェイ大学とMOUを締結し，短期
派遣や海外インターンシップの可能性を検討した。また，インドネシア，ニュージーランドでプ

一般向け公開講座，看護職者向け専門講座，自治体・企業向けセミナー等を開催し，地域との交流，

実績　　　　　　　　　　年度
公開講座・シンポジウム等開催数

いく必要がある。このような取組を実践していくため，研究部門と地域連携部門を統合した新組織
「研究推進・地域未来共創センター」の設置のほか，地域連携コーディネーター（CDN）の活動強
化のための準備を進めた。【84】
マダコの完全養殖については，科学技術振興機構の研究成果 適展開支援プログラムA-STEP NexTEP

高等学校新学習指導要領で展開される「総合的な『探究』の時間」への対応として，県内９校の
高等学校から依頼を受け，生徒向け課題探究支援を実施した。【89】

地域連携センターでは，自治体・企業との連携や受託事業，公開講座の開催などを担っている一方，
研究担当部門においては，研究に関する外部資金の獲得・管理や教員研究費の配分，知財化支援な
どを担っている。研究成果の戦略的な知財化と地域への還元，自治体・企業との更なる連携を推進
するためには，研究と地域連携を一元化するとともに，連携にとどまらず，地域の未来を共創して

第２　地域貢献等

【重点目標】
　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこと
により，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行う。

地域貢献等に関する特記事項
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１　地域貢献に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

78

イ オープンキャンパスや県内を中
心とした高等学校訪問など積極的か
つ効果的な広報活動により，アド
ミッション・ポリシーや大学の教育
研究成果について幅広く周知する。
（再掲2）

78

・中期目標の「第１の１ 教育に関する目標」（中期計画№２）に
おいて対応

-

・中期目標の「第１の１ 教育に関する目標」（中期計画№２）に
おいて対応

79

ロ 推薦入試では，県内の高等学校
等には県外の場合より多くの推薦人
数を認めるなど，引き続き地元の人
材育成に配慮するとともに，今後の
入試制度改革の動向に留意して地域
社会への教育機会の提供の在り方を
検討し，必要な改善を行う。

79

・中期目標の「第１の１ 教育に関する目標」（中期計画№４）及
び「第２の１ 地域貢献に関する目標 (３) 大学間及び高等学校
との連携」（中期計画№89）において対応

-

・中期目標の「第１の１ 教育に関する目標」（中期計画№４）及
び「第２の１ 地域貢献に関する目標 (３) 大学間及び高等学校
との連携」（中期計画№89）において対応

第２　地域貢献等

令和２年度計画
法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
中期目標 中期計画

「県民の高等教育
機関」としての役割
を果たすため，質の
高い教育機会を提供
し，県内への優れた
人材の供給に努める
とともに，社会人の
多様なニーズにも対
応した教育の機会を
充実し，生涯を通じ
た学びの場としての
機能を強化する。

また，大学の教育
研究の成果を地域に
生かす社会活動拠点
として地域連携セン
ターを中心に，学生
の実践力を育みなが
ら，地域課題の解決
や地域の活性化など
に積極的に取り組む
とともに，大学施設
を地域に開放する。

Ⅲ8080

〔看護学群〕
・ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨地での実習制限の中，
看護学群と臨地看護部との連絡，相談を密に行いながら，臨地実習
を展開し，看護に求められる役割や機能を実践的に学ぶ機会を確保
した。
・ 新 カ リ キ ュ ラ ム に お い て ， 多 職 種 連 携 教 育 （ IPE ：
InterProfessional Education）強化ができる看護マネジメント実
習の新設を検討した。
・本学教員と実習施設看護職がともに連携しながら実習指導の質を
高めるための研修として，臨地実習指導教員研修会をZoomにより実
施した。実習施設から21名の看護職が参加した。
〔事業構想学群〕
・インターンシップⅠ（２年：必修科目）及びインターンシップⅡ
（３年：選択科目20名履修）を遠隔講義システムを活用するなどし
て円滑に実施し，地域社会・産業への関心と学習を深化させた。
・各学類の３・４年次の演習科目において，地域の自治体や企業，
NPO等と地域連携教育を進め，学生の地域理解を深めるにとどまら
ず，地域連携プロジェクトを進める事によって商品開発やプロモー
ション，イベントの実施などの成果を上げた。
〔食産業学群〕
・新カリキュラムのインターンシップⅠ（２年：必修科目132名参
加）及びインターンシップⅡ（３年：選択科目53名参加），学外研
修（インターンシップ・アドバンストコース：２・３年選択科目０
名：新型コロナウイルス感染症拡大により中止）を円滑かつ確実に
実施した。また，連携した企業等はインターンシップⅠ，インター
ンシップⅡともに２社であった。

〔看護学群〕
・ 引き続き，各実習における展開方法の改善を図り，教員と臨地
実習施設担当者で，学生が，看護に求められる役割や機能を実践的
に学ぶことができるよう，指導方法について検討する。
・ 新カリキュラムの検討の中で，学生の看護実践能力向上に向け
て実習及び講義科目での多職種連携教育（IPE：InterProfessional
Education）強化について検討する。
〔事業構想学群・食産業学群〕
・ 引き続き，2年次必修科目インターンシップⅠ及び3年次選択科
目インターンシップⅡ，学外研修科目（インターンシップ・アドバ
ンストコース）を実施し，地域社会・産業への関心と学習を深化さ
せる。

ハ 県内の病院や企業などにおける
実習，インターンシップを行うとと
もに，フィールドワークや県内全域
における体験・体感型学修などを積
極的に導入し，地域社会に貢献でき
る人材育成に資する。

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

(1) 地域社会への貢献 評価委員会による評定実績
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中期目標 中期計画

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

・ 地域連携センターの学群コーディネーター及び専任コーディ
ネーターが，組織を越えた研究・事業等の企画や「地域フィールド
ワーク」や「コミュニティ・プランナープログラム」等への協力を
行い，大学の教育研究資源を活用した地域貢献を行う。
・ 他大学等で実施するシンポジウム・勉強会等へ参加し，地域連
携・産学連携事例を調査・議論することで，他大学等との連携の強
化を図る。
・ 地域課題に対する技術指導・情報提供のため，「学術指導」及
び「受託事業」等を展開し，大学の教育研究資源を地域へ還元す
る。
・ 一般向け公開講座，看護職者向け専門講座，自治体・企業向け
セミナー等の開催により，地域への教育研究資源の還元，地域との
協力関係強化を図る。
・ 大和キャンパス交流棟2 階の「PLUS ULTRA-」の活用を継続し，
地域から本学への関心度向上を図るとともに，企業研修や学会活動
など学外の利用も推進する。
【数値目標】公開講座・シンポジウムの開催数50 回

ホ 大学の連携・協働の窓口として
の地域連携センターの機能を充実強
化し，公開講座やシンポジウムの開
催，共同研究・地域課題に対する技
術指導・情報提供など，大学の教育
研究資源を活用した地域貢献を行
う。
【数値目標・目標年度】

★公開講座・シンポジウム等の開
催数
（学都仙台コンソーシアムサテライ
トキャンパス公開講座も含む。）

46回 (平成25年度)→ 50回 (平
成32年度)

8181

〔看護学研究科〕
・ニュースレターに掲載する内容を学外ウェブサイトで公開するこ
とで省力化と，ニュースの即時性を両立させた。
・コロナ禍の情勢を考慮し，研究科の紹介と入試説明に関する動画
を収録してウェブサイトで公開し，希望者は事前にそれら動画を見
てもらうことで，入試説明会の時間短縮と効率化を図った。今年度
は２回の入試説明会を開催し，４人の参加があった。
〔事業構想学研究科〕
・博士前期課程各領域の特別講義の中で，非常勤講師を加えて，各
教員の専門領域の現在の重要なテーマについてワークショップ等を
行い，大学院で学ぶ魅力について発信した。したいところの派遣職
員向けの受け入れについては，各自治体に働きかけを行った。
〔食産業学研究科〕
・社会人入学を促進のため，県内市町村，宮城県の食品企業等に募
集の案内を送付し広報活動に務めた。結果として，食産業学研究科
博士前期課程に１名，博士後期課程に１名の社会人入学が確定し
た。自治体派遣枠での応募は無かった。

Ⅲ

〔看護学研究科〕
・ ニュースレターの発行，公開講座などでの配布など，入試説明
会や入試に関する情報発信を引き続き行う。
・ 社会人入学を促進するため，学外ウェブサイトでの情報発信を
充実させる。
〔事業構想学研究科・食産業学研究科〕
・ 引き続き，特別講義の中で，非常勤講師を加えて，大学院で学
修する魅力を発信する。自治体等からの派遣職員向けの受入れを増
加させる方法を検討する。 

ニ 地域の卓越した教育研究拠点と
して，生涯を通じた学びに貢献する
ため，大学院への社会人の受入れ等
を積極的に進める。

Ⅲ

「県民の高等教育
機関」としての役割
を果たすため，質の
高い教育機会を提供
し，県内への優れた
人材の供給に努める
とともに，社会人の
多様なニーズにも対
応した教育の機会を
充実し，生涯を通じ
た学びの場としての
機能を強化する。

また，大学の教育
研究の成果を地域に
生かす社会活動拠点
として地域連携セン
ターを中心に，学生
の実践力を育みなが
ら，地域課題の解決
や地域の活性化など
に積極的に取り組む
とともに，大学施設
を地域に開放する。

82

・自治体等からのニーズに応じて地域連携センターが参画し，２件
の連携事業につなげた。
・地域連携センターの専任コーディネーターが，東北経産局主催の
東北リエゾンネットワーク会議に出席し，他大学の先進的な地域連
携・産学連携事例を学び産学官金連携に対する実践力強化に努め
た。
・地域連携センターの専任コーディネーター及び学群コーディネー
ターが，自治体等からのニーズに対して企画立案から参画し，受託
事業８件を獲得し，大学の教育研究資源を地域へ還元した。
・一般向け公開講座，学群企画公開講座，看護職者向け専門講座，
自治体・企業向けセミナー等を開催し，産学官による連携をすると
ともに，本学が有する教育研究資源を還元した。コロナ禍により，
学都仙台公開講座及び大崎市の宮城大学移動開放講座は全回中止と
なった。新型コロナウイルス感染拡大防止に努め，一部の公開講
座・セミナーをオンラインにて開催した。
・交流棟２階PLUS ULTRA-を，セミナー・シンポジウム・授業等で
多目的に活用することを支援し，学内外や地域との交流を効果的に
推進した（活用実績99件）。
★公開講座・シンポジウムの開催数…25回

(公開講座５回，事業構想学群１回，食産業学群２回，看護職者
向け専門講座６回，基盤教育群８回，企業・自治体向けセミナー３
回)

82
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【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

 「県民の高等教育
機関」としての役割
を果たすため，質の
高い教育機会を提供
し，県内への優れた
人材の供給に努める
とともに，社会人の
多様なニーズにも対
応した教育の機会を
充実し，生涯を通じ
た学びの場としての
機能を強化する。
　また，大学の教育
研究の成果を地域に
生かす社会活動拠点
として地域連携セン
ターを中心に，学生
の実践力を育みなが
ら，地域課題の解決
や地域の活性化など
に積極的に取り組む
とともに，大学施設
を地域に開放する。 83

ヘ　図書館の利用時間の延長や大学
施設の地域への開放など，サービス
の拡大を図る。

83

・ 宮城県図書館をはじめとした地域の機関との連携を意識し，相
互協力の体制構築を進める。
・ 「六限の図書館」をはじめとする図書館利用促進事業の定期的
な開催を行う。
・ 図書館内掲示については，学内のサイン計画と連動・連携し，
検討を進める。（再掲）
・ 情報発信力の強化として，学術機関リポジトリを利用して研究
ジャーナルの公開を進めつつ，業務体制を整える。（再掲）

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症により学外者の利用を停止しており，
他機関連携や地域へのサービスが難しい状況ではあるが，特に宮城
県図書館との今後の連携について模索を続けていきたい。なお，仙
台市精神福祉総合センターとの共催による展示架企画は実施するこ
とができた。
・新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の事業実施が難し
い状況の中，学修支援を主軸としたオンライン講座を実施した。
「六限の図書館」の新しい方向性として次年度にも活かす方策を検
討していく。（再掲）
・図書館内掲示については，学内のサイン計画の進捗状況に合わ
せ，引き続き次年度検討する。（再掲）
・研究ジャーナルは，11月にエントリーを開始，19件の投稿があ
り，年度内（３月）に創刊号を発刊した。（再掲）
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【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

(2) 産学官の連携 評価委員会による評定実績

 大学が持つ教育・
研究資源や成果をイ
ノベーションや新産
業の創出，起業家の
育成支援等を通じ地
域社会に還元するた
め，産学官連携の推
進を大学の重要な社
会的役割と位置付
け，県内の産業界を
はじめとした有機的
なネットワークの充
実に努めるととも
に，地域のシンクタ
ンクとしての役割も
担うよう，県内市町
村等との連携を積極
的に進める。

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症対策支援として，看護学群の教員計15
が軽症者宿泊施設療養対応，教員計20名が厚労省のIHEATとして保
健師等派遣に参加した。IHEATの活動では，仙台市内にて積極的疫
学調査，在宅療養者の健康状況確認，派遣者・支援者・職員の連携
を担うリーダー業務等を実施した。
・コロナ禍により当初計画した連携自治体への訪問はほぼできな
かったものの相談対応や受託事業に関連して民間企業・団体や自治
体等を訪問した（連携協定締結先への訪問：24件，相談：22件）。
・自治体等からのニーズに対して，地域連携センターの専任コー
ディネーター及び学群コーディネーターが企画立案から参画し，2
件の連携事業につなげた。
・大和町との連携協定に基づき，大和町をより良いまちにするため
に大和町議会議員，本学の教員及び学生による議会懇談会を開催し
た。
・自治体職員の人材育成，さらに，自治体等が抱える課題を解決す
るため，地方自治体派遣枠としての大学院生の受け入れを継続し
た。（富谷市職員１名）
・七十七銀行や宮城県食品産業協議会等との連携協定を活かし，協
定を結んでいない企業等からの相談に教員と連携して対応した（相
談９件）。
・令和３年３月末時点の市町村等との連携協定数：28件
・マダコの完全養殖については，科学技術振興機構の研究成果 適
展開支援プログラムA-STEP NexTEPに採択され，事業化レベルにま
で進展した。
・地域連携センターは，自治体・企業との連携や受託事業，公開講
座の開催などを担っている一方，研究担当部門においては，研究に
関する外部資金の獲得・管理や教員研究費の配分，知財化支援など
を担っている。研究成果の戦略的な知財化と地域への還元，自治
体・企業との更なる連携を推進するためには，研究と地域連携を一
元化するとともに，連携にとどまらず，地域の未来を共創していく
必要がある。このような取組を実践していくため，研究部門と地域
連携部門を統合した新組織「研究推進・地域未来共創センター」の
設置のほか，地域連携コーディネーター（CDN）の活動強化のため
の準備を進めた。

・ 協定を締結している民間企業・団体や自治体等及びその関係先
に対して，地域連携センターの専任コーディネーターが訪問及び相
談対応等を行うことによりニーズの掘り起しを行い，共同研究や連
携事業等を検討し，連携の強化につなげる。
・ 自治体職員の人材育成，さらに，自治体等が抱える課題を解決
するため，地方自治体派遣枠としての大学院生の受け入れを継続す
る。
・ 商工団体や業種団体などの産業界との協定を活かし，協定を締
結していない民間企業・団体や自治体等に対してもニーズの掘り起
しを行い，共同研究や連携事業等を検討し，新たな連携協定締結に
つなげていく。
【数値目標】既に中期計画の連携協定目標数を達成済み（目標20 
件，現状28件）

84

イ　宮城県をはじめ，既に協定を締
結している宮城県中小企業団体中央
会などの民間企業・団体や自治体等
との連携を充実強化するとともに，
他の民間企業・団体や自治体等との
連携を積極的に進める。
【数値目標・目標年度】
市町村等との連携協定数
15件 (平成25年度)→ 20件 (平成32
年度)
 

84
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【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

85

ロ 地域連携センターの地域振興事
業部において，自治体，企業等を対
象にした受託調査研究事業や各種補
助事業等を行う。
【数値目標・目標年度】
地域振興事業部調査研究の受託(補

助)件数　
7件 (平成25年度)→ 10件 (平成32年
度)

85

・中期目標の「第２の１ 地域貢献に関する目標 (２)産学官の連
携」（中期計画№84）において対応

-

・中期目標の「第２の１ 地域貢献に関する目標 (２)産学官の連
携」（中期計画№84）において対応

86

ハ 宮城県基盤技術高度化支援セン
ター（KCみやぎ）のメンバーとして
の活動を通じて，共同研究や受託研
究を進める。

86

・宮城県基盤技術高度化支援センター（KCみやぎ）に加盟している
他大学や研究機関との情報交換を行い，連携を強化する。

Ⅲ

・地域連携センターの専任コーディネーターが，KCみやぎ研究会の
前年度活動報告をするとともに，KCみやぎに加盟している他大学や
研究機関との情報交換を行い，各機関の専門・強みの共有等により
連携強化を行った。
・KCみやぎ産学共同研究会の委託事業への応募を学内に周知し申請
を支援することで，４件の採択に至った。また，研究会における本
学研究者の活動を支援した。

 大学が持つ教育・
研究資源や成果をイ
ノベーションや新産
業の創出，起業家の
育成支援等を通じ地
域社会に還元するた
め，産学官連携の推
進を大学の重要な社
会的役割と位置付
け，県内の産業界を
はじめとした有機的
なネットワークの充
実に努めるととも
に，地域のシンクタ
ンクとしての役割も
担うよう，県内市町
村等との連携を積極
的に進める。
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【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ

8787

〔看護学群・看護学研究科〕
・学都仙台コンソーシアム単位互換ネットワークを活用し，他大学
等の科目の単位を修得した学生はいなかった。また，新型コロナウ
イルス感染症拡大により，サテライトキャンパス公開講座は実施さ
れなかった。
・看護人材育成・支援事業としての公開講座や研修会は，新型コロ
ナウイルス感染拡大防止を考慮し，ほぼ実施できなかった。参加者
を少人数に限定できるものや完全オンラインで実施可能なものとし
て，３事業については，一部方法を変更して実施した。
〔事業構想学群・事業構想学研究科〕
・学都仙台コンソーシアム単位互換ネットワークを活用し，他大学
等の科目を本学学生が多数履修しているが，本年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により，サテライトキャンパスで，予定さ
れていた大学院の特別講義兼公開講座は，オンラインで実施した。
・平成29年度より実施している東北大学が主幹として展開している
文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業」のコンソーシアム
に参画し，コンソーシアムのうち５大学が連携して実施した「レジ
リエント社会の構築を牽引する起業家精神育成プログラム」を履修
した。
〔食産業学群・食産業学研究科〕
・学都仙台コンソーシアム単位互換ネットワークを活用し，他大学
等の科目を本学学生が多数履修しているが，本年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により，東北大学のフィールド環境学を含
めすべてが中止となった。

・ 引き続き，学都仙台コンソーシアムのサテライトキャンパス公
開講座をはじめ，公開講座や研修会の開催により，地域社会の活性
化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供に貢献する。

イ 学都仙台コンソーシアムへの参
画による単位互換の実施などによ
り，大学間の連携を強化する。

大学に対する社会
の期待や多様なニー
ズに対応するため，
学都仙台コンソーシ
アムへの参画をはじ
め，他の大学等との
有機的な連携を強化
する。

また，次代を担う
世代の育成及び優れ
た学生の確保を図る
ため，高等学校との
連携を推進する。

評価委員会による評定実績(3) 大学間及び高等学校との連携

Ⅲ
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中期目標 中期計画

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

大学に対する社会
の期待や多様なニー
ズに対応するため，
学都仙台コンソーシ
アムへの参画をはじ
め，他の大学等との
有機的な連携を強化
する。

また，次代を担う
世代の育成及び優れ
た学生の確保を図る
ため，高等学校との
連携を推進する。

Ⅲ8888

・県内３つの自治体（３自治体とも２年目）を対象地域として「地
域フィールドワーク」を開講し全学の１年生444人が履修した。今
年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，例年実施してい
た現地でのフィールドワークは開講期間内の実施を見送ることとし
た。その代替として地域の事業者等のインタビューを素材とした映
像教材を作成し，学生に視聴させた。また，Zoomを活用して自治体
等と中継を行い，学生との質疑応答を実施した。自治体等との調整
に伴う感染拡大のリスク回避や負担軽減のため，当初計画した６自
治体から３自治体へと対象地域数を絞った。
・学生の自己評価アンケートでは，地域課題とその解決に関心を持
つ学生が８割を超え，地域社会の課題と自己の位置づけを明確にす
るための機会となった。授業はすべて平日開講とし，自治体及び教
職員の負担軽減を図った。
・希望者のみ，課外にて，10月31日に現地でのフィールドワークを
実施し，講義のフォローアップを行った。全学群から44人が参加し
た。
・全学共通科目「コミュニティ・プランナー概論及び演習」，「コ
ミュニティ・プランナー実践論」，「コミュニティ・プランナー
フィールドワーク演習」を開講し，地域社会に貢献できる人材養成
に向けた課題解決型の学修（PBL）に取り組んだ。フィールド選定
にあたっては，地域フィールドワークのフォローアップを考慮し，
「コミュニティ・プランナー実践論」では白石市・亘理町をフィー
ルドとして63人が履修した。「コミュニティ・プランナーフィール
ドワーク演習」については履修生の自主的な計画に基づくフィール
ドを対象として45人が履修した。前期「コミュニティ・プランナー
概論及び演習」は110人が履修し，新型コロナウイルス感染拡大防
止のため，現地フィールドワークを見送った。コミュニティ・プラ
ンナー・プログラムの所定の単位を修得した学生30人に対して，卒
業時に「コミュニティ・プランナー・アソシエイト」を授与した。
・兵庫県立大学とのCPプログラムの遠隔合同発表会については，新
型コロナウイルス感染症対策のため学生は自宅からオンラインで参
加した。また新たにZoomを活用した分科会形式を取り入れ，両校の
学生の交流を促進した。奈良県立大学とのMiRaIプログラムについ
ては，特に関西圏の新型コロナウイルス感染症の状況が深刻なこと
もあり，両校協議の上で開催を見合わせた。

・ 引き続き，基盤教育科目の「地域フィールドワーク」では，内
容の改善を進めることにより，「コミュニティ・プランナープログ
ラム」との科目連動を整備し，地域連携型実践教育の宮城大学モデ
ルの構築を進める。
・ 兵庫県立大学，奈良県立大学との連携教育を継続して実施する
とともに，次期カリキュラム改定を視野に入れ，今後の展開方向に
ついて検討する。

ロ 兵庫県立大学との連携のもと，
地域社会の担い手となる「コミュニ
ティ・プランナー」育成のための実
践的教育課程を構築する。
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Ⅲ89 89

大学に対する社会
の期待や多様なニー
ズに対応するため，
学都仙台コンソーシ
アムへの参画をはじ
め，他の大学等との
有機的な連携を強化
する。

また，次代を担う
世代の育成及び優れ
た学生の確保を図る
ため，高等学校との
連携を推進する。

・平成31年４月に設置した高大連携推進室を中心に，大学全体で組
織的な高大連携事業の展開及び運営を進めることができた。
・本学の高大連携事業について高校教員と意見交換を図ることを目
的に実施している「高大連携事業調整会議」については，新型コロ
ナウイルス感染症の影響により対面での実施が困難だったことか
ら，６月及び２月に学外ホームページを通じて高等学校等に必要な
情報提供を行う形とした。
・高等学校新学習指導要領で展開される「総合的な『探究』の時
間」への対応として，県内９校の高等学校から依頼を受け，生徒向
け課題探究支援を実施した。
・大学での学びに触れ，深い学びを通じて自己の進路意識を高める
ことを目的とした「アカデミック・インターンシップ」について
も，新型コロナウイルス感染症の影響により初のオンライン実施と
なったが，前年度並みの23校143名の参加があり，対面実施と同
様，高校生の進路実現のための機会を提供することができた。

・ 引き続き，「高大連携推進室」を中心とした高大連携事業の運
営体制を継続し，高等学校から大学へのスムーズな移行を支援する
とともに，相互の教育の質を高めることによる地域教育ネットワー
クを構築する。
・ 現行実施している「高大連携事業調整会議」について，教育委
員会を含めた「高大連携研究協議会(仮称）」の構想を進め，高等
学校との対話・意見交換を超えて，相互の共通課題を解決する研究
会等の実施を通じて，次世代を担う人材育成に貢献する。
・ 令和3年度からの新入試に対応した高大連携施策について検討を
進め，「アカデミック・インターンシップ」プログラムの内容の強
化を図る。
・ 次期中期目標期間を見据えた高大連携事業の展開について，国
や地域の動向を踏まえながら先んじて検討を進める。

ハ 高等学校との意見交換などによ
り，次代を担う世代の育成に向けた
有効な高大連携方策を検討する。
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【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
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う。

２　国際交流等に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

91

ロ 主催事業を積極的に開催し，
ウェブサイト等を活用した情報発信
に努めるとともに，海外大学の情報
収集や国際交流推進に係る競争的資
金について積極的に情報収集・獲得
すること等により，学生・教職員の
国際交流の推進を図る。

91

・ 国際交流・留学生センターのウェブサイトにおいて，今後さら
に同センターの活動を発信していく。
・ ウェブサイトの多言語化については，当面英語のみとするもの
の，機械翻訳によらないネイティブチェックを実施した英語版サイ
トを可能な限り多くのページで実現する。
・ 学生向けの留学支援奨学金の情報の収集・発信はもとより，国
立研究開発法人科学技術振興機構による日本･アジア青少年サイエ
ンス交流事業「さくらサイエンスプラン」をはじめ，他の国際に関
する競争的資金の獲得に向けて積極的に活動を展開していく。
・ 令和元年度に新設した宮城大学ネクストリーダーズ基金により
支援された活動がある場合，その情報発信をしていく。

Ⅲ

・「国際学生交流プログラム NAKATANI RIES 2021」等学生向け留
学プログラムや，オーストラリア大使館や州政府を通して募集が
あった現地教育機関によるオンライン英語コースや学部講義の無料
体験等の情報を発信した。
・国際交流・留学生センターの活動を学内により周知するため，
ニュースレター「CIEOS POST」を発刊した。これまでに３回刊行
し，全学生にメールで配信した。
・留学や国際関係に興味のある学生に情報提供をするため，ポータ
ルサイトに「国際・留学関係」のキャビネットを作成し，留学関連
情報や帰国生による留学体験記を掲載した。
･日本･アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプラ
ン」の実施概要の記事が「文教ニュース」に掲載された。
・提携先のフィンランドに留学していた学生の留学体験記をウェブ
に掲載した。
・帰国生が留学体験を語る「留学体験談」をオンラインで実施し，
留学に興味のある学生たちに情報共有の場を提供した。

世界に開かれた大
学として，教育研究
の充実強化を図るた
め，外国人教員の配
置などグローバル化
に対応した教育環境
づくりを進めなが
ら，学生や教職員の
国際交流を積極的に
推進するとともに，
海外大学等との連携
による教育研究活動
を通して国際社会へ
の貢献を図る。

また，グローバル
な視点をもって地域
社会の活性化を担う
人材を育成する。

(1) グローバル化を推進するための教育環境整備

評価委員会による評定実績

Ⅲ9090

・これまでベトナムを中心に行ってきたリアル・アジアプログラム
をアジア他地域等でも展開するために，オーストラリアのサザンク
ロス大学を加えたほか，マレーシアのサンウェイ大学とMOUを締結
し，短期派遣や海外インターンシップの可能性を検討した。また，
短期派遣は，コロナ禍のため中止としたが，MOU締結により，次年
度以降の教育プログラムの実施に向けた協議を進めることができ
た。
・ロンドンメトロポリタン大学（UK）と今後とも国際交流を継続し
ていくことを確認し，MOUの締結期間を延長した。また，デラウェ
ア大学（US）とは短期研修等も含めたポストコロナの具体的内容検
討に入った。
・引き続きインドネシアでのプログラムを立ち上げるための調査・
交渉，ニュージーランドでプログラムを立ち上げるための調査を
行った。
・文部科学省による官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学
JAPAN」に代わる留学支援として，ネクストリーダーズ基金を活用
した海外派遣プログラム（短期，長期）による学修支援を検討し
た。また，「トビタテ！留学JAPAN」が１期延長されたことから，
その募集・応募支援を行った。
・JETRO仙台と連携し，「グローバル人財育成講座」プログラムの
提供を検討した。また，県内企業のグローバル人材確保に向けて，
企業と留学生の人材マッチング・イベント交流会に参加した。

・ 平成30年度に新設した「リアル・オーストラリア」（現「リア
ル・アジア（オーストラリア）」）に加え，学生のニーズを的確に
把握しながら，英語圏を中心とした派遣先の戦略的増加と戦略的広
範囲化を図る。
・ 付属の英語教育機関を有する海外大学との連携については北米
の大学及び新しい「リアル・アジア」の計画に沿い，ニュージーラ
ンドの大学との連携を模索する。
・ 東南アジアについては，タイ，マレーシアに加え，インドネシ
アの大学との連携を模索する。
・ 海外派遣，留学に適用する金銭的な学修支援について，文部科
学省による官民協働海外留学支援制度「トビタテ留学JAPAN」が終
了したことから，同プログラムに参加できる力を持った学生への類
似の財政支援を検討する。

イ 外国人教員の配置など，国際交
流・留学生センターの組織体制を強
化するとともに，グローバルな視点
を加味した教育・研修プログラムの
充実に努め，地域社会の活性化を担
うグローバル人材を育成する。

55



第２　地域貢献等

令和２年度計画
法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
中期目標 中期計画

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】
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う。

93

(2) 海外大学等との連携

・グローバルレクチャー「うま味ハンター　多文化共生を語る」を
開催し，グローバルな視点をもって地域社会に貢献してきた専門家
から，グローバル化社会にとって大切な素養について講義しても
らった。
・「宮城大学アンバサダープログラム」（オーストラリア，アメリ
カ，フィンランド向け）や「トビタテ！留学JAPAN」の説明会を開
催した。
・アーカンソー大学が宮城大学生のために開催を計画したオンライ
ン聴講講座の公募を行った。
・提携先のフィンランドに留学していた学生の留学体験記をウェブ
に掲載した。（再掲）
・帰国生が留学体験を語る「留学体験談」をオンラインで実施し，
留学に興味のある学生たちに情報共有の場を提供した。（再掲）
・国際交流・留学生センターの活動を学内により周知するため，
ニュースレター「CIEOS　POST」を発刊した。これまでに３回刊行
し，全学生にメールで配信した。（再掲）
・留学や国際関係に興味のある学生に情報提供をするため，ポータ
ルサイトに「国際・留学関係」のキャビネットを作成した。（再
掲）

Ⅲ

イ 交換学生の授業料免除，単位認
定や共同研究，本県企業と海外大学
との共同研究への支援など，実効性
を重視した大学間協定締結を推進す
る。

ロ　協定校等との連携による教育研
究活動を通じた取組及び成果等を情
報発信するため，国際シンポジウム
等を開催する。

93

・ 長期留学生の留学報告会，海外研修報告会，留学先大学の紹介
イベント等を実施し，グローバル人材育成プロジェクトの取り組み
や成果を発信する。(再掲)
・ 協定校等との連携による教育研究活動を通じた取り組み及び成
果等を情報発信するため，国際交流・留学生センターの取り組みや
留学生等の活動を随時紹介していく。
・ 全学広報体制の整備に伴い，広く受験生，一般県民，企業等に
対して協定校等との連携による教育研究活動を通じた取り組み及び
成果等を情報発信するため，ウェブサイトによる広報を充実させ
る。

Ⅲ

・ 平成30年度に新設した「リアル・オーストラリア」（現「リア
ル・アジア（オーストラリア）」）に加え，学生のニーズを的確に
把握しながら，英語圏を中心とした派遣先の戦略的増加と戦略的広
範囲化を図る。（再掲）
・ 付属の英語教育機関を有する海外大学との連携については北米
の大学及び新しい「リアル・アジア」の計画に沿いニュージーラン
ドの大学との連携を模索する。（再掲）
・ 東南アジアについては，タイ，マレーシアに加え，インドネシ
アの大学との連携を模索する。（再掲）
・ 全米国際教育者協会（NAFSA），国際教育交流協議会（JAFSA）
を通して，提携可能性校について，さらなる情報収集を行う。
・ 学群・大学院での英語による指導の増強等を通して，受入れ体
制の改善を進めていく。

　世界に開かれた大
学として，教育研究
の充実強化を図るた
め，外国人教員の配
置などグローバル化
に対応した教育環境
づくりを進めなが
ら，学生や教職員の
国際交流を積極的に
推進するとともに，
海外大学等との連携
による教育研究活動
を通して国際社会へ
の貢献を図る。
　また，グローバル
な視点をもって地域
社会の活性化を担う
人材を育成する。

9292

・コロナ禍のため，学生の長期海外派遣はすべて中止にしたが，留
学希望者への情報提供と必要な選考手続を進めた。
・これまでベトナムを中心に行ってきたリアルアジア・プログラム
をアジア他地域等でも展開するために，オーストラリアのサザンク
ロス大学を加えたほか，マレーシアのサンウェイ大学とMOUを締結
し，短期派遣や海外インターンシップの可能性を検討した。また，
短期派遣は，コロナ禍のため中止としたが，MOU締結により，次年
度以降の教育プログラムの実施に向けた協議を進めることができ
た。（再掲）
・引き続きインドネシアでのプログラムを立ち上げるための調査・
交渉，ニュージーランドでプログラムを立ち上げるための調査を
行った。（再掲）
・ロンドンメトロポリタン大学（UK）と今後とも国際交流を継続し
ていくことを確認し，MOUの締結期間を延長した。また，デラウェ
ア大学(US)とは短期研修等も含めたポストコロナの具体的内容検討
に入った。（再掲）
・JAFSA(国際教育交流協議会）のオンライン初任者研修「基礎から
学ぶ国際教育交流」に担当職員と国際交流・留学生センターアシス
タントが参加し，派遣留学プログラムの運営や留学生アドバイジン
グの方法について学び，他大学の国際担当教職員と情報交換をする
ことができた。（再掲）

56



第２　地域貢献等

令和２年度計画
法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
中期目標 中期計画

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

95

ロ 外国人留学生の勉学意欲を高
め，留学生受入れの
一層の推進を図るため，教員宿舎の
貸与や独自の奨学制度を検討すると
ともに，国費留学生等の積極的な受
入れを行う。（再掲59）

95

・ 高度外国人留学生受入れ推進のため，既に大学を卒業している
日本語学校生を対象に本学の周知，個人面談等を行い，政府等が実
施する招聘，奨学金プログラム情報の収集，本学研究科等への橋渡
しをしていく。
・ 政府等が行う短期訪日研修プログラムに関して，情報収集とそ
の周知を行う。
・ 外国人留学生受入れに際し支障となる事項を確認し，寮費奨学
金を含めてどのような支援が必要か検討を行う。

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症対策のため，日本語学校の学生を対象
に，オンライン上で大学説明会を実施した（５校，50人）。学群の
教育・研究内容に加え，大学院における教育・研究内容も紹介し
た。（再掲）
・宮城県国際企画課と連携し，外国人留学生定着支援事業の『企業
の魅力を動画で発信プロジェクト』に参画し，地域の産業界とも連
携しながら，留学生の多様な進路に対応した教育プログラム及び支
援体制を整備することができた。（再掲）
・遠隔授業実施期間中は，「留学生オンライン・ラウンジ」を実施
し，留学生の生活面，精神面における支援を行った。（再掲）

(3) 留学・留学生支援

Ⅱ9494

・新型コロナウイルス感染症対策のため，日本語学校の学生を対象
に，オンライン上で大学説明会を実施した（５校，計50人）。学群
の教育・研究内容に加え，大学院における教育・研究内容も紹介し
た。（再掲）
・国際交流・留学生センターの活動を学内により周知するため，
ニュースレター「CIEOS POST」を発刊した。これまでに3回刊行
し，全学生にメールで配信した。（再掲）
・留学や国際関係に興味のある学生に情報提供をするため，ポータ
ルサイトに「国際・留学関係」のキャビネットを作成し，留学関連
情報や帰国生による留学体験記を掲載した。（再掲）
・宮城県国際企画課と連携し，外国人留学生定着支援事業の『企業
の魅力を動画で発信プロジェクト』に参画し，地域の産業界とも連
携しながら，留学生の多様な進路に対応した教育プログラム及び支
援体制を整備することができた。（再掲）
・JETRO仙台と連携し，「グローバル人財育成講座」プログラムの
提供を検討した。また，県内企業のグローバル人材確保に向けて，
企業と留学生の人材マッチング・イベント交流会に参加した。（再
掲）
・「大学国際教育交流・派遣留学管理者向け危機管理オンラインセ
ミナー」や「JTBグループリスクマネジメントワークショップ」に
派遣担当教員，担当職員，国際交流・留学生センターアシスタント
が参加し，コロナ禍での危機管理等について学び，他大学との情報
交換を行った。（再掲）

・ 本学における高度外国人留学生の増加を目指すため，日本語学
校等に対して，外国人留学生に対するさらなるリクルートメントを
図る。 
・ 全学広報体制の整備に伴い，海外からの留学生を増やすため，
英語による本学の教育研究内容やキャンパスライフ等を英訳するな
どして英語版ウェブコンテンツによる広報を充実化させる。
・ 本学における高度外国人留学生の本県企業への就職の増加を促
進するため，キャリア・インターンシップセンターなどと協力し，
本学留学生に対する県内企業の認知度向上とマッチングを図る。 
・ 外国人留学生の住居費低減を図るため，入寮への援助などにつ
いて検討を行う。 
・ 英語による講義・指導の増加を図る。

イ 外国人留学生を対象とした特別
入学枠の長期的な目標（30%）を視野
に入れ，受入体制の改善を検討す
る。

世界に開かれた大
学として，教育研究
の充実強化を図るた
め，外国人教員の配
置などグローバル化
に対応した教育環境
づくりを進めなが
ら，学生や教職員の
国際交流を積極的に
推進するとともに，
海外大学等との連携
による教育研究活動
を通して国際社会へ
の貢献を図る。

また，グローバル
な視点をもって地域
社会の活性化を担う
人材を育成する。
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第２　地域貢献等

令和２年度計画
法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
中期目標 中期計画

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

・国際交流・留学生センターでは，IELTS紹介セミナー，留学を就
職につなげるセミナー等を随時実施し，英語を中心とする語学力の
向上や学生の留学支援のための環境整備を行った。
・国際交流・留学生センターアシスタントは，大和・太白両キャン
パスの学生の希望に応じ，オンラインと対面で留学相談を受け付
け，要望に沿った情報提供やコロナ禍における留学準備についてア
ドバイスを行った。
・グローバルコモンズは，新型コロナウイルス感染症対策のため閉
鎖となったが，English Conversation Station（英会話講座），フ
ランス語レッスン，TOEICセミナー等をオンラインで実施し，語学
力の向上やグローバルコミュニケーションを身につける機会を提供
した。（再掲）
・JAFSA(国際教育交流協議会）のオンライン初任者研修「基礎から
学ぶ国際教育交流」に担当職員と国際交流・留学生センターアシス
タントが参加し，派遣留学プログラムの運営や留学生アドバイジン
グの方法について学び，他大学の国際担当教職員と情報交換をする
ことができた。（再掲）
・国際交流・留学生センターアシスタントについては，JACSAC(日
本認定留学カウンセラー協会)や大使館主催のオンラインセミナー
等に参加し，アメリカやオーストラリア等，学生の渡航希望の多い
地域の情報収集に努めた。（再掲）

・ 大和，太白両キャンパスのグローバルコモンズにおいて，引き
続きコモンズとして適切な資料の整備を進める。
・ 国際交流・留学生センターアシスタントについては，研修会等
に積極的に参加させ，海外での英語学習等の的確なアドバイスを提
供できるようにすることで，学生の相談窓口としての機能を強化す
る。（再掲）
・ グローバルコモンズにおいて，コモンズ運営室などの関係部署
と協力し，学内外の講師による英語によるレクチャーやプレゼン
テーションコンテストなどを引き続き実施し，英語に触れる機会を
増やす。

ハ e－ラーニングによる英語の自
学自習システムの運用を継続すると
ともに，国際交流・留学生センター
において，視聴覚教材，書籍，TOEFL
等の試験用教材などを充実させるほ
か，海外留学に関する相談窓口の設
置，留学プログラムの紹介など，英
語を中心とする語学力の向上や学生
の留学支援のための環境を整備す
る。（再掲45）

世界に開かれた大
学として，教育研究
の充実強化を図るた
め，外国人教員の配
置などグローバル化
に対応した教育環境
づくりを進めなが
ら，学生や教職員の
国際交流を積極的に
推進するとともに，
海外大学等との連携
による教育研究活動
を通して国際社会へ
の貢献を図る。

また，グローバル
な視点をもって地域
社会の活性化を担う
人材を育成する。

Ⅲ9696
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第２　地域貢献等

令和２年度計画
法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）
中期目標 中期計画

評価委員会による評価

評
定

意　　　見

【重点目標】

　グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材の育成や生涯を通じた学びの場の提供，産学官連携の推進による地域の課題やニーズに対応した取組などを行うこ
とにより，地域社会への貢献を果たすとともに，大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を 大限に発揮し，震災からの復旧・復興に向けた支援を積極的に行
う。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

97

(1) 国，民間企業等からの補助金・
寄附金を活用し，関係自治体との連
携を密にとりながら，まちづくりや
生活不活発病予防の取組等を積極的
に展開することにより，被災地の早
期復旧・創造的復興を支援する。

97

・被災地の状況を把握し，必要に応じて支援活動を行う。

Ⅲ

・震災10年事業のWGメンバーとして参加し，主に対象事業の洗い出
しやデータ化を行った。

98

(2) 被災地の創造的復興に向けて，
本学の研究力を発揮する研究活動に
対し特別研究枠を設け，重点的に研
究費を配分する。（再掲75） 98

・ 「研究の実施方針」に基づき，東日本大震災からの創造的復興
に貢献するため，震災復興（発展）研究を学内で公募し，復興計画
期間終了後を見据え，地域社会の持続的な発展につながる研究に対
して学内研究費を競争的に配分する。（再掲） Ⅲ

・東日本大震災からの創造的復興に貢献する研究活動として「震災
復興（発展）特別研究」を設定して学内公募を行ったところ４件の
申請があり，研究費審査会の審査を経て４件すべてを採択し，研究
費2,761千円を配分した。（再掲）

100

(4) 被災した学生に対する授業料の
減免について，地方交付税措置を背
景として継続するとともに，今後の
災害への備えとして，教職員・学生
に対し安否確認システムの活用徹底
を図る。

100

・ 令和2年度においても，引き続き被災世帯に対する授業料減免
（震災枠）を継続する（令和２年度終了予定）。
・ 安否確認システムについて，教職員及び学生に対し，オリエン
テーション等で登録方法を周知するほか，非常時に備えて防災訓練
や学外での演習・実習において模擬訓練を行う。特に，２年生以上
の学生ついては各学群と連携し，登録と訓練への応答率を高めてい
く。
・ 学生がボランティア活動に参加しやすい環境を整備する。 Ⅲ

・令和２年度も被災世帯に対する授業料減免（震災枠）を実施し
た。
・安否確認システムの周知については，全学群で新入生に対する周
知と登録を実施した。訓練については，看護学群では実習WGと共同
し，計４回実施した。事業構想学群及び食産業学群では，２月に全
学での防災訓練の際，安否確認システムを活用した訓練を実施し
た。
・復興支援ボランティア活動については，新型コロナウイルス感染
症の影響により学外での活動が制限されたため，令和２年度は十分
な活動を実施できなかった。

被災地にある大学
として，教育・研究
資源や地域拠点とし
ての機能を 大限に
活用し，震災からの
早期復旧と創造的復
興に向けた支援を積
極的に進めるととも
に，全国的なモデル
となるよう教育研究
成果を広く情報発信
する。

評価委員会による評定実績３　東日本大震災からの復旧・復興支援に関する目標

Ⅲ9999

〔看護学群〕
・ 「災害看護プログラム」のポートフォリオを活用し，教員によ
るフィードバックにより，履修学生の自主活動の継続を支援した。
・「災害看護プログラム」に関わる取り組みや研究結果の検討及び
研究成果を公表を通して，新カリキュラムでの「災害看護プログラ
ム」のあり方を検討した。
〔事業構想学群〕
・コミュニティプランナー育成プログラムにおいて，広くSDGsの支
援から地域課題への取り組みを地域のNPOとともに実施した。
･「災害の科学（水）」「災害の科学（土）」「防災計画」を開講
し，災害防災関連科目の充実を進めた。
・復興庁が主催する「復興ビジネスコンテスト」に18人が参加し，
２組が優秀賞及び企業賞を受賞した。
・文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業」において，東北
大学，神戸大学，北海道大学・小樽商科大学との災害復興ワーク
ショップを実施し，３名の学生が参加した。

・ 看護学群において，「災害看護プログラム」におけるポート
フォリオの活用を継続するとともに，学生の主体性を測る研究結果
をもとに，プログラムの再構築を検討する。
・ 事業構想学群において，前年度に行った災害・防災関連の教育
プログラムをさらに継続，深化させる。

(3) 震災後，内容充実及び新規導入
を行った災害対応の各種プログラム
について，教育内容・方法の検証を
重ね，更なる充実及び実践力の向上
を図る。
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [1 運営体制の改善]
・

・

・

 [3 人事の適正化]
・

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ なし

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
 [1 運営体制の改善]
・ 　

　
・

【104】
 [4 事務等の効率化・合理化]
・

５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [1 運営体制の改善]
・

 [3 人事の適正化]
・

・

予定）。【112】

新しい教員評価制度に係る評価を実施し，評価結果を勤勉手当の成績率に反映させた。教員評価制
度は，教員評価制度検討委員会において，引き続き制度の見直しを図っていくこととしている。
【110】
職員の資質向上を図るため，公立大学協会等の外部機関が主催する研修や県の階層別研修に参加し
た。さらに，令和２年４月から，公立大学協会に職員を１人派遣している（令和５年３月までの

て誤りを指摘されたことから，原因究明及び対策立案を行い，理事会において監事に報告を行った。

統合システムの構築については，引き続き検討を行うこととし，当面，現行システムを適正に管理
し，継続使用とした。【114】

大学の財政状況や年度計画の達成に配慮した予算編成の基本方針を策定し，役員によるヒアリング
を実施した上で，第３期中期計画の資金計画を踏まえた予算編成を行った。【106】

事務職員を４名採用することとし，その内２名については令和２年度中に配置した。プロパー化率
は約83％（令和３年３月末現在）となった。【112】

文科省の「研究機関における公的研究費の監理・監査のガイドライン（実施基準）」履行状況調査
を受けたことから，研究費の内部監査に代え，調査で指摘を受けた外部研究補助者の業務管理の不
備是正のため，その勤務状況について実態調査を行い，課題整理及び改善策の検討を行った。【104】
県の監査委員による財政的援助団体等の監査が実施され，令和元年度決算における財務諸表につい

化のための準備を進めた。【109】
大学運営に携わる職員として踏まえるべき国内や世界の動向を把握するため，「国連持続可能な開
発目標（SDGs）」及び「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」をテーマとした全学的な
FD・SDを令和３年２月に開催した。【105】
令和３年度からの経営審議会次期委員について，所属団体のバランス等に配慮するとともに，引き
続き学外委員が過半数となるよう準備を進めた。【108】

第３　業務運営の改善及び効率化
【重点目標】
　時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善及び効率化を図
る。

　業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

戦略的な外部資金の獲得とそれらを積極的に活用した地域未来研究及び地域との共創を推進する新
組織「研究推進・地域未来共創センター」の設置のほか，導入予定のリサーチアドミニストレータ
ー（URA）と地域連携コーディネーター（CDN）を含めた研究推進・地域連携のマネジメント機能強
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１　運営体制の改善に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

101

イ 理事長が全学的なリーダーシッ
プを発揮できる組織環境を整備する
ため，それを支える役員構成，事務
部の組織体制等について不断の検証
を重ね，必要に応じて見直しを行
う。

101

・ 現在の組織体制を維持しながら，理事長・学長の全学的なリー
ダーシップを支える体制となっているかを検証して，必要に応じ
見直しを行う。 Ⅲ

・現在の学群，事務局等の部局体制，これに横串をさす教育推進
センター等・全学センターの組織体制が機能している。
・研究力向上の観点からの一部組織体制の見直しを検討し，令和
３年度中の組織改編を図る準備を進めた。

102

ロ 各役員の権限と責任を明確化す
るとともに，理事会，経営審議会，
教育研究審議会の機能，役割分担を
明確にした上で，定期的な開催等に
より連携を密にし，法人としての迅
速な意思決定ができる体制を構築す
る。 102

・ 役員の権限と責任を明確にするため，その分担所掌事務を学内
で共有する。
・ 理事会，経営審議会，教育研究審議会を定期的に開催し，迅速
かつ的確な意思決定を行う。
・ 幹部会を毎週開催し，情報や課題等の共有化と意思決定の迅速
化を図る。

Ⅲ

・役員の権限と責任を明確にするため，年度当初に役員の分担所
掌事務を明らかにし，学内に周知したほか，関連規程を学内イン
トラに掲載した。
・理事会，経営審議会，教育研究審議会を定期的に開催し，迅速
かつ的確な意思決定を行った。
・幹部会を毎週開催し，情報や課題等の共有化と意思決定の迅速
化を図った。
・新型コロナウイルス感染症対策のため，公立大学法人宮城大学
危機管理規程第５条の規定による危機対策本部として「新型コロ
ナウイルス感染症対策本部会議」を適宜開催し，WGを適宜設置す
ることにより，新型コロナウイルス感染症への適時的確な対応に
努めた。

103

ハ 教授会の審議事項を精選し，教
育研究審議会との役割分担を明確に
する。 103

・ 教授会と教育研究審議会との役割分担は明確になっていること
から，現行規程に基づき，教授会における審議を充実させてい
く。 Ⅲ

・現行規程に基づき，教授会と教育研究審議会との役割分担を明
確にしつつ，平成30年度に制定された規程に基づき，教授会にお
いて第３期中期目標，第３期中期計画に係る審議を行うなど，審
議の充実を図った。

104

ニ 内部監査の所管を明確化すると
ともに，機能充実を図るための監査
実施体制を構築する。

104

・ 内部統制を図るため，規程に定めた体制，手順に従い，研究費
の監査を含め，適切にテーマを選定の上，内部監査を実施する。
・ 監査法人と会計監査報告会や役員とのディスカッションを実施
する。
・ 重要案件に係る手続きの適正性等について，監事によるチェッ
クを実施する。
・ 文科省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査の
ガイドライン（実施基準）」に基づき作成する「体制整備等自己
評価チェックリスト」を作成し，監事への報告を行う。 Ⅱ

・文科省の「研究機関における公的研究費の監理・監査のガイド
ライン（実施基準）」履行状況調査を受けたことから，研究費の
内部監査に代え，調査で指摘を受けた外部研究補助者の業務管理
の不備是正のため，その勤務状況について実態調査を行い，課題
整理及び改善策の検討を行った。
・監査法人と役員とのディスカッションを実施し，新型コロナウ
イルス感染症に対する対応状況や令和２年度決算に与える影響等
を中心に意見交換を行った。
・県の監査委員による財政的援助団体等の監査が実施され，令和
元年度決算における財務諸表について誤りを指摘されたことか
ら，原因究明及び対策立案を行い，理事会において監事に報告を
行った。
・文科省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査の
ガイドライン（実施基準）」に基づき作成する「体制整備等自己
評価チェックリスト」を作成し，履行状況及び対応が必要と思わ
れる点について報告を行った。

105

ホ 教職員がそれぞれの専門性を発
揮するとともに，教員と事務職員と
の間の連携を強化し，一体となって
業務運営の効率化を図る。

また，大学の運営に当たっては，
教育・研究の充実，雇用も含めた教
育環境の整備など様々な面から，学
内の男女共同参画を推進する。

105

・ 教職員の専門性の向上と業務運営の効率化を図るため，全職員
参加型FDの開催，個別参加型の研修への積極的な派遣，県の階層
別研修及び県派遣研修，自主企画勉強会への支援を引き続き実施
して，職員の専門性の向上を図る。
・ 事務職員の共通課題を認識し，働きやすい環境づくりと能力向
上を図るため，事務職員SD研修及びOJTを実施する。
・ グループリーダーを対象とした研修派遣を実施し，次期管理職
を担う法人職員の育成を図る。

Ⅲ

・大学運営に携わる職員として踏まえるべき国内や世界の動向を
把握するため，「国連持続可能な開発目標（SDGs）」及び「2040
年に向けた高等教育のグランドデザイン」をテーマとした全学的
なFD・SDを令和３年２月に開催した。
・職員の専門性の向上を図るため，公立大学協会が主催する研修
や県の階層別研修に参加した。
・事務職員SD（研修）及びOJT，グループリーダーを対象とした研
修派遣は，新型コロナウイルス感染症対策により外部研修機関に
おける研修が中止されるなどしたため，行わないこととした。

中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

第３　業務運営の改善及び効率化

評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善及び効率化を図
る。

評定 意　　　見

法人が自律性を確
保しつつ戦略的かつ
機動的に時代の変化
に対応できるよう，
各部門長の権限や責
任を明確にしなが
ら，理事長が全学的
なリーダーシップを
発揮できる運営体制
となるよう適宜見直
しを図るとともに，
法人の業務運営の適
正化及び透明性を確
保するため，監査体
制の充実に努める。

評価委員会による評定実績(1) 理事長を中心とする運営体制の構築
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中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

第３　業務運営の改善及び効率化

評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善及び効率化を図
る。

評定 意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

法人の経営戦略に
基づき，全学的な視
点に立った効果的か
つ効率的な予算等の
配分を行う。

106

地域に貢献するプロジェクトやグ
ローバル化を促進する取組，また，
成果に応じた研究費の配分など，戦
略的な観点から予算や人員を重点的
に配分するシステムを構築する。

106

・ 大学の財政状況や年度計画の達成に配慮した予算編成の基本方
針を策定し，重要性や緊急性に応じて戦略的な予算配分を実施す
る。
・ 大学改革を推進するために平成30年度に組織再編を行ってから
3年目となるため，基本的には，その体制を維持するとともに，本
学の課題である研究力向上の観点から一部組織体制の見直しを検
討する。

Ⅲ

・大学の財政状況や年度計画の達成に配慮した予算編成の基本方
針を策定し，役員によるヒアリングを実施した上で，第３期中期
計画の資金計画を踏まえた予算編成を行った。
・現行の組織体制を維持し，その定着を図るとともに，本学の課
題である研究力向上の観点から一部組織体制の見直しについて検
討を行った。
・困難な財政状況に配慮しつつ，かつ，次期中期計画期間におけ
る重点的な取組を実施可能とするための基本方針を策定し，重要
性・緊急性に応じた戦略的な予算編成を行った。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

107

イ 財務，産学連携など，専門性の
高い分野を担当する理事等に学外の
有識者等を登用する。

107

・ 副理事長，各理事等に，学外有識者を適材適所で登用する。

Ⅲ

・副理事長等に学外有識者を任命したほか，大学運営の円滑な遂
行を図るため，理事兼副学長を登用した。

108

ロ 経営審議会の委員に，経営に関
する有識者，民間企業経験者等の学
外者を積極的に登用する。

108

・ 現在の経営審議会学外委員の任期は令和２年度末までとなって
いるが，年度途中での退任等があった場合は，学外委員が過半数
の状態を維持できるよう必要な調整を行う。また，令和3年度から
の委員改選に向けて，引き続き所属団体のバランス等に配慮しな
がら，学外委員が過半数となるよう必要な準備を進める。

Ⅲ

・学外委員のうち１名が年度途中で所属団体役員を退任したが，
同団体における後任者に引き続き委員に就任してもらい，学外委
員が過半数となる状態を維持した。
・令和３年度からの次期委員について，所属団体のバランス等に
配慮するとともに，引き続き学外委員が過半数となるよう準備を
進めた。

評価委員会による評定実績

評価委員会による評定実績

(2) 戦略的な予算等の配分

(3) 学外の有識者等の登用

役員や審議会委員
に優れた知識経験や
能力を有する学外者
を登用し，地域に開
かれた大学運営を推
進する。
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中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

第３　業務運営の改善及び効率化

評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善及び効率化を図
る。

評定 意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

教育研究に対する
ニーズや社会環境の
変化を的確に見極め
ながら，入学後の学
修を通じ得られた学
生の主体的な学びや
関心の広がりなどに
も柔軟に対応できる
よう，必要に応じ教
育研究組織を見直
す。 109

教育研究に関するニーズや社会環
境の変化を見据え，常に学群（学
部）・研究科・各種センター等の実
績・評価結果等を踏まえた改革を検
討し，中・長期的な展望に立った教
育研究組織の再編を行う。

109

・ 大学改革を推進するために平成30年度に組織再編を行ってから
3年目となるため，基本的には，その体制を維持するとともに，本
学の課題である研究力向上の観点から一部組織体制の見直しを検
討する。（再掲）

Ⅲ

・大学改革を推進するために平成30年度に組織再編を行ってから
３年目になることから，現行体制を維持し，定着を図った。
・真に豊かで持続可能な地域社会を実現するためには，外部資金
の獲得，研究成果の戦略的な知財化と地域への還元，企業や自治
体等との更なる連携強化を推進するとともに，連携にとどまら
ず，地域の未来を共創していくことが求められている。このよう
な取組を実践していくため，戦略的な外部資金の獲得とそれらを
積極的に活用した地域未来研究及び地域との共創を推進する新組
織「研究推進・地域未来共創センター」の設置のほか，導入予定
のリサーチアドミニストレーター（URA）と地域連携コーディネー
ター（CDN）を含めた研究推進・地域連携のマネジメント機能強化
のための準備を進めた。

２　教育研究組織の見直しに関する目標 評価委員会による評定実績

63



中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

第３　業務運営の改善及び効率化

評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善及び効率化を図
る。

評定 意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

110

(1) 優れた人材の確保や組織の活
性化を図るため，客観的で公平性・
信頼性の高い適正な評価制度を確立
し，その評価結果を人事や給与に反
映させるなど，教職員にインセン
ティブが働く人事制度を構築する。

110

・ 教員については，活動の改善と自己研鑽を促し，大学全体の機
能の改善と高度化に資するため，新しい教員評価制度を着実に実
施する。
・ 事務職員については，目標管理制度を引き続き実施し，実績を
評価する仕組みを維持する。

Ⅲ

・教員については，新しい教員評価制度に係る評価を実施し，評
価結果を勤勉手当の成績率に反映させた。
・教員評価制度は，教員評価制度検討委員会において，引き続き
制度の見直しを図っていくこととしている。
・事務職員については，目標管理制度を適切に運用した。

111

(2) 教員については，大学の諸機
能の充実，効率化及び活性化を図る
観点から，任期制や特任教員，裁量
労働制など，多様な雇用・勤務形態
を効果的に活用するとともに，能力
等に応じた年俸制への移行を図る。

111

・ 教員については，引き続き任期制や裁量労働制を維持するとと
もに，勤務状況等報告書の取りまとめ，深夜・休日における所定
外労働への対応，長時間労働を行った場合の産業医面談等を適切
に実施する。
・ 年棒制については，国や他大学の動向について情報収集を行
う。

Ⅲ

・教員の雇用については，引き続き，任期制を維持し，科目担当
教員配置方針に基づき，専任教員，特任教員，非常勤講師を効果
的に配置した。また，専任教員の勤務形態については，専門業務
型裁量労働制を維持し，併せて勤務状況等報告書により実態を把
握するとともに，深夜・休日における所定外労働への対応，産業
医による面談等により勤務の適正化に努めた。
・教育，研究及び産学連携活動を推進することを目的とし，他機
関の身分を有する研究者等を当該他機関の身分を保有したまま本
法人の教員として雇用するクロスアポイントメント制度を活用
し，教員１名を採用した。（No.36再掲）

112

(3) 事務職員については，段階的
に法人独自に職員（プロパー職員）
を採用し，その割合を事務職員全体
の85％まで引き上げるとともに，各
種研修の受講促進，キャンパス間人
事異動，他大学との人事交流等を通
じ，基礎的，専門的な資質向上及び
組織の活性化を図る。

112

・ 事務職員の採用については，県の派遣計画等を踏まえ，引き続
き計画的に実施し，積極的に幹部への登用を行う。
・ 研修については，職員の資質向上に向けて，引き続き計画的に
実施する。

Ⅲ

・事務職員を４名採用することとし，そのうち２名については令
和２年度中に配置した。プロパー化率は約83％（令和３年３月末
現在）となった。
・職員の資質向上を図るため，公立大学協会等の外部機関が主催
する研修や県の階層別研修に参加した。さらに，令和２年４月か
ら，公立大学協会に職員を１人派遣している（令和５年３月まで
の予定）。

評価委員会による評定実績

優れた人材の確保
や組織の活性化を図
るため，より適正に
評価できる制度の構
築を図るとともに，
その評価結果を人
事，給与等に反映さ
せるなど，教職員に
インセンティブが働
く人事制度を構築す
る。
なお，役員や教職

員に対する任期制や
年俸制の導入につい
て，評価制度の検証
や国の動向などを踏
まえながら，引き続
き検討する。

３　人事の適正化に関する目標
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中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

第３　業務運営の改善及び効率化

評価委員会による評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

【重点目標】

　時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう，必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに，引き続き業務運営の改善及び効率化を図
る。

評定 意　　　見

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ

評価委員会による評定実績４　事務等の効率化・合理化に関する目標

・大学改革を推進するために平成30年度に組織再編を行ってから
３年目になることから，現行体制を維持し，定着を図った。
・研究力向上の観点からの一部組織体制の見直しを検討し，令和
３年度中の組織改編を図る準備を進めた。

 事務処理の効率化
を図るため，事務組
織について，各部門
の権限と責任をより
明確にするととも

に，必要に応じ見直
しを行う。また，大
学業務に精通した専
門性の高い職員の育
成を図るほか，事務
手続の集約化や簡素
化，業務の外部委託
等の活用を進める。

113

(1)　事務組織について，各部門の
権限と責任を明確化するとともに，
あらゆる課題に適切かつ柔軟に対応
できる機動性を備えたものとなるよ
う，必要に応じて見直しを行う。

113

・ 大学改革を推進するために平成30年度に組織再編を行ってから
3年目となるため，基本的には，その体制を維持するとともに，本
学の課題である研究力向上の観点から一部組織体制の見直しを検
討する。（再掲）

Ⅲ

・統合システムの構築については，引き続き検討を行うことと
し，当面，現行システムを適正に管理し，継続使用とした。
・庶務業務の合理化を図るため，給与計算事務処理等業務を引き
続き外部委託したほか，新たに年末調整基礎データ作成業務の委
託を実施した。

114

(2)　各種事務処理の合理化・効率
化を図るため，事務処理マニュアル
や各種システムの稼働状況等につい
て不断の検証を重ね，必要に応じて
見直しを行う。

114

・ 事務が円滑かつ効率的に行えるよう継続して事務処理等の点
検・見直しを図る。
・ 「情報システム高度化推進基本計画」に基づき，次期中期計画
に向けたシステム統合の検討を着実に進める。
・ 時間外勤務手当の計算，各種社会保険関係事務，年末調整等の
庶務業務の合理化を図るため，外部委託を行うことについて検討
する。

Ⅱ
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [1 外部研究資金その他の自己収入の増加]
・

 [2 経費の抑制]
・

・
 [3 資産の運用管理の改善]
・

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
 [1 外部研究資金その他の自己収入の増加]
・

R2 R1 H30 H29 H28 H27
250,000 240,000 230,000 220,000 210,000 200,000
190,000 180,000
158,440 207,068 169,421 122,716 163,250 149,885

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
 [1 外部研究資金その他の自己収入の増加]
・

５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [1 外部研究資金その他の自己収入の増加]
・

　　　　　　実績額（千円）

外部研究資金の獲得額は対前年48,628千円減の158,440千円となった。第２期中期計画で設定され
ていた令和２年度目標の250,000千円及び 暫定評価後の年度計画目標額（190,000千円）について
未達となっている。【115】

東北経産局が開催する外部資金に関するリエゾンネットワーク会議にオンラインで参加し，他大
学と課題等について共有するとともに，外部資金獲得の情報収集を行った。【116】

外部研究資金の獲得額は対前年48,628千円減の158,440千円となった。第２期中期計画で設定され
ていた令和２年度目標の250,000千円及び 暫定評価後の年度計画目標額（190,000千円）について
未達となった。【115】

項目　　　　　 　　年度
　　期当初の計画額（千円）
暫定評価後の計画額（千円）

電気料金について，大和・太白・坪沼を一括した契約業者を一般競争入札で選定した結果，大幅
な料金削減につながった。【120】
事務の効率化を図るため，新たに年末調整に係る業務を外部委託した。【123】

「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，大和キャンパスで研究室を再配置するととも
に，デザイン研究棟への移転跡地となった実習室等の講義室への転換，さらには太白キャンパス
においてメモリアルホールの講義室化を行い，施設の有効活用を推進した。【124】

第４　財務内容の改善 【重点目標】経費の縮減，人件費の抑制，外部資金の積極的な獲得などにより，財務内容の改善を図る。

　財務内容の改善に関する特記事項

地域連携センターの専任コーディネーターが，外部資金における公募情報を学内に広く提供する
とともに，関連する専門分野の教員と申請先との相談の場を設ける等で申請を支援し，受託事業
においては契約８件，受託研究・共同研究においては採択６件に至った。【116】

66



１　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ

115

イ 科学研究費補助金や受託研究な
どの外部研究資金の獲得に向けて，
公募情報の周知や申請の奨励，教員
の研究内容の広報等に努める。
★外部資金獲得総額
　1億8,172万円（平成25年度）
　→2億5,000万円（平成32年度)

115

・ 「研究の実施方針」に基づき，学術誌への論文掲載，宮城大学
学術機関リポジトリ等を活用した研究内容の周知を継続するほか，
自治体・商工団体，地域企業・金融機関等と連携し，受託・共同研
究等を積極的に受け入れる。
・ 科学研究費補助金その他の競争的資金などの外部資金の公募情
報を的確に学内に周知するほか，科学研究費補助金については採択
率の向上に向けた学内説明会や希望者に対する応募前の事前審査を
実施する。また，外部URAによる科研費申請書作成支援については
対象者をより増やして実施し，申請を支援する。
【数値目標】外部資金獲得目標額 1億9,000万円
（数値目標については，平成30年度に見直しを実施。）
・ ウェブサイトにおいて研究に関するトピックスの情報発信を継
続するなど，広報の強化に努める。

Ⅱ

・「研究の実施方針」に基づき，学術誌への論文掲載や学術機関リ
ポジトリを活用した研究活動の周知を通して本学の研究の可視化を
行ったほか，企業等からの受託・共同研究等の受入を積極的に行っ
た。
・外部資金の公募情報について，メールや学内ウェブサイトを通じ
て的確に教員に周知したほか，科学研究費補助金については，従来
の学内説明会や希望者に対する応募前審査のほか，外部URAによる
申請書作成支援の利用枠を拡大し，採択率向上に取り組んだ。
・外部研究資金の獲得額は対前年48,628千円減の158,440千円と
なった。第２期中期計画で設定されていた令和２年度目標の
250,000千円及び暫定評価後の年度計画目標額（190,000千円）につ
いて未達となってた。

116

ロ 地域連携センターを中心に収集
した国，自治体，財団，民間等の外
部研究費等に関する情報を学内で共
有し，外部資金の獲得増に努める。

116

・地域連携センターの専任コーディネーターが，国，自治体，財
団，民間等の外部研究費等に関する情報を収集し，学内での共有を
図り，申請支援も行い，外部資金獲得を図る。

Ⅲ

・東北経産局が開催する外部資金に関するリエゾンネットワーク会
議にオンラインで参加し，他大学と課題等について共有するととも
に，外部資金獲得の情報収集を行った。
・地域連携センターの専任コーディネーターが，外部資金における
公募情報を学内に広く提供するとともに，関連する専門分野の教員
と申請先との相談の場を設ける等で申請を支援し，受託事業におい
ては契約８件，受託研究・共同研究においては採択６件に至った。
・研究委員会内にワーキンググループを設置し，各学群からの課題
や要望を取りまとめ，研究支援体制の更なる強化を行った。

(2) 自己収入の確保

117

イ 高等学校訪問，オープンキャン
パス，各種情報発信等を積極的に行
い，数多くの受験生を確保すること
により，優秀な学生の獲得及び自己
収入の安定的確保を図る。

117

・中期目標の「第１の１ （１）入学者受入方針・入学者選抜」
（中期計画№２）において対応

-

・中期目標の「第１の１ （１）入学者受入方針・入学者選抜」
（中期計画№２）において対応

118

ロ 学生納付金の収納方法の見直し
や個別相談を行い，確実な収入確保
に努める。

118

・ 引き続き，授業料未納者ゼロに向けて，授業料の納付状況が遅
れる学生に対する指導をきめ細やかに行う。
・ 国による修学支援新制度や奨学金等に関する情報提供を広く行
い，申請につなげる。

Ⅲ

・新型コロナウイルス感染症の影響による学生の家計急変等の諸事
情を考慮して，前期・後期の授業料の納付期日及び前期授業料の納
付を猶予又は分割して納付する場合の納付期日について，延長する
規程改正を行った。また，新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た授業料未納による除籍が生じないよう，文科省の通知に従い特例
に関する事務処理要領を定めた。
（№52再掲）
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により構内の立ち入りが制
限される等，奨学金に係る説明会が開催できなかったため，学内
メールやポータルサイトの活用により，学生に対して情報を配信し
た。また，学内メールでのやりとりにより学生からの相談を受け付
け，新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生の
奨学金手続きを進めた。
・５月18日時点令和２年度後期授業料未納者１名（４月15日までに
納付予定であったが未納が続き，５月18日に面談したところ６月15
日納付予定）

119

ハ 社会情勢及び他の国公立大学の
動向等を踏まえ，定期的に授業料等
各種料金設定の適正化を検証する。 119

・ 引き続き，授業料等各種料金について，他大学の金額設定の情
報を収集し，必要に応じて額の改定について検討する。

Ⅲ

・公立大学協会の調査データベース等を活用して，授業料について
他大学の金額設定の情報収集を行った。

(1)に同じ

法人の安定的な経
営が行えるように自
己収入を確保するた
め，科学研究費補助
金をはじめ，受託研
究費や奨学寄附金な
ど，外部資金の獲得
に組織的に取り組む
とともに，収入源の
見直しや新たな収入
源の拡充を図る。

また，授業料をは
じめとする学生納付
金については，法人
の収入状況及び社会
情勢を勘案して適切
に設定するととも
に，授業料等の減免
制度について適宜見
直しを行う。

評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

評価委員会による評価

(1) 外部資金の獲得

評定 意　　　見

評価委員会による評定実績

第４　財務内容の改善

中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

　経費の縮減，人件費の抑制，外部資金の積極的な獲得などにより，財務内容の改善を図る。

【重点目標】
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評定 判断理由（年度計画の実施状況等）

評価委員会による評価

評定 意　　　見

第４　財務内容の改善

中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

　経費の縮減，人件費の抑制，外部資金の積極的な獲得などにより，財務内容の改善を図る。

【重点目標】

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

120

(1) 役職員一人ひとりが経費抑制の
意識を持って行動し，節水・節電及
び電子メールの活用等による管理的
経費の削減や消耗品費の節減を周
知・徹底する。

120

・ 経費削減の一環として行っているコピー費執行管理（印刷機の
活用，予算の割当等）を継続して実施する。
・ 光熱費削減のため，節電・節減対策を周知徹底し，コスト削減
を進める。
・ 大学全体のLED照明への切り替えについて，第3期中期計画中で
の実施について検討する。

Ⅲ

・平成22年度から導入した「コピー費管理方式」を継続し，経費削
減に寄与した。
・電気料金について，大和・太白・坪沼を一括した契約業者を一般
競争入札で選定した結果，大幅な料金削減につながった。
・第３期中期計画における施設・設備の修繕計画の中に，大学全体
でのLED照明への計画的切り替えを盛り込んだ。

121

(2) 一括発注，複数年度契約などに
よるコスト削減により費用を抑制す
る。

121

・ コーポレートカードについて，他大学の事例について調査を行
い，導入の可否及び導入の際のルールについて検討を行う。
・ (仮称）デザイン研究棟の管理業務について複数年契約を進め，
コスト削減を図る。

Ⅲ

・昨年度複数年契約で締結した大和キャンパス施設管理等総合業務
委託において，デザイン研究棟の管理業務を追加する変更契約を締
結した。
・コーポレートカードの他大学での利用状況及び課題について情報
収集を行い，導入については引き続き検討を行うこととした。

122

(3) 委託がより適切な業務は業務委
託（アウトソーシング）を積極的に
活用する。

122

・ 業務の外部委託を推進するとともに，契約内容を随時見直し，
コスト削減や業務の簡素化・合理化を図る。
・ 業務量の軽減を図るため，他大学でのロボティック・プロセ
ス・オートメーション（RPA：Robotic Process Automation)の活用
事例について，適用する業務の範囲を踏まえた情報収集を行い，導
入の可否について検討を進める。

Ⅲ

・年末調整について外部委託を行い，業務の簡素化を図った。
・RPAについて経理業務での導入を検討したが，現状では費用対効
果がそれほど見込めないことから，引き続き活用事例等について情
報収集を継続することとした。

123

(4) 組織の見直しと職務能率の向上
を図り，人件費の縮減に努める。

123

・ 事務の効率化を図るため，外部委託の推進，次期中期計画に向
けたシステム統合の検討を着実に進める。
・ 事務組織については，大学改革を推進するために平成30年度に
組織再編を行ってから3年目となるため，基本的には，その体制を
維持し，時間外勤務の縮減に努める。 Ⅲ

・事務の効率化を図るため，新たに年末調整に係る業務を外部委託
した。
・人事給与システム等の構築について検討を開始した。
・統合システム構築作業は前年度に引き続き休止して，現行システ
ムを適正に管理し，継続使用した。
・事務組織については，大学改革を推進するために平成30年度に組
織再編を行ってから３年目となるため，基本的には，その体制を維
持しながら，時間外勤務の縮減に努めた。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

124

(1) 定期的な資産の点検を行い，適
切に維持管理し，有効活用を図る。

124

・ 保有資産（施設・設備等）を定期的に点検し，維持管理の徹底
を図るとともに，「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づく
大和キャンパス及び太白キャンパスの施設有効活用を促進する。
・ 第3期中期計画における施設・設備の整備・修繕計画を取りまと
める。 Ⅲ

・保有施設について定期的に点検し，維持管理に努めるとともに，
計画的な修繕及び突発的な施設の不具合に対する修繕を行った。
・「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，大和キャンパ
スで研究室を再配置するとともに，デザイン研究棟への移転跡地と
なった実習室等の講義室への転換，さらには太白キャンパスにおい
てメモリアルホールの講義室化を行い，施設の有効活用を推進し
た。
・第3期中期計画における施設・設備の修繕計画を取りまとめた。

125

(2) 余裕資金の管理運用に当たって
は，安全性・確実性に配慮する。

125

・ 資金繰り等を勘案し，余裕資金がある場合は定期預金など安全
で確実な金融商品により運用する。

Ⅲ

・資金繰り等を勘案し，流動性確保及びリスクマネジメントの観点
から，引き続き安全な決済用普通預金により資金管理を行った。

評価委員会による評定実績

評価委員会による評定実績

適切な資産運用管
理を行う体制によ
り，長期的かつ経営
的な視点に立った法
人資産の効果的・効
率的な活用に努め
る。

役職員がコスト意
識を持ち，予算の効
率的な執行や業務の
簡素化・合理化・契
約方法の見直しなど
により経費の縮減に
努めるとともに，効
果的な組織運営や適
正な人員配置によ
り，人件費の抑制を
図る。

３　資産の運用管理の改善に関する目標

２　経費の抑制に関する目標
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [1 自己点検・評価の充実]
・

 [2 情報公開の推進等]
・

・

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
 [2 情報公開の推進等]
・

350件 (29.2) 250件 (20.8) 91件 (7.5)
6件 (0.5) 16件 (1.3) 6件 (0.5)

364件 (30.3) 312件 (26.0) 172件 (14.3)

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [1 自己点検・評価の充実]
・

[2 情報公開の推進等]
・

・

ンケート集計・分析が困難となったことから，関係各所へのヒアリング調査やウェブアクセス解析
によりコンテンツ内容の充実を図った。また，ウェブアクセス解析結果に基づく改善点の明確化と
来年度への反映によりPDCAサイクルの定着を図った。【131】
各所管におけるコンテンツ作成を通じ，記事のまとめ方や見せ方のノウハウを共有するとともに，
新型コロナウイルス感染防止対策による動画撮影の増加に対応した動画撮影支援を行うことにより，
教職員の広報スキル向上に努めた。【130】

メディア掲載・出演情報
※(　)内は月平均

大学評価においてコメントが付された改善課題について，令和２年度計画及び次期中期計画に反映
するとともに，令和５年度を予定している認証評価機関への改善報告に向け，対応の検討を行い，
改善を進めた。【127】

新型コロナウイルス感染症の影響により，ニーズの変動や学内活動の休止・変更が生じ，従来のア

項目　　　　　年度 R2 R1 H29
新着情報

プレスリリース

ある広報を展開した。印刷物については，新型コロナウイルス感染症の影響により，休止するもの
があった一方，看護学研究科ニュースレターやアカデミック・インターンシップなどをオンライン
コンテンツへ変更するなど柔軟に対応した。【130】

広報推進体制を活用した情報収集とコンテンツ発信の強化を図るとともに，プレスリリースを積極
的に活用した情報発信を行った。また，県内テレビ局や新聞社を中心に個別の情報発信も行い，メ
ディア掲載等の増加につなげた。【130】

に，設置団体とも連携し策定を進め，令和３年３月に認可を受けた。【126】

震災10年事業として，復興支援事業とその学びを振り返る卒業生インタビュー，地域の大学のこれ
からを考える学群長と外部ゲストによる対談を実施・配信するとともに，これらの内容と復興支援
活動の概要等をまとめた冊子を作成し，震災後の振り返りと今後の方向性について情報発信及び学
内共有を行った。【130】
大学案内，ウェブサイトについては，引き続き広報グラフィック基本コンセプトのもと，統一感の

第５　教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供

教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

評価委員会及び内部質保証実施委員会を中心に，第２期中期計画進捗管理シートを用いて，年度前
半には令和元年度の実績評価を，年度後半には令和２年度の実績評価と中期目標期間評価をそれぞ
れ実施し，学内での課題共有と改善に向けた意識付けを行ったほか，各評価結果を踏まえた令和３
年度計画をとりまとめた。次期中期計画については，法人評価や認証評価の結果を踏まえるととも
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H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

126

(1) 大学運営を自主的・自律的に改
善し，向上させるために，組織的か
つ厳正な自己点検・評価を継続的に
実施する。

126

・ 評価委員会及び内部質保証実施委員会を中心に，第２期中期計
画進捗管理シートを用いて，令和元年度の実績評価，令和２年度の
実績評価（見込み），中期目標期間評価（見込み）をそれぞれ適切
な時期に実施する。
・ 内部質保証実施委員会を中心に，内部質保証システムの点検・
評価を行い，着実な運用を図るほか，必要に応じて見直しを行う。
・ 各評価結果等を踏まえ，県とも連携しながら，次期中期計画を
策定する。

Ⅲ

・評価委員会及び内部質保証実施委員会を中心に，第２期中期計画
進捗管理シートを用いて，年度前半には令和元年度の実績評価を，
年度後半には令和２年度の実績評価と中期目標期間評価をそれぞれ
実施し，学内での課題共有と改善に向けた意識付けを行ったほか，
各評価結果を踏まえた令和３年度計画をとりまとめた。
・次期中期計画については，法人評価や認証評価の結果を踏まえる
とともに，設置団体とも連携し策定を進め，令和３年３月に認可を
受けた。

127

(2) 認証評価機関による第三者評価
に向け，平成30年度に自己点検・評
価を実施し，その結果について客観
的な評価を行うものとして，平成31
年度に第三者評価を受審する。

127

・ 大学評価においてコメントが付された事項について，その対応
について検討を行い，必要に応じて処置するとともに，令和2年度
計画及び次期中期計画に適切に反映させ，組織のさらなる発展につ
なげる。

Ⅲ

・大学評価においてコメントが付された改善課題について，令和２
年度計画及び次期中期計画に反映するとともに，令和５年度を予定
している認証評価機関への改善報告に向け，対応の検討を行い，改
善を進めた。
※中期計画番号25を参照

128

(3) 自己点検・評価や第三者による
評価の結果は，経営審議会及び教育
研究審議会や理事会で十分に内容を
検討し，改善すべき点については適
切な改善策を講ずる。

128

・ 県設置の公立大学法人宮城大学評価委員会や認証評価機関によ
る評価，自己点検・評価について，経営審議会，教育研究審議会及
び理事会等において，PDCAサイクルに基づく分析，検討を行い，業
務実施や次期年度計画に適切に反映させるなど，法人，大学の業務
運営のさらなる改善に生かす。

Ⅲ

・各種外部評価や自己点検・評価の結果について，学内の各会議体
において共有するとともに，各部門への指示や学内のとりまとめ作
業等を通じてPDCAサイクルに基づく分析，検討を進め，運用改善や
次年度計画，次期中期計画に反映した。

129

(4) 評価の結果及び改善策について
は，大学の業務運営の向上に役立て
るとともに，ウェブサイトなどによ
り公表する。

129

・ 第三者による外部評価の結果や自己点検・評価による改善策に
ついては，各会議体において共有，精査し，必要と確認されたもの
については改善策を講じるほか，次期年度計画及び次期中期計画に
反映させ，法人，大学の業務運営の向上に役立てるとともに，ウェ
ブサイトなどにより各種評価結果や自己点検・評価,計画を公表
し，社会への説明責任の一助とする。

Ⅲ

・令和２年度実績の自己評価及び令和元年度実績評価の結果につい
て，次年度計画や次期中期計画に反映させたほか，法人運営の改善
に適宜つなげるとともに，確定後速やかにウェブサイト上で公表し
た。

１　自己点検・評価の充実に関する目標 評価委員会による評定実績

内部質保証システ
ムに基づき，教育研
究及び大学運営につ
いて自己点検・評価
を行うとともに，認
証評価機関による第
三者評価を受け，そ
の結果を改善に反映
し，大学の質の向上
に努める。また，そ
れらについて県民に
分かりやすく公表す
る。

中期目標 中期計画 令和２年度計画
評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等） 評定 意　　見

第５　教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供
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中期目標 中期計画 令和２年度計画
評価委員会による評価法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等） 評定 意　　見

第５　教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供

２　情報公開の推進等に関する目標
H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ａ

131

(2) 戦略的な広報活動の実現に向
け，ウェブサイトのアクセス分析体
制を強化するなど，効果的・効率的
な広報体制を確立する。

131

・ 質的評価として，ターゲットごとの広報アンケートを実施する
ことにより，情報ニーズや理解度・満足度を把握し，コンテンツ構
成等に反映する。
・ 量的評価として，ウェブアクセス解析を実施するとともに，イ
ベント来場者数を把握し，ページ構成やイベントプログラム企画の
検討に反映する。
・ 質的評価及び量的評価により，展開している広報施策における
改善すべき事項の明確化を進め，次の広報施策に反映するPDCAサイ
クルの定着を図るとともに，その状況を対外的に可視化すること
で，各ステークホルダーからのさらなる理解・協力が得られるよう
努める。

Ⅲ

・今年度も広報アンケートの実施を予定していたが，新型コロナウ
イルス感染症の影響により，ニーズの変動や学内活動の休止・変更
が生じ，従来のアンケート集計・分析が困難となったことから，関
係各所へのヒアリング調査やウェブアクセス解析によりコンテンツ
内容の充実を図っていくこととした。
・今年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により，これまでの
アンケート結果との経年比較・分析はできなかったものの，ウェブ
アクセス解析結果に基づく改善点の明確化と来年度への反映により
PDCAサイクルの定着を図った。

132

(3) 平成29年度に迎える大学創立20
周年に際し，県民をはじめ多くの
人々にとって宮城大学がより身近な
存在となるよう，記念事業を企画
し，及び実施する。

132

・平成29年度に達成済み。

-

・平成29年度に達成済み。

 

評価委員会による評定実績

法人の組織運営及
び大学の教育研究活
動の実績について
は，積極的に情報を
発信し，県民をはじ
めとする社会への説
明責任を果たすとと
もに，大学の認知度
を高める。

Ⅲ130130

・これまでの全学的な広報推進体制を維持しつつ，より機動的かつ
実務的な広報業務の企画立案・実施を可能にするため，専門部会に
代わり広報WGを設置し，広報施策の推進を図った。
・主要事業のうち大学案内，ウェブサイトについては，引き続き広
報グラフィック基本コンセプトのもと，統一感のある広報を展開し
た。印刷物については，新型コロナウイルス感染症の影響により，
休止するものがあった一方，看護学研究科ニュースレターやアカデ
ミック・インターンシップなどをオンラインコンテンツへ変更する
など柔軟に対応した。
・オープンキャンパスについては，従来どおりの開催に代えて特設
サイトでの配信によるオンライン開催となったが，前年度来場者の
ニーズを踏まえ，入試情報や学群紹介，模擬講義などコンテンツの
充実を図ったことにより，おおよそ例年のオープンキャンパスサイ
トページ閲覧数を獲得したことから，その目的を達成するととも
に，次年度オープンキャンパスの方針検討に反映した。
・広報推進体制を活用した情報収集とコンテンツ発信の強化を図る
とともに，プレスリリースを積極的に活用した情報発信を行った。
また，県内テレビ局や新聞社を中心に個別の情報発信も行い，メ
ディア掲載等の増加につなげた。
・各所管におけるコンテンツ作成を通じ，記事のまとめ方や見せ方
のノウハウを共有するとともに，新型コロナウイルス感染防止対策
による動画撮影の増加に対応した動画撮影支援を行うことにより，
教職員の広報スキル向上に努めた。
・震災10年事業として，復興支援事業とその学びを振り返る卒業生
インタビュー，地域の大学のこれからを考える学群長と外部ゲスト
による対談を実施・配信するとともに，これらの内容と復興支援活
動の概要等をまとめた冊子を作成し，震災後の振り返りと今後の方
向性について情報発信及び学内共有を行った。

・ 令和元年度は「宮城大学広報基本方針」に基づく具体的な取り
組みを着実に進捗させ，一定の成果が得られたことから，その全学
的な広報推進体制と広報施策の定着を図る。
・ 主要事業である大学案内，ウェブサイトや印刷物については，
引き続き広報グラフィック基本コンセプトのもと，統一感のある広
報を展開する。
・ 学内からの要望が多い「コンテンツ作成・情報発信」を強化す
るとともに，プレスリリースも活用しながら積極的な情報発信を行
う。
・ 教職員の広報スキル向上と広報業務に関するノウハウの共有化
を進める。
・ 東日本大震災発生後10年を振り返るイベントの企画，実施を検
討する。

(1) 法人の活動情報を積極的に発信
し，県民への説明責任を果たすとと
もに，大学の認知度の向上に向けた
戦略的な広報活動を展開する。
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【法人記載欄】 【評価委員会による意見記載欄】
１　特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

２　特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [1 施設設備の整備・活用等]
・

・

・

３　過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ なし

４　遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

５　その他，法人が積極的に実施した取組
 [1 施設設備の背日・活用等]
・

　▶太白キャンパス体育館改修工事
　▶太白キャンパス動物実験棟外壁等改修工事

 [2 安全管理等]
・

 [3 人権の尊重]
・

する意識啓発と予防に取り組んだ。【141】

大規模修繕については，施設整備計画に基づき着実に実施した。【134】

情報セキュリティポリシーの整備として，「情報システム及び情報資産の利用等並びに情報セキュ
リティ対策に関する規程」を新たに定め，情報セキュリティポリシーに関する講習会を動画配信に
より実施した。【139】

人権侵害防止及び対策本部会議を６月に開催。イエローカードの配布等により，ハラスメントに関

太白キャンパスにおいて，コロナ禍での講義室等のソーシャルディスタンス確保に向けた整備を行
い，これまで講義で使用していなかったメモリアルホールの講義室化や，教室内の既設固定机・椅
子を可動式へ更新する等，教育環境の整備・改善を行った。【133】
新型コロナウイルス感染症に対応した入退館管理のため施設管理・館内管理方針の策定，日常清掃
における館内消毒等のため施設管理委託業者と宮城大学感染症対策施設管理等特別業務の契約締結
など，学生が安心して学内で過ごせる環境を構築した。【136】

第６　その他業務運営

　その他業務運営に関する特記事項

６月末にデザイン研究棟が完成し，８月に研究室移転を行い供用を開始した。それに合わせ，ゾー
ニングに基づく研究室再配置を行うとともに，移転跡地となった実習室・研究室について，アクテ
ィブラーニングでの使用を視野に入れながら，講義室化を進めた。【133】
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H27 H28 H29 H30 暫定 R1
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

133

(1) 土地建物などの活用状況の点
検・評価を行い，有効利用を図る。

133

・ (仮称）デザイン研究棟の年度前半での運用開始に向け，建物及
び什器・備品等の整備を進める。
・ 「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，(仮称）デザ
イン研究棟完成後のアクティブラーニングゾーン等の整備や研究室
ゾーニングに向けた準備を進める。

Ⅲ

・６月末にデザイン研究棟が完成し，８月に研究室移転を行い供用
を開始した。
・大和キャンパスにおいて，デザイン研究棟への研究室移転に合わ
せ，ゾーニングに基づく研究室再配置を行うとともに，移転跡地と
なった実習室・研究室について，アクティブラーニングでの使用を
視野に入れながら，講義室化を進めた。
・新型コロナウイルス感染症対策のため，講義室の改修・座席配置
の見直し，遠隔授業に対応した情報システムの整備，看護実習代替
用機器類の整備，入構対応用カードリーダー・サーマルカメラ・手
指消毒装置の整備等を行い，安全に対面講義を受講できる環境を整
えた。
・太白キャンパスにおいて，コロナ禍での講義室等のソーシャル
ディスタンス確保に向けた整備を行い，これまで講義で使用してい
なかったメモリアルホールの講義室化や，教室内の既設固定机・椅
子を可動式へ更新する等，教育環境の整備・改善を行った。

134

(2) 施設の整備及び老朽化に伴う修
繕・改修に当たっては，管理体制を
含め，中・長期的な視点で計画的に
整備する。

134

・ 大規模修繕については，県との協議のもと「施設整備計画」に
基づき着実に推進する。
　     ▶太白キャンパス体育館改修工事
　     ▶太白キャンパス動物実験棟外壁等改修工事
・ 中小規模修繕については，目的積立金等を有効に活用し，計画
的かつ機動的に実施する。
・ 「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，学生の教育
研究環境の改善を着実に進める。 Ⅲ

・大規模修繕については，施設整備計画に基づき着実に実施した。
　▶太白キャンパス体育館改修工事
　▶太白キャンパス動物実験棟外壁等改修工事
・中小規模修繕については，下記の工事を計画的に実施するととも
に，突発的に発生した施設・設備の不具合に対する修繕や，新型コ
ロナウイルス感染症対策のための施設の修繕を実施した。
（主な修繕工事）
　▶大和キャンパス高圧ガス開閉器工事
　▶昇降機修繕工事
　▶本部棟すべり出し窓修繕工事
・大和・太白両キャンパスにおいて，コロナ禍での学生の教育研究
環境の確保に向けた講義室整備を実施した。

135

(3) 設備の更新に当たっては，財政
負担及び省エネルギー等に配慮する
とともに，学生参加型による，環境
と共生し調和するエコキャンパスづ
くりを推進する。 135

・ 引き続き，大学環境の維持・保全・美化，省資源・省エネル
ギー等の対応を進めていく。
・ 古紙回収を着実に実施し，大学全体の廃棄物削減に取り組んで
い く 。

Ⅲ

・対象を拡大した古紙回収や古本のリサイクルを継続して行った。
・第３期中期計画における施設・設備の修繕計画の中に，大学全体
でのLED照明への計画的な切替を盛り込んだ。

136

(4) 施設設備の維持管理について
は，必要の都度管理規程を見直しな
がら，適切かつ効率的に行う。

136

・ 施設設備の維持管理については，詳細の状況把握に努めるとと
もに，(仮称）デザイン研究棟の運用開始に当たり，適切かつ効率
的な運用等を図るため，必要に応じ施設等管理使用規程の見直しを
行う。

Ⅲ

・施設設備の維持管理については，定期点検の実施や委託業者との
定期的な意見交換を通じて詳細な状況把握に努めるとともに，不具
合の発生時には，速やかに修繕を行うなど適切に対応した。
・デザイン研究棟の運用開始に合わせ，施設等管理使用規程の見直
しを行った。
・新型コロナウイルス感染症に対応した入退館管理のため施設管
理・館内管理方針の策定，日常清掃における館内消毒等のため施設
管理委託業者と宮城大学感染症対策施設管理等特別業務の契約締結
など，学生が安心して学内で過ごせる環境を構築した。

意　　見

評価委員会による評定実績

全学的に施設設備
の有効活用を図った
上で，中長期的な視
点に立った計画的な
施設整備を行うとと
もに，良好な教育研
究環境を保持するた
め，施設等の適切か
つ効率的な維持管理
に努める。

１　施設設備の整備・活用等に関する目標

中期目標 中期計画 令和２年度計画
法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等） 評定

評価委員会による評価

第６　その他業務運営
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意　　見
中期目標 中期計画 令和２年度計画

法人の自己評価

評定 判断理由（年度計画の実施状況等） 評定

評価委員会による評価

第６　その他業務運営

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

137

(1) 労働安全衛生法等関係法令を踏
まえ，関係規程等を整備し，学生及
び教職員の安全衛生管理体制を確立
する。

137

・ 事業場衛生委員会を毎月実施し，快適な職場環境の形成に努め
る。
・ 健康診断，ストレスチェック，長時間労働者への産業医面談，
職場巡視を着実に行い，教職員の安全と健康を確保し，快適な職場
環境の形成を図る。

Ⅲ

・事業場衛生委員会を毎月開催し，時間外勤務の状況，健康診断や
ストレスチェックの実施などについて情報共有，審議を行った。
・健康診断，ストレスチェック（年２回），産業医による面談・職
場巡視を適切に行った。

138

(2) 災害及び犯罪等の不測の事態に
備え，対応マニュアルの周知徹底を
図るとともに，定期的な研修・訓練
を実施する。

138

・ 想定されうる災害を前提とした，実際的な防災訓練を定期的に
行う。

Ⅲ

・コロナ禍の下，感染防止の観点から避難訓練は実施しなかったも
のの，職員による防災設備（非常放送，消火栓など）の使用訓練
や，安否確認システムのメール応答訓練を実施し，学生への周知を
高めた。

139

(3) 情報セキュリティポリシー等を
整備し，情報管理を徹底するととも
に，情報セキュリティ教育を徹底す
る。

139

・ 情報ネットワークシステムに係るセキュリティ関係規程・ルー
ル等の整備を完了し，その周知を図り，情報管理を徹底する。
・ 情報セキュリティポリシーに関する講習会を実施する。

Ⅲ

・情報セキュリティポリシーの整備として，「情報システム及び情
報資産の利用等並びに情報セキュリティ対策に関する規程」を新た
に定めた。
・情報セキュリティポリシーに関する講習会を動画配信により実施
した。

140

(4) 毒物・劇物その他の危険を伴う
薬品は，管理責任者に一元管理する
とともに，教育研究活動によって生
じる廃棄物を適切に処理する。

140

・ 「研究の実施方針」に基づき，毒物・劇物その他の薬品を各保
管場所において適切に管理するとともに，薬品管理支援システムを
確実に導入，運用し，一元的に管理する。
・ 教育・研究で生じる廃棄物を適時，適切に処理する。 Ⅲ

・「研究の実施方針」に基づき，薬品管理システムを適切に運用
し，毒物・劇物その他の薬品を管理した。
・教育研究活動で生じた廃液については，定期的に適切な処理を
行った。

H27 H28 H29 H30 暫定 R1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

141

(1) セクシュアル・ハラスメント，
アカデミック・ハラスメント，パ
ワー・ハラスメント等の人権侵害を
防止するため，人権侵害の防止等に
関する規程などを整備するととも
に，相談窓口の機能強化を図る。ま
た，研修会等を通じて，人権侵害防
止について周知徹底を図る。

141

・ 年度当初に人権侵害防止対策本部を開催し，イエローカードの
配布等により，ハラスメントに関する意識啓発と予防に取り組む。

Ⅲ

・人権侵害防止及び対策本部会議を６月に開催。イエローカードの
配布等により，ハラスメントに関する意識啓発と予防に取り組ん
だ。

142

(2) 上記の人権侵害等及び役職員の
非違行為に対しては，迅速かつ一層
の厳正な処置を行う。

142

・ 非違行為が発生した場合には，厳正・迅速に処置する。

Ⅲ

・令和２年度については，非違行為は発生していない。

３　人権の尊重に関する目標 評価委員会による評定実績

評価委員会による評定実績

人権侵害を防止す
るため，全学一体と
なった体制整備を図
るとともに，研修会
等を通じて人権尊重
に対する役職員及び
学生の意識向上を図
る。

安全衛生管理体制
の整備に努め，より
安全なキャンパス環
境を創出する。ま
た，高度化・複雑化
するサイバー攻撃
や，業務におけるＩ
ＣＴ活用機会の増加
に伴う事故を未然に
防ぐよう，情報セ
キュリティ対策を強
化し，情報管理を徹
底する。

２　安全管理等に関する目標
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第７　予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画

金　　額 金　　額 区　　　分 金　　額 計画との差額

収入 収入 収入

13,875 2,499 　運営費交付金 2,445 △ 54 

7,098 1,031 　授業料等収入 1,042 11 

674 110 　受託研究費等収入及び寄附金 98 △ 12 

0 0 　施設整備補助金 0 0 

109 153 　補助金 291 138 

311 54 　その他収入 50 △ 4 

173 561 　目的積立金等取崩 511 △ 50 

22,240 4,408 　　計 4,437 29 

支出 0

14,749 2,488 　教育研究費 2,290 △ 198 

(10,121) (1,724) 　（うち人件費） (1,552) △ 172 

6,290 1,258 　一般管理費 1,204 △ 54 

(3,239) (625) 　（うち人件費） (599) △ 26 

1,201 662 　施設整備費 513 △ 149 

0 0 　補助金 0 0 

　災害復旧・復興支援費等 52 52 

22,240 4,408 　　計 4,059 △ 349 

※端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。

　

自己収入 授業料等の学生納付金，受託研究費等の外部資金　等

　　※1　事業費及び管理運営費（一部を除く。）については，平成28年度から令和2年度までは，平成27年度をベースに，それぞれ前年度マイナス1％の効率化係数が適用される。
　　※2　大規模修繕費については，所要額を個別に算定し，宮城県の財政状況を勘案した上で，別途協議される。

管理運営費 庁舎管理経費，光熱水費，事務局経費　等

法人化に伴う新規経費 常勤役員給与等の人件費，各審議会の事務費，財務会計システム運営費等の管理運営費

修繕費 建物設備維持管理経費，実験実習機器保守点検　等

《参考》
　【人件費の見積り】
　　中期目標期間中，総額13，360百万円を支出する。
　　※1　人件費については，教員の年次採用計画に基づく新規採用に係る人員増分を含めて所要額が算定される。
　　※2　退職手当については，公立大学法人宮城大学が定める規程に基づき所要額を支給するが，措置される額は，各事業年度の予算編成過程において算定される。
　【運営費交付金の算定方法】
　　運営費交付金＝人件費＋事業費＋管理運営費＋法人化に伴う新規経費＋修繕費－自己収入
　　※1　運営費交付金算定の収入及び経費の内容は，次のとおり。

項　　目 内　　　　　容

人件費 職員給与，非常勤職員報酬　等

事業費 入学試験費，教育実験実習費，研究費，各センター運営費 等

　施設整備費 　施設整備費

　補助金 　補助金

　　計 　　計

　（うち人件費） 　（うち人件費）

　一般管理費 　一般管理費

　（うち人件費） 　（うち人件費）

　　計 　　計

支出 支出

　教育研究費 　教育研究費

　補助金 　補助金

　その他収入 　その他収入

　目的積立金等取崩 　目的積立金等取崩

　施設整備補助金 　施設整備補助金

１　予算（平成２７年度～令和２年度）　(単位：百万円） １　当初予算（令和２年度）　（単位：百万円） １　予算執行実績（令和２年度）　（単位：百万円）

区　　　分 区　　　分

　運営費交付金 　運営費交付金

第７　予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

中期計画 令和２年度計画 年度計画に係る実績

　授業料等収入 　授業料等収入

　受託研究費等収入及び寄附金 　受託研究費等収入及び寄附金
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第７　予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

中期計画 令和２年度計画 年度計画に係る実績

金　　額 金　　額 区　　　分 金　　額 計画との差額
22,541 4,437 費用の部 3,800 △ 637 
22,541 4,397 　経常費用 3,680 △ 717 
21,952 4,256 　　業務費 3,481 △ 775 
3,945 550 　　　教育研究経費 860 310 
404 75 　　　受託研究等経費 54 △ 21 

13,360 2,350 　　　人件費 2,206 △ 144 
4,243 1,281 　　　一般管理費 361 △ 920 

19 2 　　財務費用 3 1 
0 0 　　雑損 1 1 

570 139 　　減価償却費 195 56 
0 40 　臨時損失 120 80 

22,541 4,437 収入の部 4,192 △ 245 
22,541 4,397 　経常収益 3,732 △ 665 
13,926 2,458 　　　運営費交付金収益 2,069 △ 389 
7,098 1,031 　　　授業料等収益 1,182 151 
796 140 　    受託研究等収益(寄附金を含む) 120 △ 20 

0 0 　　　財務収益 0 0 
311 585 　　　雑益 49 △ 536 
301 30 　　　資産見返負債戻入 97 67 
91 1 　　　　資産見返運営費交付金戻入 38 37 
210 29 　　　　資産見返物品受贈額等戻入 59 30 
109 153 　　　補助金収益 215 62 
0 40 　臨時利益 460 420 

純利益 0 純利益 0 純利益 392 392 
総利益 0 総利益 0 前中期目標期間繰越積立金取崩額 49 49 

総利益 441 441 
※端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。

３　資金収支実績（令和２年度）　（単位：百万円）
　

金　　額 金　　額 区　　　分 金　　額 計画との差額
資金支出 22,240 資金支出 4,408 資金支出 5,119 711 

19,901 4,277 　業務活動による支出 3,379 △ 898 
1,674 20 　投資活動による支出 564 544 
665 111 　財務活動による支出 82 △ 29 
0 0 　翌年度への繰越金 0 0 
0 0 　次期中期目標期間への繰越金 1,094 1,094 

22,240 4,408 資金収入 5,119 711 
22,240 4,408 　業務活動による収入 3,754 △ 654 
13,875 2,499 　　運営費交付金収入 2,445 △ 54 
7,098 1,031 　　授業料等収入 1,042 11 
783 293 　　受託研究等収入 211 △ 82 
484 585 　　その他収入 56 △ 529 
0 0 　投資活動による収入 0 0 
0 0 　財務活動による収入 0 0 

0 　前年度からの繰越金 1,365 1,365 
0 0 　前期(中期目標期間からの)繰越金 0 0 

※端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。

　投資活動による収入 　投資活動による収入
　財務活動による収入 　財務活動による収入

　前年度からの繰越金
　前期（中期目標期間からの）繰越金 　前期（中期目標期間からの）繰越金

　　授業料等収入 　　授業料等収入
　　受託研究等収入 　　受託研究等収入
　　その他収入 　　その他収入

資金収入 資金収入
　業務活動による収入 　業務活動による収入
　　運営費交付金収入 　　運営費交付金収入

　投資活動による支出 　投資活動による支出
　財務活動による支出 　財務活動による支出

　翌年度への繰越金
　次期中期目標期間への繰越金 　次期中期目標期間への繰越金

３　資金計画（平成２７年度～令和２年度）（単位：百万円） ３　資金計画（令和２年度）　（単位：百万円）

区　　　分 区　　　分

　業務活動による支出 　業務活動による支出

　　　資産見返物品受贈額等戻入 　　　　資産見返物品受贈額等戻入

　　補助金収益 　　　補助金収益
　臨時利益 　臨時利益

　　雑益 　　　雑益
　　資産見返負債戻入 　　　資産見返負債戻入
　　　資産見返運営費交付金戻入 　　　　資産見返運営費交付金等戻入

　　授業料等収益 　　　授業料等収益
　　受託研究等収益（寄附金を含 　　　受託研究等収益（寄附金を含

　　財務収益 　　　財務収益

収入の部 収入の部
　経常収益 　経常収益
　　運営費交付金収益 　　　運営費交付金収益

　　雑損 　　雑損
　　減価償却費 　　減価償却費
　臨時損失 　臨時損失

　　　人件費 　　　人件費
　　　一般管理費 　　　一般管理費
　　財務費用 　　財務費用

　　業務費 　　業務費
　　　教育研究経費 　　　教育研究経費
　　　受託研究等経費 　　　受託研究等経費

区　　　分 区　　　分
費用の部 費用の部
　経常費用 　経常費用

２ 収支計画（平成２７年度～令和２年度）（単位：百万円） ２　収支計画（令和２年度）　（単位：百万円） ２　収支実績（令和２年度）　（単位：百万円）
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　第８　短期借入金の限度額
　第９　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
　第１０　剰余金の使途
　第１１　県の規則で定める業務運営に関する事項（県規則第七条第一号から第三号関係）

第８　短期借入金の限度額 第８　短期借入金の限度額 第８　短期借入金の限度額

１　短期借入金の限度額 １　短期借入金の限度額 １　短期借入金の限度額

・　５億円 ・　５億円とする。 　・　短期借入は行わなかった。

２　想定される理由 ２　想定される理由 ２　想定される理由

・ 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により，緊急に必要となる対策費として
借入れすることが想定される。

・ 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により，緊急に必要となる対策費として
借入れすることが想定される。

　　－

第９　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 第９　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 第９　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

・　なし。 ・　なし。 ・　なし。

第１０　剰余金の使途 第１０　剰余金の使途 第１０　剰余金の使途

・ 決算において剰余金が発生した場合は，協議の上，教育研究の質の向上並びに組織
運営及び施設設備の改善に充てる。

・ 決算において剰余金が発生した場合は，知事からの承認を得た上で，教育研究の質
の向上並びに組織運営及び施設整備の改善に充てる。

・ 決算において剰余金が発生した場合は，知事からの承認を得た上で，教育研究の質
の向上並びに組織運営及び施設整備の改善に充てた。

第１１　県の規則で定める業務運営に関する事項
（県規則第７条第１号から第３号関係）

第１１　県の規則で定める業務運営に関する事項
（県規則第７条第１号から第３号関係）

第１１　県の規則で定める業務運営に関する事項
（県規則第７条第１号から第３号関係）

１　積立金の処分に関する計画
（法第４０条第４項の承認を受けた金額の使途）

１　積立金の処分に関する計画
（法第４０条第４項の承認を受けた金額の使途）

１　積立金の処分に関する計画
（法第４０条第４項の承認を受けた金額の使途）

・ 前中期目標期間繰越積立金については，教育研究の質の向上並びに組織運営及び施
設設備の改善に充てる。

・　なし。 ・主にデザイン研究棟の整備費用に充てたほか，教育研究の質向上のための工具器具備
品等の購入，新型コロナウイルス感染症対策として実施した間仕切り撤去等の講義室整
備，さらには中小規模の修繕に係る費用に充当した。

２　人事に関する計画 ２　人事に関する計画（再掲） ２　人事に関する計画（再掲）

３　施設設備に関する計画 ３　施設設備に関する計画（再掲） ３　施設設備に関する計画（再掲）

・ 中期目標を達成するために必要な業務の実施状況を勘案した施設設備の整備や老朽
度合い等を勘案した施設設備の大規模修繕等については，宮城県の財政状況に応じて協
議の上，決定する。

・ 大規模修繕については，県との協議のもと「施設整備計画」に基づき着実に推進す
る。
　     ▶太白キャンパス体育館改修工事
　     ▶太白キャンパス動物実験棟外壁等改修工事
・ 中小規模修繕については，目的積立金等を有効に活用し，計画的かつ機動的に実施す
る。
・ 「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，学生の教育研究環境の改善を着実
に進める。

・大規模修繕については，施設整備計画に基づき着実に実施した。
　▶太白キャンパス体育館改修工事
　▶太白キャンパス動物実験棟外壁等改修工事
・中小規模修繕については，下記の工事を計画的に実施するとともに，突発的に発生し
た施設・設備の不具合に対する修繕や，新型コロナウイルス感染症対策のための施設の
修繕を実施した。
（主な修繕工事）
　▶大和キャンパス高圧ガス開閉器工事
　▶昇降機修繕工事
　▶本部棟すべり出し窓修繕工事
・大和・太白両キャンパスにおいて，コロナ下での学生の教育研究環境の確保に向けた
講義室整備を実施した。

中期計画 令和２年度計画 年度計画に係る実績

・　教員については，大学の教育研究や地域への貢献を更に推進していくために必要と
なる人員を，人件費も念頭に置きながら，年次ごとの採用計画に基づき適正に配置す
る。
・　事務職員については，法人職員（プロパー職員）の採用を積極的に進めるととも
に，本学を円滑に運営するため，専門的な知識を有する職員を長期にわたって養成して
いく。

・各学群・研究科の将来構想を踏まえ，科目担当教員配置方針を定め，これに基づき教
員配置を適正に行う。
・産学連携強化の一環として，企業・自治体と教員とのマッチングを行うため，引き続
き，地域連携センターに専任教員を配置する。
・現在の大学院担当教員の資格審査手続きを維持し，適正に教員を配置する。
・事務職員の採用については，県の派遣計画等を踏まえ，引き続き計画的に実施し，積
極的に幹部への登用を行う。
・研修については，職員の資質向上に向けて，引き続き計画的に実施する。

・教員については，各学群等の将来構想を踏まえ，計画的な採用を行うとともに，科目
担当教員配置方針に基づき，専任教員，特任教員，非常勤講師を効果的に配置した。ま
た，専任教員の勤務形態についても，専門業務型裁量労働制を維持しつつ，併せて勤務
状況等報告書の提出を求め，実態を把握するとともに，深夜・休日における所定外労働
への縮減や，産業医による面談等によって勤務の適正化に努めた。
・産学連携強化の一環として，企業・自治体と教員とのマッチングを行うために，平成
30年度から地域連携センターに配置している専任教員を，引き続き配置した。
・教育，研究及び産学連携活動の推進を目的とし，他機関の身分を有する研究者をクロ
スアポイントメント（他機関の身分を保有したまま本法人の教員として雇用する制度）
を活用し，教員１名を採用した。
・大学院担当教員の資格審査手続については，大学院の設置内容に応じ，適正に教員を
配置した。
・事務職員を４名採用し，内２名については令和２年度中に配置した。プロパー化率
は，83％で，当初目標の85％をほぼ達成している（令和３年３月末現在）。
・職員の資質向上を図るため，公立大学協会等の外部機関が主催する研修や県の階層別
研修に参加した。また，目標管理制度を適切に運用し，職員の業務への意欲向上と自己
啓発の発揚に務めた。さらに，令和２年４月からは，大学事務職員として，他大学の動
向を俯瞰し，より広範で専門的な知識や実践力を養うため，公立大学協会に職員を１人
派遣している（令和５年３月までの予定）。
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